
再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 中部横断自動車道(富沢～六郷) 事業 高規格A 事業 国 土 交 通 省
ちゅうぶおうだんじどうしゃどう とみざわ ろくごう

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：山梨県南巨摩郡南部町 延長
やまなしけんみなみこまぐんなんぶちょう

至：山梨県西八代郡市川三郷町 28.3km
やまなしけんにしやつしろぐんいちかわみさとちょう

事業概要
中部横断自動車道は、日本列島の中央部を南北に結ぶ延長約132ｋｍの高速自動車国道である。
富沢～六郷間は、広域的な高速道路ネットワークを形成し、物流の効率化や救急活動の支援、災害時の

代替路の確保等を図ることを目的とした、南巨摩郡南部町から西八代郡市川三郷町までの延長28.3ｋｍの
2車線の道路事業である。
H17年度事業化 H－年度都市計画決定 H18年度用地着手 H20年度工事着手
(整備計画変更)
全体事業費 約2,604億円 事業進捗率 65% 供用済延長 0km
計画交通量 11,500～16,800台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 0.9 844/2,620億円 2,344/2,344億円 平成28年

事 業 費： 764/2,540億円 走行時間短縮便益： 2,041/2,041億円
(残事業) 2.8 維持管理費： 80/ 80億円 走行費用減少便益： 231/ 231億円

交通事故減少便益： 72/ 72億円
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 0.9～0.9（交通量 ±10%）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.7～2.9（交通量 ±10%）

事業費 ：B/C＝ 0.9～0.9（事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝ 2.4～2.9（事業費 ±10%）
事業期間：B/C＝ 0.8～0.97（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.6～3.0（事業期間±20％）

事業の効果等
①広域ネットワークの形成
・中部横断自動車道は、上信越道、中央道、新東名の3本の高規格道路を結び、高速ネットワークを形成。
・「国土形成計画（全国計画）」においては「日本海・太平洋2面活用型国土」が提唱され、ネットワーク
の多重性・代替性の確保を図りつつ、双方の連携強化が求められる。

・上信越道と一体となって、日本海側と太平洋側の国際拠点港湾等と内陸部が連結され、広域的な物流体
系を形成。

・内陸路線と沿岸路線が接続するネットワークを形成するとともに、東海・東南海地方の被災時の代替路
や広域的な災害時の救急・救援ルートとしても機能。

②物流の効率化
・山梨県を発着する物流動向は、入出荷ともに、静岡県の割合が多く、中部横断自動車道沿線は事業所数
も多いた め、山梨県は国際拠点港湾である清水港（静岡県）の後背地。
・清水港と直結する国道52号は狭小区間やカーブ区間が多いため、国際海上コンテナが走行するには、徐
行に加え前後誘導車の配置が必要となっており、定時性や速達性が課題。

・中部横断自動車道の整備により、通行支障箇所を通過せずに通行可能となるとともにアクセス時間の短
縮により、物流効率化に寄与。

③救急医療活動の支援
・中部横断自動車道の周辺地域における救急輸送の平均時間は約51分であり、全国平均の約39分よりも12
分も長い時間を要する。

・中部横断自動車道の整備により、山梨県及び静岡県内の第3次医療施設まで1時間以内で搬送可能な圏
域が拡大し、救命率の改善が見込まれる。

④災害時における代替道路の確保
・中部横断自動車道が通過する地域は、地形や地質等の特性から事前通行規制区間が2箇所存在しており、
過去には大雨により度々通行止めが発生。

・国道５２号においても防災対策を実施しているものの、災害時に通行止めとなった場合は集落が孤立す
ることから、信頼性の高い代替道路の確保が必要。

・中部横断自動車道の整備により、孤立集落の解消や交通の寸断の解消が期待される。
関係する地方公共団体等の意見
山梨県知事の意見：
中部横断自動車道は、沿線地域の産業・経済・観光・文化等の発展に寄与するとともに、東海・東南海
地震や富士山噴火等の防災面並びに緊急医療等においても必要不可欠な道路であり、多くの県民が大きな
期待を寄せ、早期実現を念願しております。
また、これまで平成29年度の全線開通に向けて、沿線の自治体や民間企業、経済団体は開通後の当該道



路を最大限に利活用するための様々な取り組みを準備・実行してきたところであります。
このため、事業進捗等については大変心配しており、当該原案に対して以下の意見を申し添えます。

①事業期間の延伸は最小限に努めること。
②事業費増加の要因に対し、更なる工夫・コスト縮減を図ること。
③地方負担の低減に努めること。
・以上の点を踏まえ、事業を継続し一日も早い全線の供用をお願いします。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。
中部横断自動車道（富沢 ～ 六郷）については、以下の付帯意見をもって 原案どおり継続とする。

①出来る限り早期に供用出来るよう工程管理に努めること。
②引き続きコスト縮減を図るとともに、更なる事業費増加とならないようコスト管理の徹底に努めること。
③地元とも連携し、供用後にストック効果が発現されるよう努めること。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・中富IC・身延山ICが地域活性化ICとして追加設置の認可 。
・富士山静岡空港の開港などの地域開発が進行している。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成3年12月 吉原JCT～増穂IC間の基本計画決定、平成8年12月 同区間の整備計画決定。
・平成18年2月 吉原JCT～増穂IC間の整備計画の変更（富沢IC～六郷IC間を直轄高速方式で整備）
・用地進捗率100％取得済み。
・平成20年度より工事に着手し、現在、橋梁工事、トンネル工事及び改良工事を実施中。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
難航事象の対策実施により、工事工程の遅延が発生。

施設の構造や工法の変更等
・トンネル支保構造・補助工法の変更や工事用道路の構造見直し等により事業費増加の要因が発生。
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道20号 大月バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
おおつき

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：山梨県大月市駒橋 延長
やまなしけんおおつきしこまはし

至：山梨県大月市大 月町花咲 3.2ｋｍ
やまなしけんおおつきしおおつきちょうはなさき

事業概要

国道20号は、東京都中央区から山梨県甲府市を経て長野県塩尻市に至る幹線道路である。大月バイパス

は、大月市内の交通混雑緩和、交通安全の確保などを目的とした、大月市駒橋から同市大月町花咲間まで

の延長3.2kmの2車線のバイパス事業である。

S48年度事業化 S50年度都市計画決定 H元年度用地着手 H7年度工事着手

（H12年度変更）

全体事業費 約338億円 事業進捗率 89% 供用済延長 1.7km

計画交通量 10,100～12,700台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 56/452億円 202/568億円 平成25年

事 業 費：52/442億円 走行時間短縮便益：194/512億円

(残事業) 3.6 維持管理費：4.5/9.7億円 走行費用減少便益：5.2/ 42億円

交通事故減少便益：3.6/ 14億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.0～1.5（交通量 ±10％）【残事業】交通量：B/C＝2.9～ 4.3（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.2～1.3（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝3.3～4.0（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.2～1.3（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝3.2～3.8（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・国道20号（現道）の損失時間は、84.5千人時間/年･kmで、1工区開通前後で比較すると、約2割改善。

・平成23年2月に1工区開通後、旅行速度が改善したものの、国道139号と交差する大月橋東詰交差点を先

頭に渋滞が残存。

・残る2工区の整備により、現道の交通がバイパスに転換し、国道20号（現道）の渋滞緩和が見込まれる。

②安全安心な通行の確保

・大月バイパスと並行する国道20号(現道)の死傷事故率は、104.9件/億台･kmで、1工区開通前後で比較す

ると、バイパスへの交通転換により約5割改善。

・しかし、依然として、渋滞が一つの要因である追突事故が約5割を占める。

・残る2工区の整備により、現道の交通がバイパスに転換し、国道20号（現道）の更なる事故削減が見込

まれる。

③利便性の向上

・大月市は、山梨県内で救急医療施設までの平均収容所要時間を最も要する地域であり、市内唯一の二

次救急医療機関である大月市立中央病院へ向かうには国道20号（現道）を経由する必要がある。

・国道20号（現道）は2車線で道路幅員も狭いため、朝夕の渋滞時は救急車両の通行に支障をきたす状態

である。

・大月バイパスの整備により、現道の交通がバイパスに転換し、代替路の確保や搬送時間の短縮等の利便

性の向上が期待される。

関係する地方公共団体等の意見

・山梨県知事の意見：

一般国道20号大月バイパスは、市街地の交通渋滞の緩和による交通事故の減少や歩行者等の安全確保、

消防署や病院への代替路の確保や搬送時間の短縮等の救急施設へのアクセスの強化などが期待されま

す。

現在は、計画区間L=3.2kmのうち１工区L=1.7kmの部分供用により、富士吉田方面への交通ではバイパ

ス機能が発揮されており、市街地の渋滞の緩和には一定の効果が見られています。

残区間は、本バイパスと中央道大月インターを直結する区間であり、この効果を最大限に発揮すべく、

引き続き、早期完成をお願いします。



事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・平成18年度に1工区部分供用（大月市大月一丁目～大月市大月二丁目：L＝約0.6km）。

・平成19年度に1工区一部暫定供用（大月市駒橋～大月市大月一丁目：L＝約1.1km）。

・平成22年度に一部完成形開通（大月市駒橋～大月市大月一丁目：L＝約1.1km）。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・1工区は、平成23年2月に全線2車線で完成形供用済。

・2工区は、桂川橋上部工事、花咲地区改良工事、大月第2トンネル工事、JR横断函渠工事を実施中。

・引き続き、工事の促進を図り、早期の全線供用を目指す。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

用地の取得は99％完了。引き続き、工事の促進を図り、早期の全線供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

・大規模切土区間において、想定外に不安定な岩塊が多数確認されていることや、地元合意が得られない

ことによる進入経路の見直し等について、関係機関協議中。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道52号 上石田改 良 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
かみいしだかいりょう

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：山梨県甲府市富竹一丁目 延長
やまなしけんこ う ふ しとみたけ

至：山梨県甲府市 寿 町 1.0km
やまなしけんこ う ふ しことぶきちょう

事業概要

国道52号は、静岡県静岡市から山梨県甲府市に至る幹線道路である。上石田改良は、甲府市内を流れる

荒川や貢川に架かる橋の架け替えや4車線化による交通円滑化、拡幅・線形改良と歩道設置による交通安

全性の向上、沿道環境の改善を目的とした、甲府市富竹一丁目から甲府市寿町までの延長1.0kmの4車線の

拡幅事業である。

H8年度事業化 S21年度都市計画決定 H16年度用地着手 H17年度工事着手

（S43年度変更）

全体事業費 約138億円 事業進捗率 87％ 供用済延長 0.75km

計画交通量 19,900～26,700台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.1 16/175億円 156/189億円 平成28年

事 業 費： 14/170億円 走行時間短縮便益：122/152億円

(残事業) 10.0 維持管理費：1.2/5.1億円 走行費用減少便益： 26/ 30億円

交通事故減少便益：8.1/7.2億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.1～1.1（交通量 ±10％）【残事業】交通量：B/C＝ 10.0～ 10.0（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.0～1.1（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 9.1～ 11.0（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.0～1.1（事業期間± 20%） 事業期間：B/C＝ 9.5～ 10.3（事業期間± 20%）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・国道52号（現道）の損失時間は、約148.5千人時間/年・kmで、2工区開通前後で比較すると、約2割改

善。

・当該区間には、主要渋滞箇所に選定されている交差点が4箇所存在している状況。

・残る1工区の整備により、交通が4車線区間に転換し、国道52号(現道)の渋滞緩和が見込まれる。

②安全安心な通行の確保

・国道52号(現道)の死傷事故率は、約130.9件/億台･kmと山梨県内の国道52号平均の約1.6倍。

・事故の内訳は、追突事故が約5割を占めており、要因として、貢川交番前交差点と貢川交番南交差点

との交差点距離が短く、国道52号（現道）と2工区へのクランク交通とアルプス通り直進交通などが輻

輳状態。

・輻輳を発生させる原因となっているクランク交通を解消するため、残る1工区の整備を推進し、安全性

の向上を図ることが必要。

③沿道環境の改善

・2工区は平成26年4月21日の4車線開通により、現道の交通量が4車線化区間に1,400台/日転換しており、

1工区でも同様の転換が見込まれる。

・歩行空間が狭小な現道から、歩道設置により十分な歩行空間が確保された4車線化区間に転換すること

で、道路利用者のうち約9割が安心感の向上を実感。

関係する地方公共団体等の意見

・山梨県知事の意見：

一般国道52号上石田改良は、甲府都市圏に於ける重要な幹線道路に位置付けられており、当区間の整備

により、渋滞の緩和、事故の減少、良好な沿道環境の形成、緊急輸送路が確保されるなど、必要性が高

い事業である。

平成26年4月には、甲府南アルプス線（通称アルプス通り）までが部分供用となり、渋滞の緩和や歩行

者の安全確保等に一定の成果が得られている。

しかし、供用終点部のアルプス通りにおいては、交差点が近接していることから、自動車交通が輻輳す

るなど、交通渋滞や安全確保の課題が残されている。



上記問題の解決には、全線供用が必要不可欠と考えており、引き続き、残区間の早期完成に努めていた

だきたい。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

隣接する国道52号寿町拡幅が平成16年度に完了。

平成21年度に荒川橋仮橋および新貢川橋の暫定開通、平成26年4月に延長0.75kmを4車線開通。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・昭和21年度に都市計画決定、昭和43年度に都市計画変更。

・平成8年度に事業化され、平成16年度から用地着手。平成17年度から工事着手。

・2工区（荒川橋～アルプス通）の0.75kmは平成26年4月に4車線開通。

・1工区（アルプス通～貢川交差点）の0.25kmの用地取得は、平成24年度から着手。

・用地交渉や権利者未確定地の相続手続きに時間を要したため、供用開始年度が平成29年度から平成32年

度へ3年延期。

・全体の用地取得率は、68％完了。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、用地取得、工事の促進を図り、早期の全線供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成29年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１３８号新屋拡幅 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
いっぱんこくどういちさんはちごうあらやかくふく

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：山梨県富士吉田市上吉田七丁目 延長
やまなしけんふじよしだしかみよしだしちちょうめ

至：山梨県富士吉田市上吉田堰林 2.6km
やまなしけんふじよしだしかみよしだせきはやし

事業概要
、 、 。国道138号は 山梨県富士吉田市を起点として 神奈川県小田原市に至る延長約60kmの幹線道路である

新屋拡幅は、富士吉田市内の混雑の著しい上宿交差点より富士見公園前交差点間の混雑解消を図る延長2.
6kmの現道拡幅事業である。
H24年度事業化 H22年度都市計画決定 H27年度用地着手 H－年度工事着手

全体事業費 約80億円 事業進捗率 4% 供用済延長 0km
計画交通量 19,300～28,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 2.5 69/72億円 182/182億円 平成28年(事業全体)

走行時間短縮便益： 169/ 169億円事 業 費： 63/ 66億円
走行費用減少便益： 9.8/ 9.8億円(残事業) 2.6 維持管理費： 6.2/ 6.2億円
交通事故減少便益： 3.1/ 3.1億円

感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施
【事業全体】交通量 ：B/C＝ 2.4～2.6（交通量 ±10% 【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.5～2.7（交通量 ±10%））

事業費 ：B/C＝ 2.3～2.8（事業費 ±10%） 事業費 ：B/C＝ 2.4～2.9（事業費 ±10%）
事業期間：B/C＝ 2.4～2.6（事業期間±20%） 事業期間：B/C＝ 2.5～2.7（事業期間±20%）

事業の効果等
①国道138号（現道）の渋滞状況
・国道138号（現道）の損失時間は、約118.9千人時間/年・km。
・主要渋滞個所に選定されている交差点が4箇所存在している状況。
・国道138号（現道）の渋滞が地域住民の移動阻害を引き起こし、地域生活の快適性が低下。
・新屋拡幅の整備により、国道138号（現道）の交通容量が拡大し、渋滞緩和や地域生活の快適性向上が

見込まれる。
②国道138号（現道）の死傷事故発生状況
・国道138号（現道）の死傷事故率は、新屋拡幅区間で約268.3件/億台・km。
・渋滞に起因する追突事故が全体の約6割を占める。
・新屋拡幅の整備により、交通の円滑化が図られ事故削減が見込まれる。
③周遊観光の支援
・富士北麗地域は富士山世界遺産登録と相まって、近年観光入り込み客数は増加傾向。
・国道138号新屋拡幅事業の周辺には、道の駅富士吉田や北口本宮冨士浅間神社などの観光施設が点在し

ているものの、富士山五合目と比べ、観光入り込み客数の増加傾向は低い水準で推移。
、 、 。・新屋拡幅の整備により 点在する周辺観光施設間の所要時間が短縮し 更なる観光入込客の伸びが期待

④地域生活の快適性（救急医療活動の支援）
・富士吉田市は、現場までの平均到着時間が県平均を上回る地域となっており、第2次救急医療施設へ向
かうためには、国道138号を経由する必要あり。

・国道138号（現道）は道路幅員が狭いため、追い越しができず、朝夕の渋滞時に救急車両にも支障。
・新屋拡幅の整備により、安全で円滑な搬送が可能となり、地域の救急活動を支援。
⑤地域生活の快適性（災害時の支援）
・南海トラフ巨大地震により、富士吉田市は震度6弱の想定。
・道の駅「富士吉田」の富士山アリーナは富士吉田市の支援物資集積施設に指定。
・新屋拡幅の整備により、中央道河口湖ICまで4車線の緊急輸送道路ネットワークを形成し、災害時にお
いても円滑な救援物資輸送が可能となり、防災機能を強化。

関係する地方公共団体等の意見
山梨県知事の意見：
国道138号新屋拡幅改良は、現道2車線で、平日の通勤時間帯や土曜、日曜を中心に慢性的に渋滞が発生

しており、観光客のみならず地域住民の日常生活にも支障をきたしている。
当区間の整備は、渋滞の緩和、事故の減少、世界遺産に登録された富士山の構成資産の連携など、周遊

観光の促進に繋がり、地元では本事業と連携した周辺まちづくりにも期待が高まっている。
また、切迫性が危惧される富士山噴火の大規模災害時には、緊急輸送が確保されるなど、必要性が高い

事業である。



必要な予算を確保し、引き続き早期完成に努めていただきたい。
事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成25年6月に「富士山」世界遺産登録
・ 国道138号拡幅に伴う周辺地域まちづくり検討委員会」を富士吉田市と共同で設立し、平成25年よりこ「
れまでに4回の検討委員会を実施。

事業の進捗状況、残事業の内容等
・平成28年3月末時点で、用地取得率は約0.1％。
・平成22年度に都市計画決定、平成24年度に事業化。平成27年7月に設計説明会を実施
・先行整備区間は、平成32年度からの開通を目指して、事業を推進。
・まちづくり区間は、景観計画、景観条例を平成28年4月策定
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・富士吉田市まちづくり計画の状況を踏まえ、平成34年度からの開通を目指して事業を推進。
施設の構造や工法の変更等
技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 中部横断自動車道（八千穂～佐久南） 事業 事業 国 土 交 通 省高速自動車国道
ちゅうぶおうだんじどうしゃどう や ち ほ さくみなみ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：長野県佐久郡佐久穂町千代里 延長
ながのけん さ く ぐ ん さ く ほ ま ち ち よ さ と

至：長野県佐久市桜井 14.6km
ながのけん さ く し さくらい

事業概要
中部横断自動車道は、静岡県静岡市から長野県佐久市に至る延長約132kmの高速自動車国道である。当路

線は、東名・中央・上信越自動車道を連結し、内陸部と臨海部の連携を強化し、地域間交流の拡大をはじめ関東
地方の広域的なネットワークを形成するとともに、国道141号の渋滞緩和、救急医療体制の支援、物流の効率化
など社会経済活動の発展に寄与する路線である。
H15年度事業化 H8年度都市計画決定 H17年度用地着手 H18年度工事着手
全体事業費 約779億円 事業進捗率 86％ 供用済延長 -
計画交通量 10,200～12,200台/日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 1.1 141/890億円 938/938億円 平成28年(事業全体)

98/ 847億円 645/ 645億円事 業 費： 走行時間短縮便益：
43/ 43億円 198/ 198億円(残事業) 6.6 維持管理費： 走行費用減少便益：

95/ 95億円交通事故減少便益：
感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施

（ ）【 】 （ ）【 】事業全体 交通量 ：B/C＝0.99～1.1 交通量 ±10％ 残事業 交通量 ：B/C＝ 6.2～7.1 交通量 ±10％
（ ） （ ）事業費 ：B/C＝1.04～1.1 事業費 ±10％ 事業費 ：B/C＝ 6.2～7.1 事業費 ±10％
（ ） （ ）事業期間：B/C＝1.01～1.1 事業期間±20％ 事業期間：B/C＝ 6.4～6.8 事業期間±20％

事業の効果等
(1)広域ネットワークの形成
・中部横断自動車道は、上信越道や中央道、東名高速といった高規格道路を結び、高速ネットワークを
形成。

・並行する沿岸路線と内陸路線の接続するネットワークを形成するとともに、東海・東南海地方被災時
の代替路や広域的な災害時の救急・救援ルートとしても機能。

(2)交通混雑の緩和
・国道141号（現道）の損失時間は、約95.3千人時間/年・kmから約87.8千人時間/年・kmと平成23年3月
の暫定2車線開通前から改善しているものの、浅間中学西交差点周辺では渋滞が残存。

・中部横断自動車道（八千穂～佐久南）の整備により、高速道への交通転換に伴う国道141号（現道）
渋滞緩和が見込まれる。

(3)救急医療体制の支援
・中部横断道の整備により、周辺地域から第三次救急医療機関である佐久総合病院（佐久医療センター
：H26.3開院予定）へのアクセス性が向上し、救命率が改善。

(4)地域産業の活性化
・中部横断自動車道の整備および地域活性化ＩＣの整備により、沿線地域の地域活性化、物流効率化及
び農業の振興発展に寄与することが期待される。

関係する地方公共団体等の意見
本事業については、高速ネットワークの形成、並行する一般国道141号の混雑緩和、救急医療体制の支

援、物流の効率化、地域間交流・地域開発の促進、災害に強い道路機能の確保などに寄与する、極めて重
要な道路と認識しています。
ついては、事業を継続し、予定どおりに平成29年度に開通できるよう必要な予算確保と事業推進を強く

要請します。
また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるよう要請します。

事業評価監視委員会の意見
事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
平成15年12月第1回国幹会議において、新直轄方式による整備に位置づけられた。また、平成18年9月に

整備計画が変更され、地域活性化IC（臼田IC、佐久町IC：仮称）が連結許可された。
平成23年3月に中部横断自動車道（佐久南IC～佐久小諸JCT）の7.8kmが全線2車線で供用した。

事業の進捗状況、残事業の内容等
中部横断自動車道（八千穂～佐久南）の用地取得は完了。引き続き、橋梁工事等を行い、工事の促進を

図り、早期の供用を目指す。



事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
土地収用法による用地取得を実施するなど、用地取得に時間を要したこと、また、開通後の残工事を考

慮し、全体の事業期間を平成３０年度に変更する。
今後は改良工事等の進捗を図り、本線の開通を平成29年度に予定、平成30年度に残工事として工事用道

路の撤去を実施。
施設の構造や工法の変更等

盛土材としての強度を確保するための掘削土改良（安定処理工）の増加、また、掘削土に含まれる転石処理の
により、事業費を約84億円増加。今後の事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮追加

減に取り組む。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道18号 上田バイパス(延伸) 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
う え だ えんしん

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：長野県東御市本海野 延長
ながのけん と う み し もとうんの

至：長野県上田市国分 4.1km
ながのけん う え だ し こ く ぶ

事業概要

一般国道18号は、群馬県高崎市から新潟県上越市へ至る全長約194kmの主要幹線道路である。一般国道1

8号上田バイパス(延伸)は、現道である国道18号の交通混雑の緩和と交通事故の減少、沿線地域の開発・

発展等の支援を目的として計画された事業である。

H21年度事業化 S46年度都市計画決定 H23年度用地着手 H29年度工事着手

全体事業費 約179億円 事業進捗率 17％ 供用済延長 0km

計画交通量 12,600台/日 ～ 31,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 2.4 134/166億円 395/395億円 平成28年

事 業 費：120/153億円 走行時間短縮便益： 387/ 387億円

(残事業) 3.0 維持管理費： 13/ 13億円 走行経費減少便益： 7.8/ 7.8億円

交通事故減少便益：0.18/0.18億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.4～2.4（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.9～ 3.0（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝2.2～2.6（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.7～ 3.3（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝2.2～2.6（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.7～ 3.2（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・国道18号（現道）の損失時間は、約108.2千人時間/年・kmから約120.3千人時間/年・kmと前回再評価時

から横ばい。

・平成21年3月の暫定2車線開通後、再評価対象区間において所要時間の短縮が見られるものの、大屋交差

点周辺（国道152号と接続）や国分1丁目交差点などでは渋滞が残存。

・上田バイパス（延伸）の整備により、バイパスへの交通転換に伴う国道18号（現道）の渋滞緩和が見込

まれる。

②交通事故の減少

・国道18号（現道）の死傷事故率は、約128.8件/億台・kmから約130.6件/億台・kmと前回再評価時から横

ばい。

・大屋交差点周辺（国道152号と接続）、常田3丁目交差点周辺では、交通事故が多発しており、死傷事故

率が200件/億台・kmを超える交差点が5箇所存在。また、車両相互の追突事故が多発。

・上田バイパス（延伸）の整備により、バイパスへの交通転換に伴う国道18号（現道）の事故削減が見込

まれる。

③沿線地域の開発・発展等の支援（企業立地の促進）

・上田バイパス（1.8km区間）は、平成21年3月の暫定2車線開通により、沿線に大規模小売店が立地。

・上田バイパス（延伸）の整備により、沿線地域における商業立地の促進が見込まれる。

・また、上田市の工業生産地域である丸子地区では高速ICへのアクセス性が向上し、更なる工業振興が見

込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

・長野県知事からの意見：

一般国道18号「上田バイパス（延伸）」は、交通混雑の緩和や交通事故の減少、沿線地域の開発・発展

等に寄与する必要不可欠な事業です。

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

－

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成21年度に事業化、平成23年度に用地着手。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・上田バイパス（延伸）の用地取得率は39％（H28.3時点、面積ベース）。

・設計協議に時間を要したこと、その後の詳細設計や工程の見直しにより、事業期間を平成30年度から平

成34年度に変更。

・平成29年度から上田市区間の橋梁工事に着手予定。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道20号 坂室バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
さかむろ

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：長野県茅野市金沢 延長
ながのけん ち の し かなざわ

至：長野県茅野市宮川 3.7km
ながのけん ち の し みやがわ

事業概要

一般国道20号は、東京都中央区から山梨県甲府市等を通過し、長野県塩尻市に至る延長約225kmの幹線

道路である。一般国道20号坂室バイパスは、現道である国道20号の交通混雑の緩和と沿道環境の改善を目

的として計画された事業である。

H10年度事業化 H9年度都市計画決定 H12年度用地着手 H14年度工事着手

全体事業費 約231億円 事業進捗率 73％ 供用済延長 3．0km

（暫定）

計画交通量 14,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 63/249億円 272/323億円 平成25年

事 業 費：52/235億円 走行時間短縮便益：208/257億円

(残事業) 4.4 維持管理費：10/ 14億円 走行費用減少便益： 52/ 53億円

交通事故減少便益： 12/ 13億円

感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量：B/C＝1.04～1.9（交通量 ±10％）【残事業】交通量：B/C＝ 3.2～ 4.5（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.2～1.4（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 4.0～ 4.7（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.2～1.4（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 4.0～ 4.7（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・旧国道20号の損失時間は、約58.8千人時間/年・kmから約130.4千人時間/年・kmと平成23年6月の暫定2

車線開通前から増加。

・平成23年6月の暫定2車線開通後に所要時間は短縮したものの、再評価対象区間の損失時間は増加。

バイパスの合流部が暫定2車線であるため、旧国道20号側の宮川交差点などでは渋滞が発生。

・坂室バイパスの完成4車線整備により、バイパスへの交通転換に伴う旧国道20号の渋滞緩和が見込まれ

る。

②沿道環境の改善（交通事故の減少）

・旧国道20号の死傷事故率は、バイパスへの交通転換により、約111.3件/億台・kmから約32.3件/億台・

kmと平成23年6月の暫定2車線開通前から7割改善。しかし、依然として車両相互の追突や出合頭の事故

が発生。

・平成23年6月の暫定開通の際、旧国道20号の宮川交差点と当該路線が新たに付け替えられ、交差点での

事故が大幅に削減。

・坂室バイパスの完成4車線整備により、バイパスへの交通転換に伴う旧国道20号の更なる事故削減が見

込まれる。

③沿道環境の改善（安全安心な通行の確保）

・旧国道20号では、坂室バイパスの平成23年6月の暫定2車線開通により、大型車混入率が21％から7％と3

分の1に減少するが、未だ約1割が残存。

・旧国道20号は、近隣に位置する宮川小学校の通学路としても利用されていることから、当該事業によっ

て、大型車の更なる転換に伴う児童の安全性向上が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

・長野県知事からの意見：

一般国道20号「坂室バイパス」は、交通混雑の緩和や交通事故の減少、沿線環境の改善等に寄与する必

要不可欠な事業です。

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。



事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

西茅野土地区画整理事業から国道20号茅野市宮川までの約0.9kmについて、暫定2/4車線で平成20年5月

に供用。平成23年6月までに、バイパス区間について暫定2/4車線で供用済。平成27年4月に当該区間と並

行する国道20号が県及び市に移管。

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成23年6月までに暫定2車線（3.0km）が供用済み。現道拡幅区間の道路設計・用地調査を実施。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

全体の用地取得は約93％完了している。引き続き、用地取得、工事の促進を図り、早期の全線4車線供

用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えれる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道20号 下諏訪岡谷バイパス 事業 一般国道 事業 国 土 交 通 省
し も す わ お か や

区分 主体 関東地方整備局

起終点 自：長野県諏訪郡下諏訪町東町 延長
ながのけんすわぐんしもすわまちひがしまち

至：長野県岡谷市今井 5.4km
な が の け ん お か や し い ま い

事業概要

一般国道20号は、東京都中央区から山梨県甲府市等を通過し、長野県塩尻市に至る延長約225kmの幹線

道路である。一般国道20号下諏訪岡谷バイパスは、現道である国道20号の交通混雑の緩和と交通安全の確

保を目的として計画された事業である。

H4年度事業化 H2年度都市計画決定 H6年度用地着手 H10年度工事着手

全体事業費 約464億円 事業進捗率 65％ 供用済延長 2．9km

（暫定）

計画交通量 6,300～18,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.3 149/512億円 421/667億円 平成25年

事 業 費：138/498億円 走行時間短縮便益：328/511億円

(残事業) 2.8 維持管理費： 11/ 14億円 走行費用減少便益：72/130億円

交通事故減少便益：21/ 27億円

感度分析の結果 事業全体・残事業について感度分析を実施

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.2～1.4（交通量 ±10％）【残事業】交通量 ：B/C＝ 2.7～ 2.9（交通量 ±10％）

事業費 ：B/C＝1.2～1.4（事業費 ±10％） 事業費 ：B/C＝ 2.6～ 3.1（事業費 ±10％）

事業期間：B/C＝1.1～1.5（事業期間±20％） 事業期間：B/C＝ 2.5～ 3.2（事業期間±20％）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・国道20号（現道）の損失時間は、約105.5千人時間/年・kmから約93.3千人時間/年・kmと前回再評価時

から横ばい。

・平成16年3月の暫定2車線開通後に所要時間は短縮したものの、長地交差点（暫定2車線開通区間への接

続）や大社通り交差点（国道142号と接続）などでは渋滞が残存。

・下諏訪・岡谷バイパスの整備により、バイパスへの交通転換に伴う国道20号（現道）の渋滞緩和が見込

まれる。

②交通安全の確保

・国道20号（現道）の死傷事故率は、約76.5件/億台・kmから約76.9件/億台・kmと前回再評価時から横ば

い。

・大社通り交差点、長地交差点では死傷事故率が200件/億台・kmを超える交差点が存在しており、追突や

出合頭事故といった渋滞や沿道出入りに起因する事故が多発。

・下諏訪・岡谷バイパスの整備により、バイパスへの交通転換に伴う国道20号（現道）の事故削減が見込

まれる。

関係する地方公共団体等の意見

・長野県知事の意見：

一般国道20号「下諏訪岡谷バイパス」は、交通混雑の緩和や交通事故の減少等に寄与する必要不可欠な

事業です。

ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。

また、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。

事業評価監視委員会の意見

事業の継続を承認する。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

下諏訪岡谷バイパス暫定2車線（2.9km）、国道142号バイパス及び県道下諏訪辰野線の3路線を同時に平

成16年3月27日に供用。長地山の手土地区画整理事業が平成14年度事業完了。



事業の進捗状況、残事業の内容等

平成16年3月に暫定2車線（2.9km）が開通済み。国道142号から国道142号バイパス間（1.7km）の道路設

計を行うとともに、今井地区で改良工事及び橋梁工事を実施。平成29年度に、岡谷市今井～岡谷インター

西区間L＝0.8kmを完成2車線で開通予定。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

用地取得は約85％完了。引き続き、用地の取得、工事の促進を図り、早期の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に取り組む。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及び進捗状況、関係する地方公共団体等の意見、事業評価監視委員会による審議を踏

まえると、事業の必要性、重要性は高いと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１５３号 伊南バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
い な ん

起終点 自：長野県上伊那郡飯島町本郷 延長
な が の か み い な ぐ んいいじままちほんごう

至：長野県駒ヶ根市赤穂 ９．２km
な が の こま が ね あ か ほ

事業概要

一般国道１５３号伊南バイパスは、長野県上伊那郡飯島町本郷から長野県駒ヶ根市赤穂に至る延長９．

２ｋｍのバイパスであり、長野県からの権限代行を受け、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、救急医療活

動の支援や生活環境の改善を目的に計画された道路です。

平成２６年度迄に飯島町本郷から飯島町田切の３．２ｋｍと駒ケ根市赤穂市場割から駒ケ根市赤穂の４．

２ｋｍについて暫定２車線開通済であり、交通渋滞の緩和や生活環境の改善に寄与しました。

残る区間の並行する現道等には線形不良箇所、冬期路面凍結箇所が存在するなど多くの課題があり、引

き続き事業を推進することで、線形不良箇所の回避等の効果を見込んでいます。

Ｈ９年度事業化 Ｈ９年度都市計画決定 Ｈ１０年度用地着手 Ｈ１３年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ４１２億円 事業進捗率 ７９％ 供用済延長 ７．４km

計画交通量 １４，０００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．１ 108/473億円 232/997億円 平成２５年

事 業 費： 96/432億円 走行時間短縮便益：174/935億円

(残事業) ２．１ 維持管理費： 12/ 41億円 走行経費減少便益： 55/ 58億円

交通事故減少便益：2.6/ 4.2億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.0～2.2(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝2.1～2.3(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.9～2.3(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.0～2.4(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.6～2.7(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.0～2.3(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

②物流効率化の支援

・現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を

解消する。

③都市の再生

・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりと連携あり。

④国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

⑤個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクトを支援する。

・主要な観光地（駒ケ根高原等）へのアクセス向上が期待される。

⑥安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（伊那中央病院）へのアクセス向上が見込まれる。



⑦災害への備え

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑧地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑨生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。

・夜間騒音値の低減が見込まれる。

⑩他のプロジェクトとの関係

・上伊那地域ビジョンにて、交通の骨格を担う路線として位置づけられている。

関係する地方公共団体等の意見

知事の意見：

・一般国道１５３号「伊南バイパス」は、交通渋滞の緩和や交通安全の確保、救急医療活動の支援や生活

環境の改善等に寄与する必要不可欠な事業です。

・ついては、事業を継続し、積極的な予算確保により、早期開通を図るよう強く要望します。

・また、事業の実施に当たっては、一層のコスト縮減に努められるようお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・伊那谷特有の河岸段丘により、急激な起伏や急カーブ区間が多く存在。

・飯島町本郷地内や田切地内では、冬季路面凍結箇所が存在し、スリップ事故が発生。

・急カーブ区間では、搬送中の初期治療が困難であり、救急搬送に支障。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は７９％、用地進捗率は１００％。（平成２７年度末）

・今年度は上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂（延長１．８ｋｍ）の平成３０年度の暫定開通に向けた

橋梁工事等を実施。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂（延長１．８ｋｍ）は、平成３０年度の開通を目指し、工事を推進。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道２１号 可児御嵩バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
か に み た け

起終点 自：岐阜県可児郡御嵩町井尻 延長
ぎ ふ か に み た けちようい じ り

至：岐阜県可児市中恵土 ８．０km
ぎ ふ か に な か え ど

事業概要

一般国道２１号可児御嵩バイパスは、岐阜県可児郡御嵩町井尻から可児市中恵土に至る延長８．０ｋｍ

のバイパスであり、現道２１号の交通渋滞の緩和、交通安全の確保とともに、東海環状自動車道可児御嵩

ＩＣへのアクセスの確保を目的に計画された道路です。

平成２４年度迄に可児郡御嵩町井尻から可児市中恵土の８．０ｋｍについて全線暫定開通済みであり、

現道の交通渋滞の緩和に寄与してきました。

しかし、現道の一部とバイパス部に、主要渋滞箇所（２箇所）が、またバイパス部を中心に事故危険区

間（６箇所）などの多くの課題があり、本事業は、課題解決のために引き続きバイパスの４車線整備する

ことで、並行する現道の渋滞損失時間を約４割削減する等の効果を見込んでいます。

Ｈ３年度事業化 Ｓ５０年度都市計画決定（可児市） Ｈ５年度用地着手 Ｈ１２年度工事着手

Ｓ５８年度都市計画決定（御嵩町）

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 ３４９億円 事業進捗率 ８７％ 供用済延長 ８．０km

計画交通量 ２３，７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．５ 78/483 億円 233/1,211 億円 平成２５年

事 業 費： 41/415億円 走行時間短縮便益：213/1,081億円

(残事業) ３．０ 維持管理費： 37/67 億円 走行経費減少便益： 13/114 億円

交通事故減少便益：7.7/16 億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝2.0～2.9(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝2.3～4.1(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝2.5～2.5(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.8～3.2(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝2.5～2.5(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝3.0～3.0(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

②国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

③個性ある地域の形成

・主要な観光地（杉原千畝記念館等）へのアクセス向上が期待される。

④災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。

⑤地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑥生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

知事の意見：

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

・なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底した縮減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・可児御嵩バイパスは２車線区間に２万台／日を超過。渋滞損失時間は岐阜県平均を大きく超過。

・可児御嵩バイパスには死傷事故率が岐阜県平均を大きく超過する区間存在。

・可児御嵩バイパス沿線には地域振興拠点（観光施設等）が立地しており、年間約５０万人の方が利用。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は８７％、用地取得率は１００％。（平成２７年度末）

・全線８．０ｋｍにおいて、暫定２車線供用済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・可児郡御嵩町井尻～可児市中恵土（延長８．０ｋｍ）については、周辺道路の整備状況等を踏まえ、整

備を実施。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 地域高規格道路 岐阜南部横断ハイウェイ 事業 事業 国土交通省
ぎ ふ な ん ぶ お う だ ん

一般国道２１号 岐大バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
ぎ だ い

起終点 自： 岐阜県岐阜市東中島 延長
ぎ ふ ぎ ふ ひがしなかじま

至： 岐阜県大垣市長松町 ２３．９km
ぎ ふ おおがき ながまつちよう

事業概要

一般国道２１号岐大バイパスは、岐阜県岐阜市東中島から岐阜県大垣市長松町に至る延長２３．９kmの

バイパス拡幅及び立体化事業であり、地域高規格道路「岐阜南部横断ハイウェイ」の一部を構成し、交通

渋滞の解消や交通安全の確保を目的に計画された道路です。

岐大バイパスには、主要渋滞箇所（3区間（13箇所）及び単独3箇所）や事故多発箇所（ワースト１０位

内７箇所）の存在などの課題があり、本事業は、課題解決のために拡幅整備等を行うことで、交通渋滞の

緩和、交通安全の確保、西濃地域の産業支援等の効果を見込んでいます。

Ｓ３５年度事業化 Ｓ３６年度、Ｓ４５年度 Ｓ３６年度用地着手 Ｓ３９年度工事着手

都市計画決定

（Ｓ４９年度、Ｓ５５年

度、Ｓ５８年度、Ｈ元年

度変更）

全体事業費 １，１００億円 事業進捗率 ４６％ 供用済延長 ５．５km

計画交通量 ５４，０００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．３ 450/1,293億円 905/1,717億円 平成２５年

事 業 費：400/1,229億円 走行時間短縮便益：721/1,410億円

(残事業) ２．０ 維持管理費： 50/ 64億円 走行経費減少便益：125/ 218億円

交通事故減少便益： 59/ 90億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.0～1.6(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝1.6～2.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.3～1.4(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝1.8～2.2(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.2～1.5(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝1.8～2.3(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

②国土・地域ネットワークの構築

・地域高規格道路「岐阜南部横断ハイウェイ」の一部として位置付けられている。

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

③個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクトを支援する。

④安全な生活環境の確保

・現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の

設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる。

⑤災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

⑥地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。



⑦生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・岐大バイパスは、各務原市・大垣市等の沿線地域の産業集積圏を結ぶ地域連携軸として、十分な機能を

発揮することが期待されており、岐阜市をはじめとした関係市町の首長で構成される国道２１号・２２

号および岐阜南部横断ハイウェイ整備促進期成同盟会より早期整備の要望（平成２８年７月２８日）を

受けている。

知事の意見：

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

・なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底した縮減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・岐大バイパスには、主要渋滞箇所が３区間（１３箇所）及び単独３箇所、計１６箇所ある。

・上り線のピーク時旅行速度は、茜部本郷交差点を先頭に穂積中原交差点まで２０ｋｍ/ｈを下回る。

・下り線のピーク時旅行速度は、茜部本郷交差点を先頭に岐南インターまで２０ｋｍ/ｈを下回る。

・岐大バイパスには、岐阜県内の事故多発箇所ワースト１０が７箇所存在しており、事故危険区間も連続

している。

・岐大バイパスにおける死傷事故の７割は渋滞が原因と考えられる追突事故で、岐阜県内の直轄国道より

高い傾向にある。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は４６％、用地進捗率は１００％。（平成２７年度末）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・今後、周辺道路の整備状況や関係機関との調整状況を踏まえつつ、立体化区間の工事着手を検討する。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

岐大バイパス

岐阜県



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１５６号 岐阜東バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
ぎふひがし

起終点 自： 岐阜県羽島郡岐南町八剣 延長
ぎ ふ は し まぐんぎ な んちようやつるぎ

至： 岐阜県関市山田 １３．４km
ぎ ふ せき や ま だ

事業概要

一般国道１５６号岐阜東バイパスは、岐阜県羽島郡岐南町八剣から岐阜県関市山田に至る延長１３．４

kmのバイパスであり、岐阜の市街部を迂回する岐阜環状線の一部を構成し、交通渋滞の解消や交通安全の

確保を目的に計画された道路です。

残る区間の並行する現道等には、主要渋滞箇所（５箇所）や事故危険区間（８区間）の存在などの課題

があり、本事業は、課題解決のために別線バイパスを整備することで、交通渋滞の緩和、交通安全の確保、

地域経済の活性化等の効果を見込んでいます。

Ｓ４６年度事業化 Ｓ４９年度（１工区）、 Ｓ４８年度（１工区）、 Ｓ４９年度（１工区）、

Ｓ５５年度（２工区）、 Ｓ５７年度（２工区）、 Ｓ６１年度（２工区）、

Ｈ６年度（３工区） Ｈ１３年度（３工区） Ｈ２０年度（３工区）

都市計画決定 用地着手 工事着手

全体事業費 ９５０億円 事業進捗率 ５８％ 供用済延長 ９．０km

計画交通量 ４０，７００ 台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．０ 286/1,527億円 1,032/3,077億円 平成２５年

事 業 費：251/1,455億円 走行時間短縮便益：919/2,814億円

(残事業) ３．６ 維持管理費： 35/ 73億円 走行経費減少便益： 89/ 234億円

交通事故減少便益： 25/ 30億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.7～2.3(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝3.0～4.2(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝2.0～2.0(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝3.3～4.0(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.8～2.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝3.2～4.0(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

・特急停車駅（JR岐阜駅）へのアクセス向上が見込まれる。

②国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

③個性ある地域の形成

・主要な観光地（伊奈波神社等）へのアクセス向上が期待される。

④安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（岐阜県総合医療センター）へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

⑥地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・岐阜東バイパスは、岐阜市北東部から関市西部にかけての交通渋滞の緩和や、健全な地域開発などの支

援を担う道路として期待されており、岐阜市・関市の首長で構成される一般国道１５６号岐阜東バイパ

ス第３工区整備促進期成同盟会より早期整備の意見（平成２８年８月１７日）を受けている。

知事の意見：

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

・なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底した縮減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・岐阜東バイパスの部分開通（平成２５年１０月）後、並行現道の交通量は約４割減少、混雑度が１．４

１から０．９０に低下したが、未開通区間の並行現道では交通量の変化はなく、混雑度が１．０を超過

（１．２６）。

・岐阜東バイパスの部分開通（平成２５年１０月）後、並行現道の死傷事故件数は約５割減少したが、未

開通区間の並行現道には事故危険区間が６箇所存在し、死傷事故発生件数は年間２８件発生している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は５８％、用地進捗率は７７％。（平成２７年度末）

・岐阜市日野南～岐阜市岩田西間（延長２．３ｋｍ）は、平成２５年１０月に２車線開通済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・岐阜市岩田西～関市山田間（延長４．４ｋｍ）は、早期開通に向けて用地買収を推進する。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

岐阜東バイパス

岐阜県



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１５８号 中部縦貫自動車道 事業 一般国道 事業 国土交通省
ちゅうぶじゅうかん

高山清見道路 区分 主体 中部地方整備局
たかやまきよみ

起終点 自：岐阜県高山市清見町夏厩 延長
ぎ ふ たかやま きよみちょうなつまや

至：岐阜県高山市丹生川町坊方 ２４．７km
ぎ ふ たかやま にゅうかわちょうぼうかた

事業概要

一般国道１５８号中部縦貫自動車道は、福井県福井市を起点とし、岐阜県高山市の主要都市を経て、長

野県松本市に至る延長約１６０ｋｍの高規格幹線道路です。

本事業の一般国道１５８号中部縦貫自動車道高山清見道路は、岐阜県高山市清見町夏厩から岐阜県高山

市丹生川町坊方に至る延長約２４．７ｋｍの道路であり、高速アクセス性の向上(観光の周遊性向上)、交

通渋滞の緩和・救急医療活動の支援を目的に計画された道路です。

Ｈ４年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ６年度用地着手 Ｈ８年度工事着手

全体事業費 ２，２０３億円 事業進捗率 ５０％ 供用済延長 １５．２km

計画交通量 １２，３００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．４ 903/2,233億円 1,050/3,092億円 平成２５年

事業費：822/2,116億円 走行時間短縮便益：830/2,386億円

(残事業) １．２ 維持管理費：81/117億円 走行経費減少便益：182/601億円

交通事故減少便益：38/105億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.3～1.5(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝1.1～1.3(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.3～1.5(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝1.1～1.3(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.1～1.6(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝1.1～1.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（濃飛バス等）が存在する。

・第一種空港（中部国際空港）、第三種空港（富山空港・松本空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾（名古屋港）へのアクセス向上が見込まれる。

③国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

④個性ある地域の形成

・IC等からのアクセスが向上する主要な観光地（高山市古い町並み等）が存在する。

⑤安全で安心できるくらしの確保

・第三次医療施設（高山赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え

・緊急輸送道路として位置づけられている。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑦地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

知事の意見：

対応方針（原案）について異存ありません。

なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底した縮減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・高山清見道路は、休日交通量が経年的に増加傾向で主に距離の長い交通が利用。

・高山市街地の国道１５８号は主要渋滞箇所が３箇所存在し、観光期には慢性的な渋滞発生。

・高齢化社会の進展により、救急搬送人員が増加。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は５０％、用地取得率は９８％（平成２７年度末）。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・高山市上切町から高山市丹生川町坊方（延長９．５ｋｍ）は、早期開通に向けて用地買収及び工事を推

進。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道２５８号 大桑道路 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
だいそう

起終点 自：岐阜県大垣市楽田町 延長
ぎ ふ お お が き が く で ん ち ょ う

至：三重県桑名市大字小貝須字柳原 ４１．６km
み え く わ な お お あ ざ こ が い す あ ざ や な ぎ は ら

事業概要

一般国道２５８号大桑道路は、岐阜県大垣市楽田町から三重県桑名市大字小貝須字柳原に至る延長４１．

６ｋｍの道路であり、国道２５８号周辺及び西濃・滋賀方向から名古屋港・四日市港への物流軸を担う道

路です。

暫定２車線区間には、事故危険箇所（４箇所）などの課題があり、本事業は、課題解決のために引き続

き４車線化整備をすることで、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、沿線地域の生活支援等の効果を見込

んでいます。

Ｓ４０年度事業化 Ｓ４０年度、Ｓ４３年度 Ｓ４０年度用地着手 Ｓ４０年度工事着手

Ｓ５３年度都市計画決定

（Ｈ８年度変更）

全体事業費 ３１０億円 事業進捗率 ８７％ 供用済延長 ２８．９km

計画交通量 ２６，５００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．３ ９４/７６３億円 ４６４/１，７５１億円 平成２５年

事 業 費：38/608億円 走行時間短縮便益：442/1,689億円

(残事業) ４．９ 維持管理費：56/155億円 走行経費減少便益：9.6/ 30億円

交通事故減少便益： 12/ 31億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.4～3.7(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝4.8～6.3(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝2.1～2.5 (事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝4.8～5.2 (事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝2.1～2.4 (事業期間±20%) 事業期間：B/C＝4.8～5.0 (事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・特急停車駅（桑名駅）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾（四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。

③国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

④個性ある地域の形成

・地域連携プロジェクトを支援する。

・主要な観光地（長島リゾート等）へのアクセス向上が期待される。

⑤安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（大垣市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

⑦地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・桑名市など地元商工会、観光協会などで構成される「桑名地域の幹線道路整備を進める会」より早期整

備の要望を受けている。

・「中部圏開発整備法」（昭和４１年７月）に基づき、中部圏の開発整備に地元の総意を反映させる仕組

みとして、昭和４１年１１月に設置された「中部圏開発整備地方協議会」（９県（関係県：富山、石川、

福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀県）３市（関係指定都市：名古屋、静岡市、浜松市）より

構成）より早期整備の要望を受けている。

知事の意見：

【岐阜県】対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

なお、事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底した縮減をお願いします。

【三重県】対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

本事業は、交通渋滞の緩和や地域経済の発展に寄与する重要な事業であり、昨年度、三重県内

の４車線化は、完了していただきました。今後も引き続き暫定２車線の早期全線４車線化に向

けた事業の推進をお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・柚井～下野代（延長３．２ｋｍ）の４車線化により、柚井交差点では最大９４０ｍあった渋滞が解消。

・岐阜県は石油の９割を三重県から搬入しており、国道２５８号が西濃地域への唯一のルート。

・国道２５８号の暫定２車線区間には事故危険区間が４箇所あり、事故による渋滞が石油の輸送効率に影

響している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は８７％、用地進捗率は９９％。（平成２７年度末）

・平成２６年度に香取～下野代間（延長１．３ｋｍ）が完成、平成２７年度に柚井～香取間（延長１．０

ｋｍ）が完成。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・養老郡養老町大巻から桑名市多度町由井（延長１１．８ｋｍ）は関係機関との調整を踏まえ整備を実施。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



 

 

再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 

                                担 当 課：道路局 国道・防災課 
                                担当課長名：川﨑 茂信      

事業名   

 一般国道１号 
ささはらやまなか

E笹原山中E Aバイパス 

事業 

区分 

  

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点   自：静岡県 A E三 E

み

AA E島 E

しま

AA E市 E

し

AAE山 E

やま

AA E中 E

なか

AA E新 E

しん

AA E田 E

でん

 

  至：静岡県 A E三 E

み

AA E島 E

しま

AA E市 E

し

AAE笹 E

ささ

AA E原 E

はら

AA E新 E

しん

AA E田 E

でん

 

延長  

４．３km 
事業概要  
 一般国道１号は、東京都中央区を起点とし、静岡県静岡市及び愛知県名古屋市等の主要都市を経て大阪
府大阪市に至る我が国の東西交通を担う延長約620kmの主要幹線道路です。 
 本事業の笹原山中バイパスは、静岡県三島市山中新田から、同市笹原新田に至る延長4.3kmのバイパスで
あり、走行環境の改善、交通事故の削減や沿道環境の改善を主な目的として事業を推進しています。 

Ｓ６３年度事業化 － Ｈ３年度用地着手 Ｈ５年度工事着手 
全体事業費 １７４億円 事業進捗率 ６４％ 供用済延長 １．６km 
計画交通量   １０，０００台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体)  １．３ 
 
(残事業)   １．５  

    58/226億円 
 事 業 費： 45/204億円 
 維持管理費： 14/ 22億円 

    90/285億円 
 走行時間短縮便益： 80/247億円 
 走行経費減少便益： 8.2/34億円 
 交通事故減少便益： 1.9/4.4億円 

 平成２８年 

感度分析の結果  
（事業全体）交通量 ：B/C=1.1～1.4(交通量±10%) （残事業）交通量  ：B/C=1.04～2.2(交通量±10%) 
       事業費 ：B/C=1.1～1.4(事業費±10%)            事業費  ：B/C=1.4～1.7(事業費±10%) 
       事業期間：B/C=1.02～1.4(事業期間±20%)       事業期間：B/C=1.5～1.6(事業期間±20%) 

事業の効果等   
①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・利便性の向上が期待できるバス路線(東海バス)が存在する。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する。 
③個性ある地域の形成 
・主要観光地(伊豆地域、箱根地域)へのアクセス向上が期待される。 
④災害への備え 
・第一次緊急輸送路として位置づけられている。 
・緊急輸送路の代替路線を形成する。 
⑤地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑥生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見  
県知事の意見： 
・本事業は、県内の東西交通を担う国道１号の三島市山中新田から同市笹原新田までの区間におけるバイ
パス道路を整備することにより、大型車両の速度低下や線形不良による交通事故の多発、通過交通等によ
る夜間騒音といった現道の課題解決を図るとともに、交通アクセスの向上による観光振興や地域経済の活
性化といったストック効果が期待されるなど、当該地域の発展と安心・安全に寄与する重要な事業です。 
・引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せてお
願いします。 
・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 
 
 



 

 

事業評価監視委員会の意見  
・「事業継続」することは「妥当」である。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・笹原山中バイパス現道部は、急勾配・急カーブが連続し、登坂車線がないため速度の遅い大型車により 
円滑な走行を阻害されている。 
・道路線形不良箇所（曲線半径６０ｍ未満）が２０箇所あり、年間約１１．８件の交通事故が発生。 
・山中新田の集落では通過交通や大型車による騒音レベルが高く、夜間においては環境基準を超過。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗率は８４％、用地取得率は１００％。（平成２７年度末） 
 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・三島市山中新田～三島市笹原新田（延長２．７ｋｍ）については、平成３０年度の開通を目指し、工事
を推進。 
施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。  

対応方針 事業継続 
対応方針決定の理由  
  以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 
事業概要図  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 

                                担 当 課：道路局 国道・防災課 
                                担当課長名：川﨑 茂信      

事業名 一般国道１号 
いずじゅうかんじどうしゃどう

伊豆縦貫自動車道 

  
ひがしするがわんかんじょうどうろ

E東駿河湾環状道路 E 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 自：静岡県
ぬ ま づ

沼津市
おかのみや

岡宮    

至：静岡県
た が た

田方郡
かんなみ

函南町
ひ ら い

平井 

延長  

１５．０ｋｍ 
事業概要  
 伊豆縦貫自動車道は静岡県沼津市岡宮を起点とし、伊豆の国市、伊豆市等の主要都市を経て下田市に至
る延長約６０ｋｍの高規格幹線道路です。 
 本事業の一般国道１号東駿河湾環状道路は、沼津市岡宮を起点とし、田方郡函南町平井に至る延長１５
．０ｋｍの道路であり、交通渋滞の緩和、交通事故の削減、観光支援の３点を主な目的として事業を推進
しています。 

Ｓ６３年度事業化 Ｓ６２年度、Ｈ  ７年度 
都市計画決定 

Ｈ 元年度用地着手  Ｈ ７年度工事着手 

全体事業費 ２，５２０億円 事業進捗率 約９２％ 供用済延長 １３．１ｋｍ 
計画交通量  ３６，２００台／日 
費用対効果 
分析結果 
 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 
     １．５ 
(残事業) 
    ８．４ 

   208/3,601億円 
 事 業 費：170/3,491億円 
 維持管理費：38/110億円 

     1,756/5,462億円 
 走行時間短縮便益：1,462/4,823億円 
 走行費用減少便益： 220/483億円 
 交通事故減少便益：  74/156億円 

 平成２８年 

感度分析の結果   
（事業全体）交通量 ：B/C=1.5～1.5(交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C=8.3～8.6(交通量±10%) 
       事業費 ：B/C=1.4～1.7(事業費±10%)        事業費  ：B/C=7.8～9.2(事業費±10%) 
       事業期間：B/C=1.4～1.7(事業期間±20%)      事業期間：B/C=8.1～8.7(事業期間±20%) 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・並行区間等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
・利便性の向上が期待できるバス路線(東海バス、伊豆箱根バス）が存在する。 
・新幹線駅（ＪＲ三島駅）へのアクセス向上が見込まれる。 
②都市の再生 
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり。 
③国土・地域ネットワークの構築 
・当該路線が新たに拠点都市間（沼津市、三島市）を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する。 
・日常活動圏中心都市（沼津市、三島市 沼津ＩＣ～伊豆市）へのアクセス向上が見込まれる。 
④個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト、（富士山麓先端健康産業集積（ファルマバレー）構想）を支援する。 
・主要な観光地（伊豆地域）へのアクセス向上が期待される。 
⑤安全な生活環境の確保 
・並行区間等に死傷事故率が５００件／億台キロ以上である区間【国道1号（塚原新田交差点、谷田交差点
等）】において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向
上が期待できる。 

⑥災害への備え 
・第一次緊急輸送路として位置付けられている。 
⑦地球環境の保全 
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 
⑧生活環境の改善・保全 
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 
 
 
 
 



 

 

関係する地方公共団体等の意見  
県知事の意見： 
・伊豆縦貫自動車道は、伊豆地域の主要産業である観光業や農林水産業の振興を始め、移住・定住や新た
な企業立地の促進など、様々なストック効果を生み出すとともに、南海トラフ巨大地震の発生時には「命
の道」となることから、早期の全線開通が求められています。 
・本事業は、伊豆地域へ流入する観光・物流などの広域交通と生活交通などの混在を解消し、沼津・三島
都市圏の渋滞を緩和するとともに、大規模災害発生時の緊急輸送路の機能強化を図るものであり、当該地
域はもとより伊豆地域全体の発展と住民の安全・安心確保に寄与する重要な事業です。 
・静岡県では、国や市町と一体になった伊豆半島全体の道路ネットワークの構築に取り組んでおりますの
で、引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう、併せ
てお願いします。 
・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
・「事業継続」することは「妥当」である。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・伊豆半島の玄関口にある主要観光施設では、入り込み客数が増加していますが、伊豆半島の中・南部で
は横ばい、もしくは減少傾向。  
・伊豆の国市の「韮山反射炉」が平成２７年７月に世界遺産登録され、観光交流客数が平成２６年度の約
７倍に増加。 
・伊豆市の「伊豆ベロドローム」において、２０２０年東京オリンピック、パラリンピックの競技開催が
決定。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗率は約９２%、用地取得率は約８８%に至っている。 （平成２７年度末） 
・（参考）前回評価時：事業進捗率は約８９%、用地取得率は約８８% 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・大場・函南IC～函南IC（仮称）間(延長１．９km)は、周辺道路の整備状況や関係機関との調整状況を踏
まえつつ、整備を実施。 
施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 

対応方針 事業継続    
対応方針決定の理由  
・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 
事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省

一般国道１号富士由比バイパス 区分 主体 中部地方整備局
ふ じ ゆ い

起終点 自：静岡県富士市今井 延長
し ず お か ふ じ い ま い

至：静岡県静岡市清水区興津東町 ２１．４km
し ず お か し ず お か し み ず お き つ あ ず ま ち ょ う

事業概要

一般国道１号富士由比バイパスは、静岡県富士市今井から静岡市清水区興津東町に至る延長２１．４km

のバイパスであり、交通渋滞の緩和や交通安全の確保を目的に計画された道路です。

平成１４年度末迄に全線４車線にて開通済みであり、富士市・静岡市の交通渋滞の緩和に寄与してきま

した。

現在の平面区間には、主要渋滞箇所（１区間（４箇所））や、事故危険区間（２箇所）などの課題があ

り、本事業は、課題箇所の立体化を実施することで、約４～５分の時間短縮（朝夕ピーク時）等の効果を

見込んでいます。

Ｓ３７年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｓ３８年度用地着手 Ｓ３８年度工事着手

（Ｈ４年度変更）

全体事業費 ４４５億円 事業進捗率 ４５％ 供用済延長 １７．５km

計画交通量 ５１,５００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．６ 200/878 億円 452/1,364 億円 平成２５年

事 業 費：168/801億円 走行時間短縮便益：345/1,243億円

(残事業) ２．３ 維持管理費： 32/ 77億円 走行経費減少便益： 54/ 67億円

交通事故減少便益： 53/ 54億円

感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C＝1.4～1.7(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝2.0～2.5(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.5～1.6(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.1～2.5(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.4～1.7(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.1～2.4(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

②物流効率化の支援

・重要港湾（田子の浦港）へのアクセス向上が見込まれる。

・農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる。

③国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

④個性ある地域の形成

・主要な観光地（富士山）へのアクセス向上が期待される。

⑤災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑥地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

知事の意見：

・本事業は、主要渋滞箇所や事故危険区間の解消などの課題がある富士市内平面区間を立体化することに

より、朝夕ピーク時を中心とした慢性的な交通渋滞の緩和や交通死傷事故の発生件数の削減を図るとと

もに、物流の効率化による産業活動の支援といったストック効果が期待されるなど、当該地域の発展と

安全・安心に寄与する重要な事業です。

・引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せてお

願いします。

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・富士市内の平面区間は、地域の主要渋滞箇所（区間）となっており、朝夕ピーク時を中心に速度低下が

著しく、慢性的な交通渋滞が発生。

・富士由比バイパスの死傷事故件数は、富士市内の平面区間で多くなっており、同区間においては静岡県

事故ゼロプラン（平成２３年度）で指定された事故危険区間が２箇所存在。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は４５％、用地進捗率は９２％。

・富士由比バイパスは、現在、一部の平面区間を含め全線４車線開通済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・富士市内の平面区間（延長３．９km）の立体化については、周辺道路の整備状況等を踏まえ整備を実施。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

富士由比バイパス

静岡県

国道１号



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１号 島田金谷バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
し ま だ か な や

起終点 自：静岡県島田市野田 延長
しずおか しま だ の だ

至：静岡県掛川市佐夜鹿 １０．４km
しずおか かけがわ さ よ しか

事業概要
一般国道１号島田金谷バイパスは、静岡県島田市野田から掛川市佐夜鹿へ至る主要幹線道路である。当

該区間は、暫定２車線で供用されており、本事業は島田金谷バイパスを４車線化し、交通容量の拡大を図
る延長約１０．４kmの事業である。

Ｈ２４年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手
全体事業費 約２４０億円 事業進捗率 ６％ 供用済延長 ０km

計画交通量 約５８，８００台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (事業全体) 総便益 (事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) ５．６ 228億円 1,289億円 平成２３年

事 業 費：182億円 走行時間短縮便益:1,200億円
維持管理費： 46億円 走行経費減少便益： 56億円

交通事故減少便益： 34億円
感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝5.1～6.2 (交通量 ±10%)
事業費 ：B/C＝5.2～6.1 (事業費 ±10%)
事業期間：B/C＝5.5～5.9 (事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・現道等の旅行速度が改善される。
・新幹線駅（掛川駅）へのアクセス向上が見込まれる。

・空港(富士山静岡空港)へのアクセス向上が見込まれる。
②物流効率化の支援

・港湾（清水港）へのアクセス向上が見込まれる。
③個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクトの支援が期待される。
④安全で安心できる暮らしの確保
・三次医療施設（静岡赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え
・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
⑥地球環境の保全

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。
⑦生活環境の改善・保全
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。
⑧他のプロジェクトとの関係

・道路の整備に関するプログラムまたは都市計画道路整備プログラムに位置づけられている。
関係する地方公共団体等の意見

県知事の意見：
本事業は、県内の東西交通を担う国道１号において、朝夕に慢性的な交通渋滞が発生している島田市野

田から掛川市佐夜鹿までの間の４車線化により、島田市街地と大井川渡河部の交通混雑の緩和や、沿線地

域における物流の効率化を図るものであり、本県にとって重要な事業です。
引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せてお

願いします。
また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。



事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・島田金谷バイパスは、依然として道路構成が２車線であることから、大井川渡河部を中心に、朝夕のピ

ーク時間帯を中心に激しい渋滞が発生。

・島田市は全国でも有数の製茶の産出地域であり、近年、緑茶の海外への輸出が増加傾向にある中で、生

産拠点や製茶工場などが島田金谷バイパス沿線に立地しており、島田金谷バイパスの４車線化に伴う地域

全体の道路網の円滑化が、緑茶の海外輸出の物流活動に大いに貢献。

・金谷御前崎連絡道路が菊川ＩＣに接続予定。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は６％、用地取得率は３５％（平成２８年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・平成２４年度より４車線化に着手しており、現在、早期開通に向けて用地買収及び工事を推進。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１３９号富士改良 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
ふ じ か い り ょ う

起終点 自：静岡県富士市鮫島 延長
し ず お か ふ じ さ め じ ま

至：静岡県富士市青島 １．６km
し ず お か ふ じ あ お し ま

事業概要

一般国道１３９号富士改良は、静岡県富士市鮫島から同市青島に至る延長１．６kmの道路であり、富士

市内の南北軸を形成する国道１３９号を国道１号と接続させることで、交通渋滞の緩和や交通安全の確保、

物流効率化の支援を目的に計画された道路です。

平成２４年度末迄に国道１号～（都）前田宮下線間（Ｌ＝０．１km）、平成２７年度末迄に（都）津田

蓼原線～（県）富士由比線間（L=０．７ｋｍ）が開通済みであり、田子の浦港へのアクセス向上に寄与し

てきました。

富士改良の部分開通が進められてきたものの、並行道路には主要渋滞箇所の存在や（６区間及び単独１

交差点）、死傷事故の多発（死傷事故件数：４５４件／４年）などの多くの課題があり、本事業は、東海

道新幹線と東海道本線を立体で交差するバイパスを整備することにより、並行する（都）田子浦伝法線の

渋滞損失時間を約３割削減する等の効果を見込んでいます。

Ｈ５年度事業化 Ｈ４年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手

（Ｈ－年度変更）

全体事業費 １２５億円 事業進捗率 ６３％ 供用済延長 ０．８km

計画交通量 ２０,９００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．５ 59/132 億円 143/195 億円 平成２５年

事 業 費：50/122 億円 走行時間短縮便益：137/183億円

(残事業) ２．４ 維持管理費：9.3/10 億円 走行経費減少便益：5.2/ 11億円

交通事故減少便益：0.6/1.1億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C＝1.3～1.6(交通量 ±10%)【残事業】交通量 ：B/C＝2.2～2.7(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.4～1.5(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.2～2.7(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.4～1.6(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.3～2.5(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

・現道等に当該路線の整備により、利便性の向上が期待できるバス路線（富士市バス等）が存在する。

・新幹線駅（新富士駅）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・重要港湾（田子の浦港）へのアクセス向上が見込まれる。

・現道等における総重量25t車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する。

③個性ある地域の形成

・主要な観光地（富士山）へのアクセス向上が期待される。

④災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

⑤地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑥生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：
・富士市より、早期整備の要望を受けている。
知事の意見：
・本事業は富士市内の南北軸を形成する国道１３９号と国道１号を接続させることで、並行する国道１
３９号現道や（都）田子浦伝法線の交通渋滞の解消と交通安全の確保を図るとともに、重要港湾である
田子の浦港や富士市・富士宮市との交通アクセスの向上により物流の効率化が期待されるなど、当該地
域の発展と安全・安心に寄与する重要な事業です。

・引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せてお
願いします。

・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。
事業評価監視委員会の意見
・「事業継続」することは「妥当」である。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・富士改良区間と並行する国道１３９号現道は、国道１号富士東ＩＣで接続されているが、平面２車線構

造であり信号交差点が多く、主要渋滞箇所となっている鉄道踏切が存在。富士市街地から国道１号との
現道アクセスは距離が長く、アクセス性が悪い状況。

・富士改良区間と並行する（都）田子浦伝法線は富士市街部の南北路線で唯一の４車線道路であり、朝ピ
ーク時を中心に速度低下が著しく、慢性的な交通渋滞が発生。

・富士改良区間と並行する（都）田子浦伝法線と国道１３９号現道では、４年間で４５４件もの死傷事故
が発生。

・田子の浦港は富士市南部に位置する重要港湾であり、静岡県内では清水港に次ぐ取扱貨物量を誇る。
・田子の浦港の発集ＯＤのうち約７割が富士市方面であることから、田子の浦港は富士市・富士宮市方面

との結びつきが強い。
事業の進捗状況、残事業の内容等
・事業進捗率は６３％、用地進捗率は８２％。
・平成２０年度に国道１号～（都）前田宮下線間（Ｌ＝０．１ｋｍ）開通済み。
・平成２７年度に（都）津田蓼原線～（県）富士由比線間（Ｌ＝０．７ｋｎ）開通済み。
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・（都）前田宮下線から（都）津田蓼原線間（Ｌ＝０．８ｋｍ）について、早期開通に向けて用地買収を

推進。
施設の構造や工法の変更等
・技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。
対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないこと がある。

静岡県

一般国道１３９号
富士改良



 

 

再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 

                                担 当 課：道路局 国道・防災課 
                                担当課長名：川﨑 茂信      

事業名 一般国道４１４号 
いずじゅうかん

E伊豆縦貫 E A自動車道 A

か わ づ し も だ

E河津下田 E A道路（Ⅰ期） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 自：静岡県
し も だ し

下田市
みつくり

箕作  

至：静岡県
し も だ し

下田市
ろくちょうめ

六丁目 

延長  

５．７ｋｍ 
事業概要  
 伊豆縦貫自動車道は静岡県沼津市岡宮を起点とし、伊豆の国市、伊豆市等の主要都市を経て下田市へ至る延
長約６０ｋｍの高規格幹線道路です。 
 本事業の一般国道４１４号河津下田道路（Ⅰ期）は、下田市箕作を起点とし、下田市六丁目に至る延長 
５．７ｋｍの道路であり、交通渋滞の緩和、救急医療への貢献、緊急輸送道路の機能強化の３点を主な目的と
して事業を推進しています。 

Ｈ１０年度事業化 Ｈ２６年度都市計画決定 用地未着手  工事未着手 

全体事業費 ２６０億円 事業進捗率 約１２％ 供用済延長 ０ｋｍ 
計画交通量  ９，９００台／日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 
     １．７ 
(残事業) 
     ２．１ 

     193/237億円 
 事 業 費：176/220億円 
 維持管理費： 17/ 17億円 

     405/405億円 
 走行時間短縮便益：322/322億円 
 走行経費減少便益： 60/ 60億円 
 交通事故減少便益： 23/ 23億円 

 平成２８年 

感度分析の結果   
（事業全体）交通量 ：B/C=1.6～1.8(交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C=2.0～2.2(交通量±10%) 
       事業費 ：B/C=1.6～1.9(事業費±10%)        事業費  ：B/C=1.9～2.3(事業費±10%) 
       事業期間：B/C=1.3～2.1(事業期間±20%)      事業期間：B/C=1.9～2.3(事業期間±20%) 

事業の効果等  
①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路

線が期待できる 

②都市の再生 

・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携がある。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路の代替路線を形成する。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。  

 

 

 

 



 

 

関係する地方公共団体等の意見  
県知事の意見： 
・伊豆縦貫自動車道は、伊豆地域の主要産業である観光業や農林水産業の振興を始め、移住・定住や新
たな企業立地の促進など、様々なストック効果を生み出すとともに、南海トラフ巨大地震の発生時には
「命の道」となることから、早期の全線開通が求められています。 
・本事業は南伊豆地域における観光交通の集中による渋滞を緩和するとともに、緊急輸送路としての機
能確保、医療施設への救急搬送時間の短縮などを図るものであり、当該地域はもとより伊豆地域全体の
発展と住民の安全・安心確保に寄与する重要な事業です。 
・静岡県では、国や市町と一体となった伊豆半島全体の道路ネットワークの構築に取り組んでおりますの
で、引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せて
お願いします。 
・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
・「事業継続」することは「妥当」である。 
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・夏期観光期には観光客が増え、主要渋滞箇所である中島橋交差点等で顕著な渋滞が発生。（中島橋交差
点；最大渋滞長２．７ｋｍ） 
・下田市には、第二次救急医療施設へ１５分以内で到達できていない地区が存在。 
・国道４１４号は浸水が想定されており、地域唯一の広域防災拠点への物資搬入や防災拠点から各市町へ
の物資搬送が懸念。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗率は約１２％ 、用地取得率は０％となっている。（平成２７年度末） 
・下田北ＩＣ（仮称）～下田ＩＣ（仮称）間 （延長５．７ｋｍ）は、都市計画決定・環境影響評価手続き
完了。 
・（参考）前回評価時： 事業進捗率は約９％、用地取得率は０％ 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・下田市箕作から下田市六丁目（延長５．７ｋｍ）は、早期開通に向けて今年度から用地買収に着手。 
施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 
対応方針 事業継続    
対応方針決定の理由  
・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。   
事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



 

 

再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 

                                担 当 課：道路局 国道・防災課 
                                担当課長名：川﨑 茂信           

事業名 一般国道４１４号 
い ず

E伊豆 E A縦貫自動車道 A

か わ づ し も だ

E河津下田 E A道路（Ⅱ期） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 
起終点 自：静岡県

かわづちょう

河津町
なしもと

梨本  

至：静岡県
し も だ し

下田市
みつくり

箕作 

延長  

６．８ｋｍ 

事業概要  

 伊豆縦貫自動車道は静岡県沼津市岡宮を起点とし、伊豆の国市、伊豆市等の主要都市を経て下田市へ至る延

長約６０ｋｍの高規格幹線道路です。 

 本事業の一般国道４１４号河津下田道路（Ⅱ期）は、河津町梨本を起点とし、下田市箕作に至る延長６．８

ｋｍの道路であり、観光支援、救急医療への貢献、緊急輸送道路の確保の３点を主な目的として事業を推進し

ています。 
Ｈ２４年度事業化       - Ｈ２５年度用地着手  Ｈ２６年度工事着手 

全体事業費 ３７５億円 事業進捗率 約１８％ 供用済延長 ０ｋｍ 

計画交通量   ９，４００台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  
(事業全体) 
     １．２ 
(残事業) 
     １．５ 

    262/341億円 
 事 業 費：240/318億円 
 維持管理費： 22/ 22億円 

 402/402億円 
 走行時間短縮便益：325/325億円 
 走行経費減少便益： 57/ 57億円 
 交通事故減少便益： 19/ 19億円 

 平成２８年 

感度分析の結果   

（事業全体）交通量 ：B/C=1.1～1.2(交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C=1.5～1.6(交通量±10%) 

       事業費 ：B/C=1.1～1.3(事業費±10%)        事業費  ：B/C=1.4～1.7(事業費±10%) 

       事業期間：B/C=1.1～1.3(事業期間±20%)      事業期間：B/C=1.4～1.7(事業期間±20%) 
事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路

線が期待できる 

②国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏中心都市（下田市～沼津市）へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・主要な観光地（下田市、南伊豆町などの南伊豆地域）へのアクセス向上が期待できる。 

④安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（順天堂大学医学部附属静岡病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤災害への備え 

・第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

・緊急輸送道路の代替路線を形成する。 

・並行区間等の特殊通行規制区間（夏季大型車通行規制区間）を解消する。 

⑥地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑦生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。  

 

 

 

 



 

 

関係する地方公共団体等の意見  
県知事の意見： 
・伊豆縦貫自動車道は、伊豆地域の主要産業である観光業や農林水産業の振興を始め、移住・定住や新た
な企業立地の促進など、様々なストック効果を生み出すとともに、南海トラフ巨大地震の発生時には「命
の道」となることから、早期の全線開通が求められています。 
・本事業は、南伊豆地域における国道４１４号の夏季大型車通行規制区間を解消し、観光交通の集中によ
る渋滞を緩和するとともに、緊急輸送路としての機能確保、医療施設への救急搬送時間の短縮などを図る
ものであり、当該地域はもとより伊豆地域全体の発展と住民の安全・安心確保に寄与する重要な事業です
。 
・静岡県では国や市町と一体となった伊豆半島全体の道路ネットワークの構築に取り組んでおりますので
、引き続き、早期の効果発現に向け事業を推進するとともに、更なるコスト縮減が図られるよう併せてお
願いします。 
・また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き本県と十分な調整をお願いします。 
事業評価監視委員会の意見  
・「事業継続」することは「妥当」である。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・伊豆半島の南部の国道４１４号には、夏季大型車通行規制区間や線形が著しく悪い区間が存在。 
・下田市には、第二次救急医療施設へ１５分以内で到達できていない地区が存在。 
・国道１３５号では、南海トラフ巨大地震による津波浸水区域を通過し、複数箇所で浸水が想定。 
・国道４１４号は、隘路や線形不良区間（夏季大型車規制区間）が存在し、災害時には緊急輸送道路とし
て機能は脆弱。 
事業の進捗状況、残事業の内容等  
・事業進捗率は約２０％ 、用地取得率は５９％ となっています。（平成２７年度末） 
・河津ＩＣ（仮称）～下田北ＩＣ（仮称）間（延長６．８ｋｍ）は、橋梁下部工事等を推進。 
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
・平成２６年度より工事に着手しており、早期開通にむけて用地買収及び工事を推進。 
施設の構造や工法の変更等  
・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。 
対応方針 事業継続    
対応方針決定の理由  
・以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。   
事業概要図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 一般国道１５３号 豊田西バイパス 事業 事業 国土交通省
と よ た に し

区分 一般国道 主体 中部地方整備局

起終点 自：愛知県名古屋市天白区天白町 延長
あ い ち な ご や て ん ぱ く て ん ぱ く ち ょ う

至：愛知県豊田市東新町 １３．３ｋｍ
あ い ち と よ た と う し ん ち ょ う

事業概要

一般国道１５３号豊田西バイパスは、愛知県名古屋市天白区天白町から愛知県豊田市東新町に至る延長

１３．３ｋｍのバイパスであり、現道１５３号の交通渋滞の緩和、交通安全の確保及び地域交通の利用促

進を目的に計画された道路です。

豊田西バイパスや並行する現道等には、主要渋滞箇所や死傷事故率の高い区間が多数存在するなどの課

題があります。

本事業は、こうした課題解決のためにバイパスを整備するものであり、交通渋滞の緩和、交通事故の削

減、地域連携の支援等の効果を見込んでいます。

昭和４２年度事業化 昭和４１、昭和４５、昭和 昭和４６年度用地着手 昭和４８年度工事着手

４７年度 都市計画決定

全体事業費 ３１６億円 事業進捗率 ８５％ 供用済延長 ０．０ｋｍ

（６車線化区間）

計画交通量 ７７，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 73/874億円 1,381/3,690億円 平成２５年

４．２ 事 業 費： 34/776億円 走行時間短縮便益：1,344/3,380億円

(残事業) 維持管理費： 40/ 98億円 走行費用減少便益： 32/262億円

１８．８ 交通事故減少便益： 5.1/ 47億円

感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 3.8～4.6 (交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C=16.9～20.7(交通量±10%)

事業費 ：B/C= 3.9～4.6 (事業費±10%) 事業費 ：B/C=18.0～19.7(事業費±10%)

事業期間：B/C= 3.0～5.7 (事業期間±20%) 事業期間：B/C=18.0～19.5(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス等）が存在する。

②都市の再生

・区画整理（日進赤池箕ノ手土地区画整理事業等）の沿道まちづくりとの連携あり。

③国土・地域ネットワークの構築

・当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。

④安全な生活環境の確保

・現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により、当

該区間の安全性の向上が期待できる。

⑤災害への備え

・第一次緊急輸送路として位置づけられる。

・緊急輸送道路である東名高速道路が通行止めになった場合の代替路線を形成する。

⑥地球環境の保全

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

・豊田市幹線道路整備促進協議会が早期整備を要望。

県知事の意見

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。

２ 豊田西バイパスは、豊田市中心部へ集中する交通を分散・迂回させる役割を果たす重要な道路である。

また、名古屋市と豊田市間を結ぶ国道１５３号現道の渋滞緩和と所要時間短縮による地域間の連携強化

を求める地元の期待も大きいことから、残る区間の早期整備をお願いしたい。

３ なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願

いしたい。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・豊田西バイパスでは朝夕の通勤時などに交通が集中し、地域の主要渋滞箇所として３区間・９箇所が指

定されており、交通混雑が著しい状況。

・豊田西バイパス及び並行する主要地方道・県道では死傷事故率の高い区間が多数存在。

・名古屋市と豊田市は地域間のつながりが強く、近年においても通勤流動は増加傾向にあり、名古屋都市

圏と近隣市町村との地域連携促進において道路整備が必要。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業の進捗率は８５％。用地取得率は１００％。（平成２７年度末）

・平成１８年度に全線暫定４車線供用済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・豊田市西新町から豊田市東新町間（延長１.０ｋｍ）は、平成２６年３月１６日に部分立体化が完成。

・残る、名古屋市天白区天白町から豊田市西新町（延長１２．３ｋｍ）については、周辺道路の整備状況

等を踏まえ整備を実施します。

施設の構造や工法の変更等

・今後、技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１５３号 豊田北バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
と よ た き た

起終点 自：愛知県豊田市逢妻町 延長
あ い ち と よ た あ い づ ま ち ょ う

至：愛知県豊田市扶桑町 ５．７ｋｍ
あ い ち と よ た ふ そ う ち ょ う

事業概要

一般国道１５３号豊田北バイパスは、愛知県豊田市逢妻町を起点とし、同市扶桑町に至る延長約５．７

ｋｍのバイパスであり、豊田外環状の一部を構成し、豊田市街地の交通渋滞の緩和、交通安全の確保及び

東海環状自動車道豊田勘八ＩＣへのアクセスの確保を目的に計画された道路です。

豊田市は自動車産業の集積地となっており、豊田市中心部や周辺路線には、主要渋滞箇所や、死傷事故

率の高い箇所が多数存在するなど多くの課題があり、本事業は、課題解決のために豊田北バイパスを整備

することで、交通渋滞の緩和や交通事故の削減、物流効率化の支援などの効果を見込んでいます。

平成１８・２０年度事業 昭和６０年度都市計画決定 平成２１年度用地着手 平成２５年度工事着手

化 （計画変更：平成２年度）

全体事業費 ３７６億円 事業進捗率 ３３％ 供用済延長 ０．０ｋｍ

計画交通量 ３２，７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 200/362億円 1,303/1,303億円 平成２８年

３．６ 事 業 費：169/331億円 走行時間短縮便益：1,202/1,202億円

(残事業) 維持管理費： 30/ 30億円 走行費用減少便益： 90/ 90億円

６．５ 交通事故減少便益： 11/ 11億円

感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 3.2 ～ 4.0 (交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C= 5.9 ～ 7.2 (交通量±10%)

事業費 ：B/C= 3.3 ～ 4.0 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 6.0 ～ 7.1 (事業費±10%)

事業期間：B/C= 3.4 ～ 3.8 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 6.2 ～ 6.8 (事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス等）が存在する。

②都市の再生

・区画整理（豊田市豊田平戸橋土地区画整理事業等）の沿道まちづくりとの連携あり。

③国土・地域ネットワークの構築

・地域高規格道路「衣浦豊田道路」の一部として、全区間が指定されている。

④個性ある地域の形成

・主要な観光地（香嵐渓等）へのアクセス向上が期待される。

⑤安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（豊田厚生病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え

・現道の架替の必要のある老朽橋梁（平戸橋）における通行規制等が解消される。

⑦地球環境の保全

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。

⑨他のプロジェクトとの関係

・関連する大規模道路（豊田南バイパス）と一体的に整備する必要がある。

・豊田市都市計画マスタープランにて、2環状8放射3名古屋連絡道路を担う路線として位置づけられ

ている。



関係する地方公共団体等の意見

豊田市幹線道路整備促進協議会が早期整備を要望。

６市から構成される衣浦豊田道路建設推進協議会が未開通区間の早期整備を要望。

県知事の意見

愛知県知事の意見：

１ 「対応方針（原案）」に対して異議はありません。

２ 豊田北バイパスは、豊田市中心部へ集中する交通を分散・迂回させる役割を果たす重要な道路である。

そのため、早期に全線の開通時期を明確にするとともに、一日も早い全線開通をお願いしたい。

３ なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願

いしたい。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・豊田市中心部を通過する国道１５３号は、朝夕の通勤時などに交通が集中し、豊田市中心部が地域の主

要渋滞箇所（豊田エリア）として選定され、また周辺路線では主要渋滞箇所として、多数の区間・箇所

が主要渋滞箇所として選定されており、交通混雑が著しい状況。

・豊田市中心市街地および周辺の国道では、死傷事故率の高い区間が存在。

・豊田市の製造品出荷額等は全国１位であり、とりわけ自動車産業の一大集積地。豊田市周辺には自動車

組立工場が多数立地しており、部品工場からの輸送や、港・国内への完成車の輸送が多いほか、海外生

産用自動車部品の輸送も多く、物流の効率化が必要。

・豊田市内には、愛知県の第三次救急医療施設に指定されている「豊田厚生病院」と「トヨタ記念病院」

の２つが存在。豊田市内最大規模である豊田厚生病院では、外来患者の約７割が豊田地区から来訪。豊

田市には市街地であっても、多量出血の死亡率が上昇する１５分以内で到達できていない地域が存在。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は３７％（平成２７年度末）。用地取得率は８５％（平成２７年度末）。

・設計協議、用地買収を推進し、工事に着手します。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・豊田市逢妻町から扶桑町間（延長５．７ｋｍ）については、早期開通に向けて、用地買収及び工事を推

進します。

施設の構造や工法の変更等

・今後も、技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１５５号 豊田南バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
と よ た み な み

起終点 自：愛知県豊田市駒場町 延長
あ い ち と よ た こ ま ば ち ょ う

至：愛知県豊田市逢妻町 １２．９ｋｍ
あ い ち と よ た あ い づ ま ち ょ う

事業概要

一般国道１５５号豊田南バイパスは、愛知県豊田市駒場町から同市逢妻町に至る延長１２．９ｋｍのバ

イパスであり、豊田外環状の一部を構成し、現道１５５号の交通渋滞の緩和、交通安全の確保及び東名・

新東名ＩＣへのアクセスの確保を目的に計画された道路です。

豊田市は自動車産業の集積地となっており、豊田市中心部や周辺路線には、主要渋滞箇所や、死傷事故

率の高い箇所が多数存在するなど多くの課題があり、本事業は、課題解決のために豊田南バイパスを整備

することで、交通渋滞の緩和や交通事故の削減、物流効率化の支援などの効果を見込んでいます。

昭和４８年度事業化 昭和３９、昭和４７年度 昭和５０年度用地着手 昭和５８年度工事着手

都市計画決定

全体事業費 ７９１億円 事業進捗率 ７６％ 供用済延長 ９．２ｋｍ

計画交通量 ４３，２００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 163/1,392億円 1,489/4,242億円 平成２８年

３．０ 事 業 費：124/1,299億円 走行時間短縮便益：1,417/4,009億円

(残事業) 維持管理費： 39/ 93億円 走行費用減少便益： 71/222億円

９．１ 交通事故減少便益： 1.5/ 11億円

感度分析の結果

（事業全体）交通量 ：B/C= 2.7 ～ 3.4 (交通量±10%)（残事業）交通量 ：B/C= 8.2 ～10.1 (交通量±10%)

事業費 ：B/C= 3.0 ～ 3.1 (事業費±10%) 事業費 ：B/C= 8.5 ～ 9.9 (事業費±10%)

事業期間：B/C= 2.9 ～ 3.2 (事業期間±20%) 事業期間：B/C= 8.8 ～ 9.6 (事業期間±20%)

事業の効果等
①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。
・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（高岡ふれあいバス等）が存在する。
・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援
・重要港湾（衣浦港）、国際拠点港湾（名古屋港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生
・市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり。

④国土・地域ネットワークの構築
・地域高規格道路（衣浦豊田道路）の一部として全区間が指定されている。

⑤安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設（豊田厚生病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え
・第一次緊急輸送路として位置づけられる。
・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑦地球環境の保全
・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全
・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。
・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。

⑨他のプロジェクトとの関係
・関連する大規模道路（豊田北バイパス）と一体的に整備する必要がある。
・豊田市都市計画マスタープランにて、2環状8放射3名古屋連絡道路を担う路線として位置づけられ

ている。



関係する地方公共団体等の意見

県知事の意見：

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。

２ 豊田南バイパスは、豊田市中心部へ集中する交通を分散・迂回させる役割を果たす重要な道路であ

る。そのため、引き続き豊田市東新町～逢妻町区間についても、早期に開通時期を明確にするととも

に、一日も早い全線開通をお願いしたい。

３ なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願

いしたい。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・豊田市中心部を通過する国道１５３号は、朝夕の通勤時などに交通が集中し、豊田市中心部が地域の主

要渋滞箇所（豊田エリア）として選定され、また周辺路線では主要渋滞箇所として、多数の区間・箇所

が主要渋滞箇所として選定されており、交通混雑が著しい状況。

・豊田市中心市街地および周辺の国道では、死傷事故率の高い区間が存在。

・豊田市の製造品出荷額等は全国１位であり、とりわけ自動車産業の一大集積地。豊田市周辺には自動車

組立工場が多数立地しており、部品工場からの輸送や、港・国内への完成車の輸送が多いほか、海外生

産用自動車部品の輸送も多く、物流の効率化が必要。

・豊田市内には、愛知県の第三次救急医療施設に指定されている「豊田厚生病院」と「トヨタ記念病院」

の２つが存在。豊田市内最大規模である豊田厚生病院では、外来患者の約７割が豊田地区から来訪。豊

田市には市街地であっても、多量出血の死亡率が上昇する１５分以内で到達できていない地域が存在。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は７６％（平成２７年度末）。用地取得率は９９％（平成２７年度末）。

・豊田南バイパスは、昭和４８年度に事業化し、平成２５年度迄に豊田市駒場町から東新町間の９．２ｋ

ｍが暫定開通し、うち豊田市生駒町から堤町間の４．６ｋｍが４車線で開通しており、現在、用地買収

及び工事を進めています。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・豊田市美山町から東新町間（延長１．１ｋｍ）は平成２６年３月１６日に開通しました。

・残る豊田市東新町から逢妻町間（延長３．７ｋｍ）は、早期開通に向けて、用地買収及び工事を推進し

ます。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等によるコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省

一般国道３０２号 名古屋環状２号線 区分 主体 中部地方整備局
な ご や

起終点 自：愛知県名古屋市中川区富田町 延長 ５８．６
あ い ち な ご や なかがわ とみたちょう

至：愛知県名古屋市中川区富田町 km
あ い ち な ご や なかがわ とみたちょう

事業概要

一般国道３０２号名古屋環状２号線は、愛知県名古屋市中川区富田町から愛知県名古屋市中川区富田町

に至る延長５８．６ｋｍ（海上部除く）の道路です。

本事業は、環状道路及びその内側地域での交通渋滞の緩和を図るとともに、名古屋港に集まる物流の効

率化の支援等を目的に計画された道路です。

Ｓ４６年度事業化 Ｓ５７年度都市計画決定 Ｓ４６年度用地着手 Ｓ４８年度工事着手

全体事業費 ５，６８１億円 事業進捗率 ９２％ 供用済延長 ５８．６km

計画交通量 ３１，４００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) ２．３ 344/13,684億円 768/31,213億円 平成２８年

事 業 費：304/13,250億円 走行時間短縮便益675/27,108億円

(残事業) ２．２ 維持管理費：40/434億円 走行経費減少便益：77/3,650億円

交通事故減少便益：15/455億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.9～3.2(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝1.8～2.6(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝2.3～2.3(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.1～2.4(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝2.3～2.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.1～2.4(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道（甚目寺６号、新清洲７号、喜多山２号）

の除却が見込まれる。

・バス路線の利便性向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾（名古屋港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生

・都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日 大都市圏における環状道路体系の整備）

を支援する。

・広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路（広域道路）を形成する。

・区画整理（茶屋新田土地区画整理事業、松河戸地区土地区画整理事業）と連携する。

④個性ある地域の形成

・主要な観光地（農業文化園・戸田川緑地）へのアクセス向上が見込まれる。

⑤災害への備え

・愛知県地域防災計画における、第１次緊急輸送道路として位置づけられている。

・緊急輸送道路（名古屋第二環状自動車道）が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替

路線を形成する。

⑥地球環境の保全

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。

⑦生活環境の改善・保全

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。

⑧他のプロジェクトとの関係

・関連する大規模道路事業（近畿自動車道伊勢線名古屋環状２号線（名古屋西～飛島））と一体的に整備

する必要がある。



県知事・市長の意見

愛知県知事：

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。

２ 名古屋環状２号線は、名古屋都市圏の環状道路として、名古屋都心部へ集中する交通を分散・迂回さ

せる機能を持つだけでなく、沿線地域の発展や物流効率化に資するとともに、名古屋港への重要なアク

セス道路として本地域の物流の要となる道路であることから、早期整備をお願いしたい。

３ なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願

いしたい。

名古屋市：

１ 「対応方針（原案）」案に対して異議は、ありません。

２ 当該道路は、名古屋圏の環状道路を形成し、名古屋都心部に集中する交通を適切に分散導入する重要

な道路であるため、一日も早い４車線化をお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・環状道路の内側及び国道３０２号の交通混雑

・物流交通が多い名古屋港と愛知県北部方面を結ぶ物流ネットワークの強化が必要

・新たな市街地形成の支援

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は９４％。用地取得率は１００％。（平成２７年度末）

・春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山（延長５．０ｋｍ）は、名鉄瀬戸線の立体化に向けた仮線工事

を推進。

・あま市甚目寺～清須市一場（延長５．２ｋｍ）は、名鉄本線、名鉄津島線の立体化に向けた関係機関協

議を推進。

・海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野（延長４．２ｋｍ）は、改良工、橋梁上部工等の工事を推進。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山（延長５．０ｋｍ）は、ボトルネックとなる１箇所の踏切の立

体化を進めるとともに４車線化整備を進めていく。

・あま市甚目寺～清須市一場（延長５．２ｋｍ）は、ボトルネックとなる２箇所の踏切の立体化を進める

とともに４車線化整備を進めていく。

・海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野（延長４．２ｋｍ）は、専用部（近畿自動車道伊勢線）の整

備と併せて４車線化整備を進めていく。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

一般国道３０２号
名古屋環状２号線

一般国道３０２号名古屋環状２号線 延長５８．６km



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

国道１号 関バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
せき

起終点 自：三重県亀山市太岡寺町 延長
かめやま たいこうじちょう

至：三重県亀山市関町鷲山 ２．５km
かめやま せきちょうわしやま

事業概要

一般国道１号は、東京都中央区を起点とし、静岡県静岡市及び愛知県名古屋市等の主要都市を経て、大阪府

大阪市に至る、我が国の東西交通を担う主要幹線道路です。

本事業の一般国道１号関バイパスは、三重県亀山市太岡寺町から三重県亀山市関町鷲山に至る名阪国道

接続ランプを含む延長２．５ｋｍのバイパスであり、交通渋滞の緩和、地域経済の支援を主な目的として

事業を推進しています。

H8年度事業化（L=1.1㎞） Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１２年度用地着手 Ｈ１４年度工事着手

H15年度事業化（L=1.4㎞）

全体事業費 ２５０億円 事業進捗率 ６７％ 供用済延長 －km

計画交通量 １４，７００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １．３ ７４/２７５億円 １７４/３５９億円 平成２５年

事 業 費：58/258億円 走行時間短縮便益：148/303億円

(残事業) ２．３ 維持管理費：17/17億円 走行経費減少便益：16/ 39億円

交通事故減少便益：9.7/16億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝1.0～1.5 (交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝2.1～3.2(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝1.3～1.3 (事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝2.2～2.5(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝1.3～1.3 (事業期間±20%) 事業期間：B/C＝2.3～2.4(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・利便性の向上が期待できるバス路線（三重交通）が存在する。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾（四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生

・幹線都市計画道路網密度が１．５ｋｍ／ｋｍ２以下である市街地内での事業である。

④個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト（亀山・関テクノヒルズ）を支援する。

・地域連携プロジェクト（いこか連携プロジェクト）を支援する。

・主要な観光地（重要伝統的建造物群保存地区 関宿）へのアクセス向上が期待される。

⑤安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（三重県立総合医療センター）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路を形成する。

⑦地球環境の保全

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。



関係する地方公共団体等の意見

三重県知事の意見：

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

・本事業は、交通混雑の緩和や地域経済の発展に寄与できる重要なバイパス事業です。今後も引き続き、

本県と十分な調整をしていただき、早期供用に向けた事業の推進をお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・国道１号の太岡寺町～木崎交差点間の渋滞損失時間は三重県内の直轄国道平均を超過。

・工業団地への進出が２６社に至り、残る区画（２３ｈａ）の分譲も進行中。災害に備えたリスク分散を

要因として進出地を決定する企業動向あり。

・重要な観光資源「関宿」への観光アクセス道路である現道１号に多くの大型車が流入し観光交通と混在。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は約６７％、用地取得率は約９６％。（平成２８年３月時点）

・国道２５号名阪国道と直結するランプ部（延長０.７ｋｍ）は平成１９年度に開通済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・亀山市太岡寺町から亀山市関町鷲山（延長２．５km）は、周辺道路の整備状況等を見極めながら整備を

実施。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

1

1

1

25

起 

三
重
県
亀
山
市
太
岡
寺
町

み
　
え
　  

か
め
や
ま
　  

た
い
こ
う
じ
ち
ょ
う  

鈴鹿国定公園

至
大
阪

東
名
阪

主 

四
日
市
関
線

小
野
町

亀
山
I.C

県　亀山城跡線

至
名
古
屋

至
名
古
屋

都 

木
﨑
鷲
山
線

都 

四
日
市
関
線
Ｂ
Ｐ

直
結
線

亀山市関JCT

至伊賀
鈴鹿川 至津

至天理
至津

都　木崎新所線

終 

三
重
県
亀
山
市
関
町
鷲
山

み 

え

か
め
や
ま

せ
き
ち
ょ
う
わ
し
や
ま

主要渋滞箇所

木崎交差点

せ き

名阪国道接続ランプ

平成19年度開通　L=0.7ｋｍ

凡例

開通済み

事業中　

都計済未事業化区間

亀山関
テクノヒルズ

名阪亀山関
工業団地

関バイパス

三重県



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道４２号 熊野尾鷲道路（Ⅱ期） 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
く ま の お わ せ

起終点 延長自：三重県尾鷲市坂場西町
み え お わ せ さかばにしまち

５．４km至：三重県尾鷲市南 浦
み え お わ せ みなみうら

事業概要

一般国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）は、近畿自動車道紀勢線と一体となり高速道路ネットワークを形

成する道路であり、尾鷲市坂場西町から尾鷲市南浦に至る約５．４ｋｍの区間である。
お わ せ さかばにしまち お わ せ みなみうら

並行する一般国道４２号では、東海・東南海地震等の大規模地震における緊急輸送道路の確保、高次救

急医療施設へのアクセス等に課題があり、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援等を目的に整

備を進めている。

Ｈ２４年度事業化 Ｈ１１年度都市計画決定 Ｈ２６年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手

全体事業費 ２６０億円 事業進捗率 ３３％ 供用済延長 ０．０km

計画交通量 ６，１００台／日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) １.３ 132/257 億円 337/337 億円 平成２８年

事 業 費：113/237億円 走行時間短縮便益：244/244億円

(残事業) ２.５ 維持管理費： 20/ 20億円 走行経費減少便益： 75/ 75億円

交通事故減少便益： 17/ 17億円

感度分析の結果

(事業全体) 交通量 ：B/C＝ 1.04～1.6(交通量 ±10%) (残事業) 交通量 ：B/C＝ 2.0～3.1(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C＝ 1.2～1.4(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C＝ 2.4～2.8(事業費 ±10%)

事業期間：B/C＝ 1.2～1.4(事業期間±20%) 事業期間：B/C＝ 2.5～2.6(事業期間±20%)

事業の効果等

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（三重交通名古屋南紀高速線等）

が存在する

②物流効率化の支援

・農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性の向上が見込まれる。

③国土・地域ネットワークの構築

・高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り。

④個性ある地域の形成

・大規模イベント（平成33年第76回国民体育大会）を支援する

・主要な観光地（世界遺産熊野古道）へのアクセス向上が期待される。

⑤安全で安心できるくらしの確保。

・三次医療施設（伊勢赤十字病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑥災害への備え

・第一次緊急輸送路として位置付けられている。

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑦地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑧生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。

⑨他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係

・関連する大規模道路事業（近畿自動車道紀勢線）と一体的に整備する必要あり。



関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

・熊野尾鷲道路建設促進期成同盟会、近畿自動車道紀勢線（熊野市～新宮市間）建設促進既成同盟会等よ

り全線早期完成の要望を受けている。

知事の意見：

・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

・本事業は、地域住民の安全・安心の確保や広域的な交流・連携の促進を図る「新たな命の道」であり、

国道４２号とのダブルネットワークとして早期整備の推進をお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見

・「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

・当事業区間に隣接する熊野尾鷲道路の尾鷲南ＩＣ～三木里ＩＣ間が平成２０年度に開通し、また、三木

里ＩＣ～熊野大泊ＩＣ間が平成２５年度に開通したことにより、熊野尾鷲道路が全線開通。

・当事業区間に隣接する紀勢自動車道の海山ＩＣ～尾鷲北ＩＣ間が平成２３年度に開通し、また、紀伊長

島ＩＣ～海山ＩＣ間が平成２５年度に開通したことにより、紀勢自動車道が全線開通。

事業の進捗状況、残事業の内容等

・事業進捗率は３３％。用地取得率は１００％に至っています。。（平成２７年度末）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

・平成24年度より事業着手しており、早期開通に向けて工事を推進します。

施設の構造や工法の変更等

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道161号 湖北バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
こ ほ く

起終点 自：滋賀県高島市マキノ町海津 延長
たかしま まきのちょう かいづ

至：滋賀県高島市今津町弘川 10.8km
たかしま いまづちょう ひろかわ

事業概要

一般国道161号は、福井県敦賀市を起点とし、滋賀県大津市に至る総延長約117kmの主要幹線道路であ

り、滋賀県湖西地域の産業、経済を支えるとともに名神高速道路や一般国道8号と連携した広域ネット

ワークを形成するなど重要な役割を担っている。

湖北バイパスは、交通混雑の緩和、交通安全の確保、冬季の円滑な交通の確保を目的とした延長10.8

kmの道路である。

S48年度事業化 S51年度都市計画決定 S48年度用地着手 S53年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 300億円 事業進捗率 約70％ 供用済延長 8.3km

計画交通量 15,400台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.5 117/708億円 493/1,053億円 平成28年

事 業 費: 71/618億円 走行時間短縮便益： 450/975億円

(残事業) 4.2 維持管理費: 46/ 89億円 走行経費減少便益： 27/ 51億円

交通事故減少便益： 17/ 26億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C=1.2～1.8(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=3.4～5.0(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.5～1.5(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=3.0～3.2(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.4～1.5(事業期間±20%) 事業期間：B/C=3.0～3.1(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・高島市には多くの観光施設があり、観光入込客数が年間約225万人から約418万人に増加しており、

湖北バイパス４工区の整備により、行楽シーズンにおける交通混雑の緩和が期待される。

②交通安全の確保

・湖北バイパス未整備区間（４工区）では、死傷事故が発生し、正面衝突や車両単独が事故全体の約5

0%をしめている。

・湖北バイパスの整備により急カーブ箇所がなくなり、事故の減少が期待される。

③冬季の円滑な交通の確保

・高島市は積雪地域に指定されており、降雪量は新潟市・金沢市などに匹敵している。

・積雪時にはスタック車両の発生に伴い、円滑な交通に支障をきたしているため、湖北バイパスの整

備により円滑な交通の確保が期待される。

④重要港湾へのアクセス向上

･高島市～敦賀港への所要時間が短縮。（64分→56分）

⑤主要な観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス向上により観光客の増加が見込まれる。

（道の駅 藤樹の里あどがわ観光入り込み数：約887千人/年（H26）、マキノ高原・さらさ観光客入

り込み数：約390千人/年（H26））

⑥高度医療施設へのアクセス向上

・高島市～長浜赤十字病院への所要時間が短縮。（65分→57分）

⑦沿道の環境改善

・国道161号 高島マキノ町海岸（騒音レベル：昼間75db、夜間75db 改善見込み）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

平成２８年７月、国道161号改良整備促進期成同盟会(大津市長、高島市長、敦賀市長、大津市議会

議長、高島市議会議長、敦賀市議会議長で構成)より、早期整備の要望を受けている。

滋賀県知事の意見：



一般国道１６１号湖北バイパスについては、対応方針（原案）（案）で【事業継続】とされている

とおり、事業効果の早期発現に向けてさらなる整備促進をお願いしたい。

地元も交通混雑、交通事故等の課題解消のため、当該事業の早期完成を強く望んでおり、一層の事

業推進にあたって必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組んでいただきたい。

なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道161号湖北バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

一般国道161号の高島市マキノ町海津地区（４工区）における交通量の伸び率は、平成2年を基準にし

て1.11、高島市における自動車保有台数の伸び率は1.43であるが、近年はほぼ横ばい。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに8.3㎞（暫定2車線）開通済み、用地進捗率：約89％、事業進捗率：約70％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き用地取得を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道８号 米原バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
まいばら

起終点 自：滋賀県長浜市加田町 延長
ながはましかだちょう

至：滋賀県彦根市佐和山町 10.3km
ひ こ ね し さわやまちょう

事業概要

一般国道８号は、新潟県新潟市を起点とし、京都府京都市に至る総延長約600kmの主要幹線道路であり、

滋賀県の産業・経済・生活活動を支える重要な役割を担っている。

米原バイパスは、長浜市内・米原市内・彦根市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保、冬期の円滑な

交通の確保を目的とした延長10.3kmの道路である。

S41年度事業化 S48年度都市計画決定 S42年度用地着手 S45年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 700億円 事業進捗率 約58％ 供用済延長 8.1km

計画交通量 25,500台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.1 291/974億円 327/1,059億円 平成25年

事 業 費: 227/895億円 走行時間短縮便益： 294/977億円

(残事業) 1.1 維持管理費: 64/ 80億円 走行経費減少便益： 11/ 60億円

交通事故減少便益： 22/ 21億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C=0.9～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=0.9～1.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.1(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=1.0～1.2(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.0～1.2(事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・米原バイパスの暫定開通に伴い、国道8号（バイパス並行区間）の渋滞は解消しつつあるものの依然

として残っており、整備により交通混雑の緩和が期待できる。

②交通安全の確保

・国道8号（バイパス並行区間）は、歩道未設置区間が多く存在し歩行者にとっては危険な状況である。

また依然として交通事故が発生しており、整備により交通事故の減少や歩行者等の利用環境の改善

など安全性の向上が期待できる。

③冬期の円滑な交通確保

・冬期には高速道路の通行規制に伴う交通集中や除雪作業による渋滞が発生しているが、堆雪帯が確

保された米原バイパスの整備により交通が分散され、円滑な交通の確保が期待できる。

④日常活動圏中心都市へのアクセス向上

・長浜市～彦根市への所要時間が短縮。（27分→25分）

・米原市～彦根市への所要時間が短縮。（11分→8分）

⑤主要な観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス性向上により、観光客の増加が見込まれる。

（黒壁ガラス館：観光客入込数：265.5万人/年、長濱オルゴール堂：観光客入込数：84.2万人/年、彦

根城：観光客入込数：82.7万人/年）

⑥三次医療施設へのアクセス向上

・彦根市～長浜赤十字病院への所要時間が短縮。（28分→26分）

⑦沿道環境の改善

・国道8号 彦根市鳥居本町（騒音レベル：夜間72dB 改善見込み）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

平成２７年９月、国道８号バイパス建設促進期成同盟会(彦根市、東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良

町、多賀町で構成)より、早期整備の要望を受けている。

滋賀県知事の意見：



一般国道８号米原バイパスについては、対応方針（原案）（案）で【事業継続】とされているとお

り、事業効果の早期発現に向けてさらなる整備促進をお願いしたい。地元も交通混雑、交通事故等の

課題解消のため、当該事業の早期完成を強く望んでおり、一層の事業推進にあたって必要な予算の確

保と徹底したコスト縮減に取り組んでいただきたい。なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力

をしてまいります。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道８号米原バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

滋賀県及び米原バイパス沿線３市(長浜市、米原市、彦根市)の人口及び自動車保有台数は増加傾向で

あり、米原バイパスの暫定開通に伴い、バイパスの交通量が増加傾向。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに8.1km（うち1.98㎞は完成4車線）開通済み、用地進捗率：約98%、事業進捗率：約58%

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道1号 水口道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
みなくち

起終点 自：滋賀県甲賀市土山町大野 延長
こ う か つちやまちょうおおの

至：滋賀県湖南市岩根 11.0km
こ な ん い わ ね

事業概要
一般国道１号は、東京都中央区を起点とし、滋賀県甲賀市・滋賀県湖南市を経て、大阪府大阪市北区に

至る総延長約800㎞の主要幹線道路である。
水口道路は、一般国道１号の甲賀市内及び湖南市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした延

長11.0kmの道路である。
S41年度事業化（1工区） S61年度都市計画決定（2工区） S45年度用地着手 S46年度工事着手
S63年度事業化（2,3工区） H3年度都市計画決定（3工区）

（H-年度変更）
全体事業費 400億円 事業進捗率 約93％ 供用済延長 11.0km
計画交通量 30,900台/日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.7 43/834億円 299/1,414億円 平成28年

事 業 費:22/782億円 走行時間短縮便益：275/1,261億円
(残事業) 7.0 維持管理費:20/ 52億円 走行経費減少便益： 20/ 123億円

交通事故減少便益： 4.4/ 30億円
感度分析の結果
【事業全体】交通量 ：B/C=1.3～2.1(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=5.5～ 8.7(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.7～1.7(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=6.6～ 7.4(事業費 ±10%)
事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20%) 事業期間：B/C=6.9～ 7.1(事業期間±20%)

事業の効果等
①交通混雑の緩和

・水口道路２工区の4車線開通により、2工区は旅行速度が上昇。
・3工区についても旅行速度が低い区間があるが、４車線化することで同様の効果が期待される。

②交通安全の確保
・水口道路２工区は年平均30～40件の事故が発生しているが、平成27年度に４車線開通しており、事故

減少が期待される。
・3工区についても４車線化することで同様の効果が期待される。

③日常生活圏中心都市へのアクセス向上
・甲賀市～栗東市への所要時間が短縮。（32分→31分）

④高度医療施設へのアクセス向上
・甲賀市～済生会病院への所要時間が短縮。（31分→30分）

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等：

平成28年8月、地域高規格道路甲賀湖南道路整備促進期成同盟会(甲賀市長、湖南市長、栗東市長で構
成)より、早期整備の要望を受けている。

滋賀県知事の意見：
一般国道1号水口道路については、対応方針（原案）（案）で【事業継続】とされているとおり、事

業効果の早期実現に向けてさらなる整備促進をお願いしたい。
地元も交通混雑、交通事故等の課題解消のため、当該事業の早期完成を強く望んでおり、一層の事業

推進にあたって必要な予算の確保と徹底したコスト縮減に取り組んでいただきたい。
なお、滋賀県としても事業促進に最大限の努力をしてまいります。



事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道1号水口道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、

おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり｢事業継続｣することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

水口道路沿線の滋賀県甲賀市・滋賀県湖南市は、近年、人口は減少傾向であるが、世帯数及び自動車

保有台数は増加傾向。

隣接する栗東水口道路Ⅱ、栗東水口道路Ⅰは平成27年度に２車線で開通。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに1工区5.7kmを（完成4車線）開通済み、2工区3.6kmを（完成4車線）開通済み、3工区1.7km

を（暫定2車線）開通済、事業進捗率：約93％、用地進捗率：100％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道27号 西舞鶴道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
にしまいづる

起終点 自：京都府舞鶴市上安 延長
きょうと まいづる うえやす

至：京都府舞鶴市京田 4.9km
きょうと まいづる きようだ

事業概要

一般国道27号は、福井県敦賀市から京都府船井郡京丹波町に至る京都北部地域、福井県嶺南地域の経済、
れいなん

産業、生活を支える延長約144kmの主要幹線道路である。

西舞鶴道路は、舞鶴市内の交通混雑の緩和、交通安全の確保、高速道路へのアクセス強化、緊急輸送道路

としての機能向上を目的とした延長4.9kmの道路である。

H19年度事業化 H2年度都市計画決定 H25年度用地着手 H28年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 245億円 事業進捗率 約8％ 供用済延長 －

計画交通量 22,500台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.7 201/214億円 366/366億円 平成25年

事業費: 175/188億円 走行時間短縮便益： 318/318億円

(残事業) 1.8 維持管理費: 26/ 26億円 走行経費減少便益： 36/ 36億円

交通事故減少便益： 12/ 12億円

感度分析の結果

【事業全体】交 通 量：B/C=1.3～2.1(交通量 ±10%) 【残事業】交 通 量：B/C=1.4～2.3(交通量 ±10%)

事 業 費：B/C=1.6～1.9(事業費 ±10%) 事 業 費：B/C=1.7～2.0(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.6～1.8(事業期間±20%) 事業期間：B/C=1.7～1.9(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・主要渋滞箇所である大手交差点および大手千日前交差点の交通混雑の緩和が期待できる。

・交通混雑の緩和により二次医療施設である舞鶴赤十字病院への走行性の向上が期待できる。

②高速道路へのアクセス強化

・京都舞鶴港や倉谷工業団地と舞鶴若狭自動車道舞鶴西ＩＣとのアクセス性が向上が期待できる。

・物流の効率化により産業振興や地域の活性化が期待される。

・舞鶴国際ふ頭～舞鶴西ICの所要時間が短縮。(15分→11分)

③交通安全の確保

・現道の交通混雑を回避し住宅地内の生活道路に流入する交通を西舞鶴道路に転換することにより、

生活道路の安全性向上が期待される。

④災害への備え

・洪水時想定浸水域に位置する現道に対し、西舞鶴道路は想定浸水高よりも高い位置に整備し、緊急

輸送用道路としての機能を確保する。

⑤重要港湾へのアクセス向上

・綾部市～京都舞鶴港（舞鶴国際ふ頭）への所要時間が短縮。（31分→27分）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見：

舞鶴市・舞鶴市議会・舞鶴商工会議所が「舞鶴市重点要望事項」として、国道27号「西舞鶴道路」等

の早期整備を要望（平成27年7月 要望書）

京都府知事の意見：

一般国道２７号西舞鶴道路は周辺地域の交通渋滞の緩和、舞鶴若狭自動車道と京都舞鶴港とのアクセス

改善が期待されており、対応方針（原案）のとおり、引き続き事業を推進し、京都縦貫自動車道や舞鶴若狭自

動車道の全線供用など高速道路の整備が進んでいることから、早期の完成をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道27号西舞鶴道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。



事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

平成22年4月、京都舞鶴港に船舶の大型化に対応した「舞鶴国際ふ頭」が供用開始し、さらなる物流貨

物の増加が見込まれる。

平成23年11月、京都舞鶴港が日本海側拠点港に選定され、近畿北部の物流拠点および対岸諸国との貿易

拠点として重要な位置にある。

一般国道27号の交通量は近年横ばいで推移しているが、依然として交通容量を超過している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに用地進捗率：約45％、事業進捗率：約8％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等により、コスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で打ち分けの合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道26号 第二阪和国道 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
だい に はん わ

起終点 自：大阪府阪南市自然田 延長
はんなん じ ねん だ

至：大阪府泉南郡 岬 町 深日 11.2km
せんなん みさきちよう ふ け

事業概要

一般国道国道26号は、大阪府大阪市から和歌山県和歌山市を結ぶ延長53kmの主要幹線道路であり、この

うち、大阪府阪南市から和歌山県和歌山市に至る区間は、地域高規格道路として整備を進めている。

第二阪和国道はその地域高規格道路の一部を形成し、国道26号の交通混雑の緩和、交通安全の確保を図

るとともに、関西国際空港へのアクセス向上、新しいまちづくりや主要観光地等の地域活性化を支援する

大阪府阪南市自然田～大阪府泉南郡岬町深日に至る延長11.2kmの道路である。

S63年度事業化 S62年度都市計画決定 H5年度用地着手 H8年度工事着手

（H17年度延伸） （H-年度変更）

全体事業費 1，020億円 事業進捗率 約84％ 供用済延長 9.0km

計画交通量 27，600台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.2 223/ 1,260億円 732/ 1,527億円 平成25年

事 業 費: 156/ 1,193億円 走行時間短縮便益： 598/ 1,289億円

(残事業) 3.3 維持管理費: 67/ 67億円 走行経費減少便益： 85/ 159億円

交通事故減少便益： 50/ 78億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C=1.0～1.5(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=2.6～4.1(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.2～1.2(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=3.1～3.5(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C=3.1～3.4(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・暫定部分開通した区間に並行する国道26号では渋滞解消など交通状況が改善、渋滞が残る事業中並行

区間においても同様の効果が期待。

②交通安全の確保

・暫定部分開通した区間に並行する国道26号では死傷事故率が大幅に減少、周辺地域の生活道路でも交

通事故が減少し、事業中並行区間においても全線開通による死傷事故率の減少が期待。

③救急医療の支援

・岬町～府立泉州救命救急センターへの所要時間が短縮。(38分→36分)

④災害時の代替路の確保

・豪雨等の自然災害による通行止めが発生する国道26号と主な主要地方道の広域的な代替路を確保。

・自然災害や異常気象時等にも強い、安全で安定した物資輸送を確保。

⑤空港へのアクセス向上

・泉南郡岬町～関西国際空港への所要時間が短縮。（38分→32分）

⑥特定重要港湾へのアクセス向上

・泉南郡岬町～堺泉北港への所要時間が短縮。（69分→63分）

⑦日常生活圏中心都市へのアクセス向上

・泉南郡岬町～和歌山市への所要時間が短縮。(24分→18分）

⑧主要な観光地へのアクセス向上

・沿道へのアクセス性向上により、観光客の増加が見込まれる。

（道の駅「とっとパーク小島」：5.4万人/年、みさき公園：35.5万人/年、淡輪海水浴場：10.1万人/

年、等）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

第二阪和道路建設促進期成同盟会(S34.12設立、岬町長、阪南市長、堺市長、高石市長、泉大津市長、

和泉市長、忠岡町長、岸和田市長、貝塚市長、泉佐野市長、田尻町長、泉南市長等より構成)等より



早期整備の要望を受けている。

大阪府知事の意見：

平成28年度の暫定2車線開通を目標に事業が進められているところであるが、工事の安全対策に万全

を期した上で、一日も早い全線供用に向け、事業促進を図られたい。

事業の実施にあたっては、道路構造や施工方法について十分に検討の上、より一層のコスト縮減に努

められたい。

今後とも事業を円滑に進めるため、沿道環境への配慮や交通安全対策、地域振興などに関する地域住

民の意見を十分に踏まえながら、事業の進捗に努められたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道26号第二阪和国道」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

暫定部分開通した区間に並行する国道26号では交通量が大幅に減少するも、第二阪和国道を合わせた断

面交通量は増加。第二阪和国道沿道の主要な観光施設では、観光入込客数が増加傾向。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに9.0kmが（暫定２車線）開通済み、用地進捗率：100％、事業進捗率：約84％。

残る区間について、調査・設計、改良工事・橋梁上部工事・舗装工事を推進する。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、平成28年度の暫定２車線開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

 



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道175号 神出バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
かん で

起終点 自：兵庫県神戸市西区平野 町 常本 延長
にし ひら の ちようつねもと

至：兵庫県神戸市西区神出 町 小束野 5.7km
にし かん で ちよう こ そく の

事業概要

一般国道１７５号は、兵庫県明石市を起点に、京都府舞鶴市に至る総延長約１３０kmの主要幹線道路で

あり、瀬戸内海臨海工業地帯と舞鶴港を南北に結び、中国縦貫自動車道、山陽自動車道や第二神明道路な

どを相互に結ぶ重要な役割を果たしている。

神出バイパスは、神戸市西部における交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とした道路である。

S61年度事業化 S58年度都市計画決定 S61年度用地着手 H5年度工事着手

全体事業費 224億円 事業進捗率 約74％ 供用済延長 5.1km

計画交通量 32，000台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 2.3 74/306億円 401/717億円 平成25年

事 業 費: 49/276億円 走行時間短縮便益：310/628億円

(残事業) 5.4 維持管理費: 25/30億円 走行経費減少便益： 62/70億円

交通事故減少便益： 28/19億円

感度分析の結果

【事業全体】交通量 ：B/C=1.9～2.9(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=4.5～6.2(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=2.3～2.4(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=5.1～5.8(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=2.3～2.4(事業期間±20%) 事業期間：B/C=5.3～5.6(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・神出バイパス部分供用に伴い、現道の国道175号の田井・老ノ口交差点の渋滞が解消し、旅行速度は

向上しており、残る区間の整備により田井南交差点以南の交通混雑の緩和が期待される。

②交通安全の確保

・国道175号（事業区間の現道）の約8割に歩道がなく、自転車・歩行者の安全確保が課題となっており

残る区間の整備により、通過交通が神出バイパスに転換することで、交通混雑の緩和による事故減少

や自転車・歩行者の安全性の向上が期待される。

③地域の活性化

・臨海部の都市圏と北播磨地域を結ぶ国道175号を整備することより、アクセス性が向上され、観光入

込客数は増加傾向となっており、神出バイパスを整備することにより、移動時間短縮効果による観光

入込客数の増大が見込まれ、地域の活性化に寄与することが期待される。

④高度医療施設へのアクセス向上

・三木市～兵庫県立災害医療センターへの所用時間が短縮。（51分→46分）

⑤新幹線駅へのアクセス向上

・三木市～JR西明石駅への所要時間が短縮。（37分→32分）

⑥空港へのアクセス向上

・三木市～神戸空港への所要時間が短縮。（57分→51分）

⑦重要港湾へのアクセス向上

・三木市～東播磨港への所要時間が短縮。（67分→62分）

⑧主要な観光施設へのアクセス向上

・沿線へのアクセス性向上により、観光客の増加が期待される。

（王子動物園：観光入込客数 約128万人/年、須磨海浜水族園：観光入込客数 約110万人/年）



関係する地方公共団体等の意見

神戸市長の意見

国道175号は、明石市臨海部から企業集積が進む神戸市北西部までを南北に通過し、さらに三木市や

小野市など兵庫県内陸部をつなぐ重要な幹線道路です。

その中でも、神出バイパスは神戸市西部地域の経済活動や、災害時の緊急輸送道路、安全な交通の確

保など、市民生活を支える上で必要な事業です。

ネットワーク機能を十分に発揮するために、未整備区間である0.6㎞について事業を完了させ、全線

を繋ぐ必要があると考えます。

また、事業効果を更に高めるため、暫定2車線で供用されている区間4.2㎞の4車線化も、あわせて必

要であると考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道175号神出バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

神出バイパス区間が通過する神戸市西区の人口や自動車保有台数の伸びは増加傾向。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに0.9㎞（完成4車線）開通済み、4.2㎞（暫定2車線）開通済み、用地進捗率：約89％、事業進

捗率：約74％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川崎 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道2号 神戸西バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
こう べ にし

起終点 自：兵庫県神戸市垂水区 名 谷 町 延長 専用部 12.5km
こう べ た るみ く みようだにちよう

至：兵庫県明石市大久保 町 一般部 8.4km
あか し おお く ぼ ちよう

事業概要

神戸西バイパスは、神戸市垂水区から明石市を結ぶ延長約12.5kmの地域高規格道路であり、交通混雑が

著しい神戸西部地域において、沿道開発や神戸淡路鳴門自動車道の開通に伴う自動車交通の需要増加に対

応するため、第二神明道路のバイパスとして計画された道路である。

神戸西バイパスは交通混雑の緩和、交通安全の確保、物流の効率化支援を目的に計画された道路である。

S63年度事業化 S62年度都市計画決定 H1年度用地着手 H3年度工事着手

全体事業費 1,900億円 事業進捗率 約73％ 供用済延長 専用部5.6km

一般部4.4km

計画交通量 25,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.2 401/2,634億円 1,890/3,056億円 平成25年

事 業 費: 357/2,556億円 走行時間短縮便益：1,763/2,814億円

(残事業) 4.7 維持管理費: 43/ 79億円 走行経費減少便益： 84/ 174億円

交通事故減少便益： 43/ 68億円

感度分析の結果

（事業全体） 交通量 ：B/C=0.8～1.4(交通量 ±10%) （残事業）交通量 ：B/C=4.7～8.4(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=4.3～5.2(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.3(事業期間±20%) 事業期間 ：B/C=4.4～5.0(事業期間±20%)

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・神戸西バイパス未整備区間と並行する第二神明道路では交通容量を超過し、年間で514回の渋滞

が発生しており、神戸西バイパスの整備により渋滞回数が減少し走行性の向上が期待される。

②交通安全の確保

・神戸西バイパス未整備区間と並行する第二神明道路は、整備済区間に並行する第二神明道路と比べ

死傷事故率が高く、交通混雑に起因すると考えられる追突事故が約９割占めており、神戸西バイパ

スの整備により事故の減少が期待される。

・第二神明道路の通行止め時の迂回路として寄与することにも期待される。

③物流の効率化

・阪神・播磨地区には、臨海部に製造品出荷額が高いエリアが集中し、臨海部からの大型車の移動は、

東西方向で約４割を占め、神戸西バイパスの整備により東西方向の物流の効率化が期待される。

④新幹線駅へのアクセス向上

・三木市～新神戸駅への所要時間が短縮。（58分→55分）

⑤空港へのアクセス向上

・三木市～神戸空港への所要時間が短縮。（58分→56分）

⑥特定重要港湾へのアクセス向上

・三木市～神戸港への所要時間が短縮。（49分→47分）

⑦主要な観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス性向上により、観光客の増加が見込まれる。

（王子動物園：観光客入込客数：約117万人、須磨海浜水族館：観光客入込数：約111万人）

⑧高度医療施設へのアクセス向上

・三木市～兵庫県立災害医療センターへの所要時間が短縮。(53分→50分）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：



神戸市が、「平成29年度国家予算に対する提案・要望」で神戸西バイパスの整備促進を要望。

（平成28年6月10日 神戸西バイパス専用部における有料道路事業の導入及び一般部の整備促進を要望）

神戸市長の意見：

一般国道2号神戸西バイパスは、播磨から神戸・大阪までの交通を円滑に繋ぎ、兵庫県臨海部の次世

代産業、製造企業拠点の集積をさらに加速させる重要な事業です。

また、側道（一般部）整備による救急活動や都心へのアクセス向上など、市民生活を支える上でも必

要な事業です。

これらの整備効果を十分に発揮するためは、事業を継続し早期に完成させることが必要と考えます。

なお、早期完成のためには、第二神明道路の料金見直しの中で神戸西バイパスの整備財源を確保する

ことが必要と考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道2号神戸西バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

神戸西バイパス沿線の住宅団地の人口は増加傾向。

神戸市西区の人口・自動車保有台数の伸びは増加傾向。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに専用部5.6㎞、一般部4.4㎞が開通済み、用地進捗率：約87％、事業進捗率：約73％

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の供用を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川崎 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道483号 日高豊 岡 南道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
ひ だ かとよおかみなみ

起終点 自：兵庫県豊岡市上佐野 延長
とよおか か み さ の

至：兵庫県豊岡市日高町久斗 6.1km
とよおか ひ だ か く と

事業概要

北近畿豊岡自動車道は、豊岡市から丹波市に至る延長約70kmの高規格幹線道路であり、兵庫県北部の但

馬地域と丹波地域の連携を支援するとともに、舞鶴若狭自動車道等を介して京阪神都市圏と直結すること

で、地域の活性化を支援する自動車専用道路である。

日高豊岡南道路は、交通混雑の緩和、災害時等の交通の確保、第3次医療機関へのアクセス向上、観光

振興への支援、企業立地への支援を目的としている道路である。

H18年度事業化 H17年度都市計画決定 H22年度用地着手 H24年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 約412億円 事業進捗率 26％ 供用済延長 －km

計画交通量 19,700台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.5 286/406億円 624/624億円 平成28年

事 業 費: 252/372億円 走行時間短縮便益： 492/492億円

(残事業) 2.2 維持管理費: 34/ 34億円 走行経費減少便益： 85/ 85億円

交通事故減少便益： 46/ 46億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=1.3～1.8（交通量 ±10%） 【残事業】交 通 量：B/C=1.9～2.5（交通量 ±10%）

事 業 費：B/C=1.4～1.6（事業費 ±10%） 事 業 費：B/C=2.0～2.4（事業費 ±10%）

事業期間：B/C=1.5～1.6（事業期間±20%） 事業期間：B/C=2.1～2.2（事業期間±20%）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・国道312号は、朝夕の通勤帰宅時や観光シーズンには混雑が発生しているが、日高豊岡南道路の整備

により交通の転換が図られることで、交通混雑の緩和が期待される。

②災害時等の交通確保

・但馬地域を流れる円山川は幾度となく氾濫が起き、市民生活に多大な影響を与えている。日高豊岡南

道路は、比較的高い位置を通過するため、水害への影響は受けず、災害時にも幹線道路としての機能

を発揮できる。

③第3次救急医療機関へのアクセス向上

・但馬南部地域の山間部は各消防から救急車で１時間かかる場所もあり、豊岡病院からドクターヘリを

運行しているが、ヘリで対応出来ない場合にドクターカーでカバーする独自の救急医療体制を構築し

ている。

・30分圏域人口カバー率が77％→90％に拡大し、救急搬送時の時間短縮が期待される。

④観光振興への支援

・但馬地域には「城崎温泉」や「竹田城跡」といった目玉観光資源が存在しており、日高豊岡南道路の

整備による利便性の向上により、但馬地域内の観光の活性化が期待される。

⑤企業立地への支援

・北近畿自動車道の整備が進み、周辺地域に企業が進出してきている。

・日高豊岡南道路の整備により、時間短縮が図られるなど利便性が高まることから、引き続き、企業進

出が期待される。

⑥特定重要港湾へのアクセス向上

・豊岡市～神戸港への所要時間が短縮（146分→127分）

⑦日常生活圏の中心都市へのアクセス向上

・豊岡市～朝来市への所要時間が短縮（46分→40分）

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見：

・平成28年8月3日、但馬自治会から「但馬地域の振興整備に関する要望」で、八鹿日高道路は平成28年



度開通予定、日高豊岡南道路の早期完成の要望を受けている。

・平成28年9月10日、北近畿豊岡自動車道建設促進期成同盟会、但馬・地域高規格道路推進協議会から、

「北近畿豊岡自動車道早期実現促進大会」及び「道路関係団体合同要望」で、北近畿豊岡自動車道の

早期整備の要望を受けている。

兵庫県知事の意見：

一般国道483号北近畿豊岡自動車道は、舞鶴若狭自動車道、播但連絡道路及び山陰近畿自動車道と高速

道路ネットワークを形成することにより、環日本海地域と関西都市圏の連携・交流を強化するとともに、

県内唯一の高速道路空白地域を解消する極めて重要な道路である。

また、但馬地域唯一の3次救急医療機関である公立豊岡病院へのアクセス性向上や災害時など緊急時に

おける輸送路の確保など、医療や防災面においても大きな効果を発揮する道路であり、先の東日本大震

災を踏まえ、北近畿豊岡自動車道の早期整備に対する期待は一層高まっている。

こうしたことから、日高豊岡南道路の早期供用、さらには豊岡道路の事業促進及び既に都市計画決定

している豊岡ＩＣ～豊岡北ＩＣ間の早期事業化、豊岡北ＩＣから山陰近畿自動車道との接続を含めた直

轄による調査着手をお願いしたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道４８３号日高豊岡南道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範

囲において、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

和田山八鹿道路が平成24年11月に供用し、並行する国道312号の交通量が約3割増加した。

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成18年度に事業化、平成22年度に用地着手し、用地進捗率99%、事業進捗率26%（平成28年3月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

現在、調査・設計、トンネル工事、改良工事を推進しており、早期の暫定2車線供用を目指している。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【概要図】

【位置図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川崎 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道165号 大和高田バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
や ま と た か だ

起終点 自：奈良県香芝市穴虫 延長
か し ば あなむし

至：奈良県橿原市四条 町 14.4km
かしはら しじょうちょう

事業概要

一般国道165号は、大阪市北区を起点とし、奈良県大和平野地域の南部を経由して三重県津市に至る主

要幹線道路である。

大和高田バイパスは、奈良中南部と大阪経済圏の連結強化や関西国際空港へのアクセス向上を図る地域

高規格道路南阪奈道路の一部を構成するとともに、一般国道165号香芝市～橿原市間の交通混雑の緩和、

交通安全の確保を図ることを目的とした道路である。

S43年度事業化 S47年度都市計画決定 H47年度用地着手 H48年度工事着手

（S61､H3､H9年度変更）

全体事業費 930億円 事業進捗率 約89％ 供用済延長 12.1km

計画交通量 32,400台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.1 90/2,139億円 271/2,419億円 平成25年

事 業 費: 77/2,055億円 走行時間短縮便益： 241/2,098億円

(残事業) 3.0 維持管理費: 13/ 84億円 走行経費減少便益： 19/ 264億円

交通事故減少便益： 12/ 57億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=0.9～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交 通 量：B/C=2.5～3.6（交通量 ±10%）

事 業 費：B/C=1.1～1.1（事業費 ±10%） 事 業 費：B/C=2.8～3.3（事業費 ±10%）

事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20%） 事業期間：B/C=2.9～3.1（事業期間±20%）

事業の効果等

①交通の円滑化

・大和高田バイパスの整備により、現道165号の交通量が減少し、旅行速度は向上したが、未整備区間

に並行する（主）御所香芝線の交通量は大和高田バイパス部分開通前より増加。

整備により、（主）御所香芝線の交通量減少・交通の円滑化が期待。

②地域医療の支援

・香芝市～奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへの所要時間が短縮（24分→18分）

③特急停車駅へのアクセス向上

・橿原市～天王寺駅への所要時間が短縮（69分→48分）

④空港へのアクセス向上

・橿原市～関西国際空港への所要時間が短縮（92分→70分）

⑤特定重要港湾へのアクセス向上

・橿原市～堺泉北港への所要時間が短縮（74分→52分）

⑥日常生活圏中心都市へのアクセス向上

・大和高田市～橿原市への所要時間が短縮（18分→17分）

⑦主要観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス向上により観光客の増加が見込まれる

（藤原宮跡・今井町・橿原神宮他：約398万人/年）

⑧三次医療施設へのアクセス向上

・香芝市～奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへの所要時間が短縮（24分→16分）。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

平成28年12月、葛城市より全線早期供用の要望を受けている。

奈良県知事の意見：

大和高田バイパスは、中間区間が未供用であるため、前後の供用区間の交通が並行する御所香芝線に

流入し、當麻寺交差点から太田南交差点間では交通量が容量を超過しており、3箇所の交差点を含む区



間が、平成25年に公表された「地域の主要渋滞箇所｣となっています。

この区間の交通渋滞により、沿線市を含む中和地域の医療の要である奈良県立医科大学附属病院への

緊急搬送において御所香芝線を通るルートの速達性が確保できないことなど、地域住民の生活に大きく

影響を及ぼしていることから、大和高田バイパスの未供用区間を整備し、御所香芝線の円滑な交通の確

保を図ることが必要です。

県としても、平成28年3月に、御所香芝線の太田南交差点において、交差点北側の大和高田バイパスへ

流入する左折車線を設置し、この方向の渋滞が緩和されましたが、依然、交差点東側の大和高田バイパ

スから流入する交通が多く、通勤時間帯に交通渋滞が発生しているため、大和高田バイパスを計画どお

り完成させることが必要です。

以上のことから、対応方針（案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道165号大和高田バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範

囲において、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

大和高田バイパス、南阪奈道路の開通後、現道165号の交通量が減少。

未整備区間に平行する（主）御所香芝線では渋滞が発生。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに12.1km開通済み、用地進捗率:約92％、事業進捗率:約89％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き調査設計を推進するとともに、今年度は幅杭設置に着手する。また、来年度以降に用地取得に

入っていけるように事業を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道25号 斑鳩バイパス 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
いかるが

起終点 自：奈良県生駒郡斑鳩町幸前 延長
い こ ま いかるがちょうこうぜん

至：奈良県生駒郡斑鳩町龍田 4.7km
い こ ま いかるがちょうたつた

事業概要

一般国道25号は、三重県四日市市から大阪市に至る主要幹線道路であり、関西圏と中京圏を結ぶ動脈で

あると共に、地域の重要な生活道路である。

斑鳩バイパス（いかるがパークウェイ）は、一般国道25号の交通混雑の緩和及び交通安全の確保を目的

として計画された道路である。

S47年度事業化 S42年度都市計画決定 H10年度用地着手 H14年度工事着手

（H15年度変更）

全体事業費 240億円 事業進捗率 約31％ 供用済延長 1.1km

計画交通量 10,400台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.2 144/227億円 264/ 264億円 平成25年

事 業 費: 128/ 210億円 走行時間短縮便益： 236/ 237億円

(残事業) 1.8 維持管理費: 15/ 17億円 走行経費減少便益： 21/ 21億円

交通事故減少便益： 6.5/ 6.5億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=1.0～1.3（交通量 ±10%） 【残事業】交 通 量：B/C=1.6～2.1（交通量 ±10%）

事 業 費：B/C=1.1～1.2（事業費 ±10%） 事 業 費：B/C=1.7～2.0（事業費 ±10%）

事業期間：B/C=1.1～1.2（事業期間±20%） 事業期間：B/C=1.8～1.9（事業期間±20%）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・一般国道25号の交通量は交通容量を大幅に超過し、交通混雑する一般国道25号を避け周辺の生活道路

に交通が流入しており、また、道路端には民家が迫り、殆どの区間で歩道未整備又は狭小であるが、

整備により、これらの改善が期待できる。

②交通安全の確保

・斑鳩バイパスへの交通転換により、交通混雑に起因する事故の減少が期待できる。

③主要な観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス性向上により、観光客の増加が見込まれる。

（法隆寺：観光客入込数：84.2万人/年）

④高度医療施設へのアクセス向上

・王寺町～奈良県立奈良病院の所要時間が短縮。（39分→30分）

⑤日常活動圏中心都市へのアクセス向上

・王寺町～奈良市への所要時間が短縮。（56分→48分）

関係する地方公共団体等の意見

地域からいただいた主な意見等

・平成28年11月、奈良県生駒郡斑鳩町長より、整備促進の要望を受けている。

・平成28年11月、斑鳩パークウェイ推進協議会（自治会連合会役員、参加希望自治会長、

斑鳩町都市建設部長・都市整備課長より構成）より、整備促進の要望を受けている。

奈良県知事の意見：

斑鳩バイパスは、国道25号の斑鳩町市街地の交通混雑の緩和を目的に、昭和47年度に延長4.7kmが事

業化され、これまでに1.1kmが供用されましたが、依然、国道25号では、斑鳩町から王寺町にかけて慢

性的な交通渋滞が発生しています。

この交通渋滞は、国道25号の沿線に立地している世界文化遺産の法隆寺へのアクセスや、斑鳩町、王

寺町を含む2市・8町からなる西和地域の医療の要である西和医療センターへの緊急車両等の進入にも大

きく影響を及ぼしています。

西和地域の円滑な交通を確保し、観光振興や地域住民の安心の暮らしの実現のためには、斑鳩バイパ



スの早期完成を図るとともに、県が4車線拡幅を進めている国道168号王寺道路・香芝王寺道路、これら

の中間に位置する国道25号の4車線拡幅を一体的に推進する必要があります。

以上のことから、対応方針（案）のとおり事業継続が妥当と考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道25号斑鳩バイパス」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に

おいて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

ただし、8工区では、地元自治体とともに事業計画に関して、地元の理解が得られるように努めるこ

と。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

一般国道25号の交通量は、近年、減少傾向であるが、依然として、交通容量を大幅に超過。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに1.1km開通済み、用地進捗率:約40％、事業進捗率:約31％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、用地取得を推進するとともに、工事を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

奈良県

斑鳩バイパス



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道24号 大和御所道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
や ま と ご せ

起終点 自：奈良県大和郡山市伊豆七条町 延長
やまとこおりやま いずしちじょうちょう

至：奈良県五條市居傳町 27.2km
ごじょう いでちょう

事業概要

京奈和自動車道は京都市を起点とし、奈良市を経由して和歌山市に至る高規格幹線道路である。

大和御所道路は、京奈和自動車道の一部を構成し、広域的な都市圏の活性化、一般国道24号の交通混雑

の緩和及び交通安全の確保、災害時の救援活動支援、企業立地への支援、救急医療体制への支援を目的と

して計画された道路である。

S47年度事業化(橿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ) S48年度都市計画決定 S50年度用地着手 S53年度工事着手（橿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

H4年度事業化(大和御所道路) （橿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ） （橿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ） H6年度工事着手（大和御所道路）

（H3年度変更） H4年度用地着手

(大和御所道路(御所区間)) （大和御所道路）

（H8年度変更）

(大和御所道路(大和区間))

全体事業費 4,600億円 事業進捗率 約84％ 供用済延長 15.6km

計画交通量 39,600台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.2 842/5,918億円 4,033/6,914億円 平成25年

事 業 費:745/5,749億円 走行時間短縮便益：3,439/5,984億円

(残事業) 4.8 維持管理費: 98/ 170億円 走行経費減少便益： 407/ 646億円

交通事故減少便益： 187/ 284億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=1.0～1.4（交通量 ±10%） 【残事業】交 通 量：B/C=4.0～5.6（交通量 ±10%）

事 業 費：B/C=1.2～1.2（事業費 ±10%） 事 業 費：B/C=4.4～5.3（事業費 ±10%）

事業期間：B/C=1.1～1.3（事業期間±20%） 事業期間：B/C=4.6～4.9（事業期間±20%）

事業の効果等

①交通混雑の緩和

・一般国道24号の交通量は交通容量を大幅に超過しているが、整備により交通混雑の緩和が期待できる。

一般国道24号（東室交差点～大和高田市・葛城市 境）、混雑時の上下平均旅行速度15.9km（H22）

→交通量減少により改善が見込まれる。

②交通安全の確保

・部分開通により並行区間では死傷事故件数が減少しており、交通事故の減少が期待できる。

一般国道24号 大和高田市曽大根（1,099件/億台キロ）→交通量の減少が見込まれる。

③災害時の代替路確保

・南海トラフ巨大地震が発生した場合、京奈和自動車道は主要な救援ルートとして期待される。

④生活圏・活動圏拡大による沿線地域の活性化

・京奈和自動車道沿線に工場が立地しており、今後のさらなる利便性向上、地域活性化が期待される。

奈良市～五條市への所要時間短縮。（92分→45分）

大和郡山市～五條市への所要時間短縮。（90分→42分）

⑤高度医療施設へのアクセス向上

・奈良県は病院搬送に要する時間が全国平均よりも長く、京奈和自動車道の早期整備が期待される。

五條市～奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センター（橿原市）への所要時間が短縮。

（38分→18分）

⑥主要観光地へのアクセス向上

・沿線へのアクセス性向上により観光客の増加が見込まれる。

橿原市（藤原宮跡・今井町・橿原神宮他）年間観光客入込数：約398万人/年

吉野山 年間観光客入込数：約78万人/年

⑦新幹線駅へのアクセス向上



・五條市～京都駅への所要時間が短縮。（142分→95分）

⑧空港へのアクセス向上

・御所市～関西国際空港への所要時間が短縮。（98分→91分）

⑨重要港湾へのアクセス向上

・御所市～下津港への所要時間が短縮。（105分→97分）

関係する地方公共団体等の意見

地域からいただいた主な意見等

京奈和自動車道建設促進奈良県民会議（H6.7設立、奈良県内各層を代表する67団体で構成）総会等に

て早期整備の要望を受けている。

奈良県知事の意見：

京奈和自動車道は、奈良県の南北の基軸であり、働く場の確保に向けた企業誘致や地域経済活動の拡

大といった本県の地方創生の実現に欠くことのできない重要な高規格幹線道路です。

奈良県内で初めて京奈和自動車道が供用された平成18年4月以降、その沿線を中心に、年間20件以上

の企業が立地し、平成28年上半期までの累計が267件にも上っており、本県の地方創生の実現にとって

絶大なストック効果が発揮されています。

大和御所道路で事業中の2区間のうち、御所南ICから五條北IC間は、来年夏の供用が予定されており

ますが、橿原北ICから橿原高田IC間は、唯一のミッシングリンクとなり、並行する国道24号における慢

性的な渋滞のさらなる悪化や、供用の目処が立たない状況が続けば、新たな雇用を生み出す企業の新規

立地が停滞し、本県の地方創生の基本目標である「働いて良し」の実現に甚大な影響を及ぼします。

県としましても、橿原北ICから橿原高田IC間の整備促進を最重要事項と捉えており、体制を強化して、

地元の橿原市、大和高田市とともに、国の用地取得の支援に取り組んでおります。

以上のことから、対応方針（案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道24号大和御所道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲にお

いて、おおむね適切であり、対応方針(原案)のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

一般国道24号の交通量は依然として交通容量を大幅に超過している。

産業では京奈和自動車道沿線での企業立地が進んでおり、近年では増加傾向となっている。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在までに専用部では大和区間（郡山下ツ道JCT～橿原北IC）9.4km、御所区間（橿原高田IC～御所南IC）

6.2kmが開通済み、一般部では12.7kmが開通済み。用地進捗率:約99％、事業進捗率:約84％）

御所南IC～五條北ICは平成29年度夏開通予定。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、用地取得、工事を推進し、早期の全線開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。

奈良県

大和御所道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道168号 長殿道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
ながとの

起終点 自：奈良県吉野郡十津川村大字長殿 延長
よ し の と つ か わむら ながとの

至：奈良県吉野郡十津川村大字長殿 2.6km
よ し の と つ か わむら ながとの

事業概要

国道168号五條新宮道路は、奈良県五條市から和歌山県新宮市を結ぶ地域高規格道路である。「紀伊半

島アンカールート」の一部を形成し、高規格幹線道路の空白地帯である紀伊半島内陸部を南北に縦貫する

極めて重要な幹線道路である。

長殿道路は、五條新宮道路の一部を構成するとともに、災害に強い道路の確保、線形が厳しい箇所・幅

員狭隘区間の解消、医療施設へのアクセス向上等を目的に整備を進めている道路である。

H24年度事業化 H-年度都市計画決定 H26年度用地着手 H-年度工事着手

（H-年度変更）

全体事業費 110億円 事業進捗率 約4％ 供用済延長 －

計画交通量 2,900台/日

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

分析結果 (事業全体) 1.2 84/90億円 112/112億円 平成28年

事 業 費:83/89億円 走行時間短縮便益：106/106億円

(残事業) 1.3 維持管理費:1.7/1.7億円 走行経費減少便益： 5.7/5.7億円

交通事故減少便益： 0.26/0.26億円

感度分析の結果

【事業全体】 交 通 量：B/C=1.01～1.5（交通量 ±10%） 【残事業】交 通 量：B/C=1.1～1.6（交通量 ±10%）

事 業 費：B/C=1.1～1.4（事業費 ±10%） 事 業 費：B/C=1.2～1.5（事業費 ±10%）

事業期間：B/C=1.2～1.3（事業期間±20%） 事業期間：B/C=1.3～1.4（事業期間±20%）

事業の効果等

①災害に強い道路の確保

・長殿道路区間では、平成23年紀伊半島大水害で約600時間の通行止めが発生。

・土砂崩落により国道168号に甚大な被害が出ており、長殿道路の整備により安全な通行を確保。

②線形が厳しい箇所・幅員狭隘区間の解消

・現道区間では線形の厳しい箇所が36箇所、幅員狭隘区間が18区間あり、自動車同士のすれ違いが困難、

安全・安心な通行の確保が課題。

・長殿道路の整備により、脆弱な現道区間を回避でき、円滑な走行を確保。

③医療施設へのアクセス向上

・十津川村の人工透析患者や周産期妊婦は五條病院を中心とした村外の病院に通院。

・国道168号の通行止め時には、通院に大きな迂回が生じるため、入院したり親類宅に一時転居する

などの対応が必要

・五條新宮道路の整備により、災害時も機能する道路が確保され、地域住民の負担軽減、安心できる

生活を支援。

関係する地方公共団体等の意見

地域からいただいた主な意見等

・平成27年10月、内吉野土木協議会（五條市、野迫川村、十津川村より構成）より、整備促進の要望

を受けている。

・平成27年11月、道路整備促進期成同盟奈良県協議会（奈良県全域、12市15町12村、計39市町村より

構成）より、整備促進の要望を受けている。

奈良県知事の意見：

紀伊半島アンカールートを形成する国道168号五條新宮道路は、本県南部地域における国土の強靱化

や観光・林業の振興による地域創生に欠くことのできない地域高規格道路です。

現在、国において3箇所（十津川道路、風屋川津・宇宮原工区、長殿道路）の事業を進めていただい

ており、本県におきましても3箇所（川津道路、辻堂バイパス、阪本工区）の事業に取り組んでおりま



す。

本県では、本年3月に川津道路3.2㎞、辻本バイパスの一部区間2.8㎞を供用したところであり、その

成果が得られてきておりますが、これら6箇所の事業は一体となって、より大きな整備効果を発揮する

ものであり、長殿道路につきましても、事業の促進を図り早期に供用していただく必要があります。

以上のことから、対応方針（案）のとおり、事業継続が妥当と考えます。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道168号長殿道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲におい

て、おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

沿線地域（十津川村）の人口は、近年減少傾向にあるものの、世帯数及び自動車保有台数は横ばい傾向。

隣接する五條新宮道路（宇宮原、風屋川津工区）は平成25年4月から事業に着手。

事業の進捗状況、残事業の内容等

平成24年度に事業化、用地進捗率:約13％、事業進捗率:約4％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き、用地取得を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業の実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】 【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川崎 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道４２号 すさみ串本道路 区分 一般国道 主体 近畿地方整備局
くしもと

起終点 自：和歌山県東牟婁郡串本 町 サンゴ台 延長
ひがしむろ くしもとちょう

至：和歌山県西牟婁郡すさみ 町 江住 19.2km
に し む ろ ちょうえ す み

事業概要
一般国道４２号すさみ串本道路は、和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台から和歌山県西牟婁郡すさみ町江

住内に至る延長19.2kmの自動車専用道路である。
本道路は防災・災害時の救急活動等の支援、救急医療活動の支援、安定した交通を確保を主な目的とし

た道路である。
H26年度事業化 H-年度都市計画決定 H28年度用地未着手 H28年度工事未着手

全体事業費 710億円 事業進捗率 約1％ 供用済延長 －

計画交通量 7,400台/日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年
分析結果 (事業全体) 1.2 520/520億円 629/629億円 平成25年

事 業 費: 478/478億円 走行時間短縮便益： 521/521億円
(残事業) - 維持管理費: 42/ 42億円 走行経費減少便益： 76/ 76億円

交通事故減少便益： 32/ 32億円
感度分析の結果

【事業全体】 交通量 ：B/C=1.1～1.3(交通量 ±10%) 【残事業】交通量 ：B/C=－(交通量 ±10%)

事業費 ：B/C=1.1～1.3(事業費 ±10%) 事業費 ：B/C=－(事業費 ±10%)

事業期間：B/C=1.1～1.3(事業期間±20%) 事業期間：B/C=－(事業期間±20%)

事業の効果等
①防災・災害時の救急活動等の支援

・南海トラフ巨大地震に伴う津波により、すさみ串本道路に並行する国道４２号は、最大６割の区間が
浸水すると想定されている。

・すさみ串本道路は、津波に対して十分な高さを確保した計画であるなど、大規模災害時には、緊急輸
送道路として、救命・救急や復旧活動等を支援。

②救急医療活動の支援
・和歌山県南部地域における三次救急医療機関は田辺市にのみ立地。（南和歌山医療センター）
・すさみ串本道路の開通による時間短縮で、串本町周辺住民は、これまで以上に、高いレベルの医療

サービスを受けやすくなる。
③安定した交通の確保

・国道42号は線形の厳しい箇所や災害リスクの高い箇所が多く、過去10年間で通行止めなどの交通
規制が39日（延べ規制時間約169時間）にのぼるなど、安定した交通が確保されていない。

・すさみ串本道路の整備により、国道42号の代替ルートが確保でき、安定した交通を確保することで、
地域連携やまちづくりを支援。

関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等:

・平成28年7月 高速自動車道紀南延長促進協議会(和歌山県知事 和歌山県副知事 和歌山県議会議長
沿線自治体首長、沿線自治体議長、和歌山県商工会連合会会長等)より早期整備の要望を受けている。

・平成28年8月 近畿自動車道紀勢線すさみ・那智勝浦間建設促進協議会(すさみ町、古座川町、太地町、
那智勝浦町)より早期整備の要望を受けている。

和歌山県知事の意見：
異常気象による災害や南海トラフの巨大地震などの大規模地震に備え、紀伊半島の海岸線を通る唯一

の幹線道路である国道４２号の代替え道路となる近畿自動車道紀勢線等のミッシングリンク解消が急務
であり、その一端を担うすさみ串本道路については、対応方針（原案）のとおり事業継続が妥当と考え
ます。

なお、事業実施にあたっては、早期工事着工し、早期供用させるようお願いします。
事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「一般国道42号すさみ串本道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲に
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おいて、おおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり「事業継続」することが妥当と判断される。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

国道42号は線形の厳しい箇所や災害リスクの高い箇所が多く、過去10年間で通行止めなどの交通
規制が39日（延べ規制時間約169時間）にのぼるなど、安定した交通が確保されていない。
事業の進捗状況、残事業の内容等

用地進捗率：０％、事業進捗率：約１％。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
引き続き事業を推進し、早期開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等
事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等によりコスト縮減に努める。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図

【位置図】

【概要図】

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 鳥取西

とっとりにし

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市本
もと

高
だか

 

至：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市松
まつ

原
ばら

 
延長 

7.0km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

鳥取西道路は、鳥取県鳥取市本高と鳥取市松原を結ぶ延長7.0kmの自動車専用道路である。 

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促

進及び地域活性化を図ることである。 

H17年度事業化 H17年度都市計画決定 H19年度用地着手 H20年度工事着手 

全体事業費 約497億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

82％ 供用済延長 1.8ｋｍ 

計画交通量   12,000 ～ 24,000台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.4 

 

(残事業)   7.5 
 

      96 / 545 億円 

 事業費：   79/ 522 億円

 維持管理費：17/ 23 億円

715 / 746 億円 
走行時間短縮便益：     497/515億円 
 走行費用減少便益：     148/156億円 
交通事故減少便益：      70/ 75億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.2～1.6 (交通量±10％  (残事業) 交通量：B/C＝6.3～8.7 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.3～1.4 (事業費±10％）         事業費：B/C＝6.9～8.1 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.3～1.4 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝7.2～7.7 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

②物流効率化の支援 

・鳥取市から境港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 

④個性ある地域の形成 

・鳥取県中部地域への観光周遊性の向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（鳥取県立中央病院）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

鳥取市長など４市５町１村の首長で構成される国道９号整備・山陰自動車道建設促進鳥取県期成会など複数の

団体から鳥取西道路の早期完成の要望を受けている。 

 

鳥取県知事の意見：事業の「継続」という対応方針（原案）について異存ありません。 
 平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部地震を踏まえ、大規模災害時のリダンダンシーを確保

するため、被災地の復旧・復興を支える高速道路ネットワーク整備の必要性を改めて認識したところで

す。 
 一般国道９号鳥取西道路、一般国道９号鳥取西道路（Ⅱ期）及び一般国道９号鳥取西道路（Ⅲ期）の

整備は、山陰道の一部として日本海国土軸形成による国土強靱化に寄与するとともに、人流・物流の活

性化による地域経済への好循環や生産性の向上をもたらす重要な社会インフラであることから、引き続

き早期整備が必要です。 
 引き続き早期完成に向け一層の御尽力をお願いします。 

 なお、事業執行に際しては、地元や関係機関との円滑な調整はもとより、新技術の導入や施工の効

率化等によるコスト縮減を図られるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H24 年度に鳥取自動車道（中国横断自動車道姫路鳥取線）が全線開通。 

・H25 年度に山陰道（鳥取 IC～鳥取西 IC 間、赤碕中山 IC～名和 IC 間）及び山陰近畿道駟馳山バイパスが開通。

・H27 年度に山陰近畿道（岩美 IC～浦富 IC 間）が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 99％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 82％見込みである。 

・平成 30 年開通予定である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減を図りつつ事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 鳥取西

とっとりにし

道路（Ⅱ期） 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市松
まつ

原
ばら

 

至：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市気高町
けたかちょう

下坂本
しもさかもと

 
延長 

5.9km 

事業概要  

 一般国道９号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

鳥取西道路（Ⅱ期）は、鳥取県鳥取市松原と鳥取市気高町下坂本を結ぶ延長5.9kmの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促

進及び地域活性化を図ることである。 

H19年度事業化 H17年度都市計画決定 H20年度用地着手 H22年度工事着手 

全体事業費 約381億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

73％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   23,700台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.0 

 

(残事業)   7.2 
 

      108 / 386 億円 

 事業費：   90/ 368 億円

 維持管理費：18/ 18 億円

777 / 777 億円 
走行時間短縮便益：     507/507億円 
 走行費用減少便益：     181/181億円 
交通事故減少便益：      89/ 89億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.8～2.3 (交通量±10％  (残事業) 交通量：B/C＝6.3～8.1 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.0～2.1 (事業費±10％）         事業費：B/C＝6.6～7.9 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.9～2.1 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝7.0～7.5 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

②物流効率化の支援 

・鳥取市から境港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 

④個性ある地域の形成 

・鳥取県中部地域への観光周遊性の向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（鳥取県立中央病院）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見

鳥取市長など４市５町１村の首長で構成される国道９号整備・山陰自動車道建設促進鳥取県期成会など複数の

団体から鳥取西道路の早期完成の要望を受けている。 

 

鳥取県知事の意見：事業の「継続」という対応方針（原案）について異存ありません。 
 平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部地震を踏まえ、大規模災害時のリダンダンシーを確保

するため、被災地の復旧・復興を支える高速道路ネットワーク整備の必要性を改めて認識したところで

す。 
 一般国道９号鳥取西道路、一般国道９号鳥取西道路（Ⅱ期）及び一般国道９号鳥取西道路（Ⅲ期）の

整備は、山陰道の一部として日本海国土軸形成による国土強靱化に寄与するとともに、人流・物流の活

性化による地域経済への好循環や生産性の向上をもたらす重要な社会インフラであることから、引き続

き早期整備が必要です。 
 引き続き早期完成に向け一層の御尽力をお願いします。 

なお、事業執行に際しては、地元や関係機関との円滑な調整はもとより、新技術の導入や施工の効率

化等によるコスト縮減を図られるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H24 年度に鳥取自動車道（中国横断自動車道姫路鳥取線）が全線開通。 

・H25 年度に山陰道（鳥取 IC～鳥取西 IC 間、赤碕中山 IC～名和 IC 間）及び山陰近畿道駟馳山バイパスが開通。

・H27 年度に山陰近畿道（岩美 IC～浦富 IC 間）が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 100％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 73％見込みである。 

・平成 30 年開通予定である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減を図りつつ事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

鳥 取 県

０ ５ １ ０ ㎞

鳥取西道路(Ⅱ期)



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 鳥取西

とっとりにし

道路（Ⅲ期） 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市気高町
けたかちょう

下坂本
しもさかもと

 

至：鳥取
とっとり

県鳥取
とっとり

市青谷町
あおやちょう

青谷
あ お や

 
延長 

6.4km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730ｋｍの主要幹線道路である。 

鳥取西道路（Ⅲ期）は、鳥取県鳥取市気高町下坂本と鳥取市青谷町青谷を結ぶ延長6.4kmの自動車専用道路

である。 

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の渋滞の解消、観光・医療・物流活動の支援、広域交流の促

進及び地域活性化を図ることである。 

H20年度事業化 H17年度都市計画決定 H23年度用地着手 H23年度工事着手 

全体事業費 約387億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

72％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   22,000～22,100 台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.4 

 

(残事業)   4.9 
 

      115 / 390 億円 

 事業費：   94/ 369 億円

 維持管理費：21/ 21 億円

559 / 559 億円 
走行時間短縮便益：     327/327億円 
 走行費用減少便益：     153/153億円 
交通事故減少便益：      80/ 80億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.2～1.7 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝4.1～5.6 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.4～1.5 (事業費±10％）         事業費：B/C＝4.5～5.3 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.3～1.6 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝4.7～5.0 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

②物流効率化の支援 

・鳥取市から境港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 

④個性ある地域の形成 

・鳥取県中部地域への観光周遊性の向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（鳥取県立中央病院）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 

 



関係する地方公共団体等の意見

鳥取市長など４市５町１村の首長で構成される国道９号整備・山陰自動車道建設促進鳥取県期成会など複数の

団体から鳥取西道路の早期完成の要望を受けている。 

 

鳥取県知事の意見：事業の「継続」という対応方針（原案）について異存ありません。 
 平成２８年１０月２１日に発生した鳥取県中部地震を踏まえ、大規模災害時のリダンダンシーを確保

するため、被災地の復旧・復興を支える高速道路ネットワーク整備の必要性を改めて認識したところで

す。 
 一般国道９号鳥取西道路、一般国道９号鳥取西道路（Ⅱ期）及び一般国道９号鳥取西道路（Ⅲ期）の

整備は、山陰道の一部として日本海国土軸形成による国土強靱化に寄与するとともに、人流・物流の活

性化による地域経済への好循環や生産性の向上をもたらす重要な社会インフラであることから、引き続

き早期整備が必要です。 
 引き続き早期完成に向け一層の御尽力をお願いします。 

なお、事業執行に際しては、地元や関係機関との円滑な調整はもとより、新技術の導入や施工の効率

化等によるコスト縮減を図られるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H24 年度に鳥取自動車道（中国横断自動車道姫路鳥取線）が全線開通。 

・H25 年度に山陰道（鳥取 IC～鳥取西 IC 間、赤碕中山 IC～名和 IC 間）及び山陰近畿道駟馳山バイパスが開通。

・H27 年度に山陰近畿道（岩美 IC～浦富 IC 間）が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 100％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 72％見込みである。 

・浜村鹿野温泉 IC（仮称）～青谷 IC 間は平成 29 年開通予定である。 

・瑞穂 IC（仮称）～浜村鹿野温泉 IC（仮称）間は平成 30 年開通予定である。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減を図りつつ事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

鳥 取 県

０ ５ １ ０ ㎞

鳥取西道路(Ⅲ期)



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 出雲

い ず も

･湖陵
こりょう

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県出雲
い ず も

市知井宮町
ちいみやちょう

 

至：島根
し ま ね

県出雲
い ず も

市湖陵町
こりょうちょう

三部
さ ん ぶ

 
延長 

4.4km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

出雲･湖陵道路は、島根県出雲市知井宮町と出雲市湖陵町三部を結ぶ延長4.4kmの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H20年度事業化 H17年度都市計画決定 H23年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費 約190億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

42％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   18,500台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.6 

 

(残事業)   4.5 
 

     105 / 186 億円 

 事業費：    93/173 億円

 維持管理費：12/ 12 億円

479 / 479 億円 
走行時間短縮便益：   408/408億円 
 走行費用減少便益：    50/ 50億円 
交通事故減少便益：    21/ 21億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝2.1～3.1 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝3.7～5.5 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.5～2.7 (事業費±10％）         事業費：B/C＝4.2～5.0 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.5～2.7 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝4.4～4.7 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・大田市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 
③個性ある地域の形成 
・島根県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 
⑤災害への備え 
・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号出雲・湖陵道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H21 年度に山陰自動車道（斐川 IC～出雲 IC 間）が開通。 

・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 99％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 42％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は用地買収および工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

出雲・湖陵道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 湖陵

こりょう

･多伎
た き

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県出雲
い ず も

市湖陵町三部
こりょうちょうさんぶ

 

至：島根
し ま ね

県出雲
い ず も

市多伎町久村
た き ち ょ う く む ら

 
延長 

4.5km 

事業概要  

 一般国道９号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

湖陵･多伎道路は、島根県出雲市湖陵町三部と出雲市多伎町久村を結ぶ延長4.5kmの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H24年度事業化 H17年度都市計画決定 H26年度用地着手 H27年度工事着手 

全体事業費 約200億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

23％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   17,000台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.4 

 

(残事業)   2.5 
 

     163 / 168 億円 

 事業費：   152/158 億円

 維持管理費：10/ 10 億円

405 / 405 億円 
走行時間短縮便益：   325/325億円 
 走行費用減少便益：    49/ 49億円 
交通事故減少便益：    32/ 32億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝2.1～2.8 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝2.1～2.9 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.2～2.7 (事業費±10％）         事業費：B/C＝2.3～2.8 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.2～2.6 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝2.3～2.7 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・大田市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 
③個性ある地域の形成 
・島根県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 
⑤災害への備え 
・第1次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号湖陵・多伎道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 98％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 23％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は用地買収および工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

湖陵・多伎道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 多伎

た き

･朝山
あさやま

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県出雲
い ず も

市多伎町久村
た き ち ょ う く む ら

 

至：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市朝山町朝倉
あさやまちょうあさくら

 
延長 

9.0km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

多伎･朝山道路は、島根県出雲市多伎町久村と大田市朝山町朝倉を結ぶ延長9.0kmの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H18年度事業化 H17年度都市計画決定 H20年度用地着手 H20年度工事着手 

全体事業費 約422億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

82％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   16,600台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.7 

 

(残事業)   2.8 
 

     250 / 395 億円 

 事業費：   229/375 億円

 維持管理費：20/ 20 億円

691 / 691 億円 
走行時間短縮便益：   542/542億円 
 走行費用減少便益：   102/102億円 
交通事故減少便益：    47/ 47億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.5～2.0 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝2.4～3.2 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.7～1.9 (事業費±10％）         事業費：B/C＝2.5～3.1 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.7～1.8 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝2.7～2.9 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・大田市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 
③個性ある地域の形成 
・島根県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 
⑤災害への備え 
・第１次緊急輸送道路である国道9号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号多伎・朝山道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H21 年度に山陰自動車道（斐川 IC～出雲 IC 間）が開通。 

・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 100％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 82％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 平成30年度の開通を目指し工事を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

多伎・朝山道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 朝山

あさやま

･大田
お お だ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市朝山町朝倉
あさやまちょうあさくら

 

至：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市久手町刺鹿
く て ち ょ う さ つ か

 
延長 

6.3km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

朝山･大田道路は、島根県大田市朝山町朝倉と大田市久手町刺鹿を結ぶ延長6.3kmの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H19年度事業化 H17年度都市計画決定 H21年度用地着手 H23年度工事着手 

全体事業費 約253億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

68％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   16,000台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.4 

 

(残事業)   3.4 
 

     170 / 242 億円 

 事業費：   154/226 億円

 維持管理費：16/ 16 億円

583 / 583 億円 
走行時間短縮便益：   457/457億円 
 走行費用減少便益：    95/ 95億円 
交通事故減少便益：    31/ 31億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝2.1～2.8 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝2.9～4.0 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.3～2.6 (事業費±10％）         事業費：B/C＝3.1～3.8 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.3～2.5 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝3.3～3.6 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・大田市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 
③個性ある地域の形成 
・島根県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 
⑤災害への備え 
・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号朝山・大田道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H21 年度に山陰自動車道（斐川 IC～出雲 IC 間）が開通。 

・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 100％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 68％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 平成29年度の開通を目指し工事を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

朝山・大田道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 大田

お お だ

･静間
し ず ま

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市久手町刺鹿
く て ち ょ う さ つ か

 

至：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市静間町
しずまちょう

 
延長 

5.0km 

事業概要  

 一般国道９号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730ｋｍの主要幹線道路である。 

大田･静間道路は、島根県大田市久手町刺鹿と大田市静間町を結ぶ延長5.0ｋｍの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H24年度事業化 H17年度都市計画決定 H26年度用地着手 H27年度工事着手 

全体事業費 約205億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

21％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   14,700台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.2 

 

(残事業)   2.2 
 

     167 / 173 億円 

 事業費：   157/162 億円

 維持管理費：11/ 11 億円

375 / 375 億円 
走行時間短縮便益：  278/278億円 
 走行費用減少便益：    71/ 71億円 
交通事故減少便益：    25/ 25億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.9～2.5 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝1.9～2.6 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.0～2.4 (事業費±10％）         事業費：B/C＝2.0～2.5 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.0～2.3 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝2.1～2.4 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・江津市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 
②国土・地域ネットワークの構築 
・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 
③個性ある地域の形成 
・島根県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 
⑤災害への備え 
・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号大田・静間道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 88％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 21％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は用地買収および工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

大田・静間道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 静間

し ず ま

･仁摩
に ま

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市静間町
しずまちょう

 

至：島根
し ま ね

県大田
お お だ

市仁摩町大国
にまちょうおおぐに

 
延長 

7.9km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約730ｋｍの主要幹線道路である。 

静間･仁摩道路は、島根県大田市静間町と大田市仁摩町大国を結ぶ延長7.9ｋｍの自動車専用道路である。

 事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間交

流の促進及び地域活性化を図ることである。 

H20年度事業化 H17年度都市計画決定 H23年度用地着手 H25年度工事着手 

全体事業費 約285億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

28％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   16,800台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.7 

 

(残事業)   2.5 
 

     193 / 274 億円 

 事業費：   172/254 億円

 維持管理費：20/ 20 億円

477 / 477 億円 
走行時間短縮便益：  330/330億円 
 走行費用減少便益：  110/110億円 
交通事故減少便益：    38/ 38億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.4～2.0( (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝2.0～2.9 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.6～1.9 (事業費±10％）          事業費：B/C＝2.3～2.7 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.7～1.8 (事業期間±20％）      事業期間：B/C＝2.4～2.6 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・江津市から出雲空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・国際標準コンテナ車の通行支障トンネル 3箇所が回避できる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 

④個性ある地域の形成 

・鳥取県東部から石見銀山（H27 観光入込み客数：37.6 万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（島根県立中央病院、島根大学医学部付属病院）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道９号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 

 



関係する地方公共団体等の意見

大田市長など３市４町の首長で構成される出雲・江津間高規格道路建設促進期成同盟会など複数の団体から出

雲・湖陵道路の早期完成の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）については妥当である。 

一般国道９号静間・仁摩道路については、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、

国道９号の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線である。既に供用年次

が示されている朝山大田道路は平成２９年度、多伎朝山道路は平成３０年度での確実な供用を図り、その他の路

線についても早期完成を図っていただきたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図っていた

だきたい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H21 年度に山陰自動車道（斐川 IC～出雲 IC 間）が開通。 

・H26 年度に中国横断自動車道尾道松江線及び仁摩・温泉津道路が全線開通。 

・H28 年度に福光・浅利道路が事業化。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 99％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 28％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は用地買収および工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 

 

島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

静間・仁摩道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道９号 三

み

隅
すみ

･益
ます

田
だ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：島
しま

根
ね

県浜田
は ま だ

市三隅町
みすみちょう

 

至：島
しま

根
ね

県益田
ま す だ

市遠
とお

田
だ

町
ちょう

 
延長 

15.2km 

事業概要  

 一般国道9号は、京都市から下関市までを結ぶ延長約730kmの主要幹線道路である。 

三隅･益田道路は、島根県浜田市三隅町と益田市遠田町を結ぶ延長15.2kmの自動車専用道路である。 

 事業目的は、緊急輸送道路の確保、第三次救急医療機関へのアクセス向上、広域観光ルートの形成を図る

ことである。 

H24年度事業化 H22年度都市計画決定 H26年度用地着手 H27年度工事着手 

全体事業費 約660億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

18％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   14,200 ～ 16,200台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用  総便益 基準年
1.4 

 
 

533億円
 事業費    ： 494億円 
 維持管理費：  39億円 

744億円
走行時間短縮便益： 532億円 
走行経費減少便益： 156億円 
交通事故減少便益：  55億円 

平成23年 

感度分析の結果  
交 通 量：B/C＝1.2～1.6(交 通 量±10％）
事 業 費：B/C＝1.3～1.5(事 業 費±10％）  
事業期間：B/C＝1.3～1.5(事業期間±20％）  

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・浜田市から萩・石見空港へのアクセス向上が期待される。 

②物流効率化の支援 

・益田市から浜田港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・高規格幹線道路「山陰自動車道」に並行する自動車専用道路の一部として位置づけ。 

④個性ある地域の形成 

・島根県東部からの津和野（太鼓谷稲荷神社等）（H27 観光入込み客数：56 万人/年）等へのアクセス向上が期待

される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（浜田医療センター）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・第１次緊急輸送道路である国道9号の代替路線として機能する。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

三隅・益田道路は、医療環境の向上、災害時の代替機能や通勤圏の拡大など地域住民の生活を大きく向上する

ことが期待されており、２市２町（益田市、浜田市、津和野町、吉賀町）から構成される「浜田・益田間高規格

道路建設促進期成同盟会」より、早期整備の要望（平成２８年１０月）を受けている。 

三隅・益田道路は、当地域の都市圏形成の基本となる交通の利便性向上による近隣都市圏との時間短縮が期待

されており、４団体（益田商工会議所、浜田商工会議所、石央商工会、美濃商工会、津和野町商工会、吉賀町商

工会）から構成される「浜田・益田間高規格道路建設促進経済団体期成同盟会」より、早期整備の要望（平成２

８年１０月）を受けている。 

三隅・益田道路は、萩・石見空港や浜田港への安定した物流網の確保により地域経済の自立的発展が期待され

ており、石見臨空ファクトリーパークに立地する９社で構成される「石見臨空ファクトリーパーク立地企業連絡

会」より、早期整備の要望を受けている。 

 

島根県知事の意見：対応方針（原案）について妥当である。 

一般国道９号三隅・益田道路は、地域産業の活性化や地域間交流の促進に大きく寄与するとともに、国道９号

の事故・災害時の代替道路機能の確保、救急医療活動の支援に必要不可欠な路線であることから早期完成を図っ

て頂きたい。 

また、山陰道の未着手区間の早期事業着手、特に計画段階評価中の小浜～田万川間については平成２９年度の

新規事業化を行うとともに、事業中区間の事業促進を図り、２０２０年を目途に山陰道全線の開通を図って頂き

たい。 

なお、道路利用者から声が上がっているトイレ等の休憩施設について、現道の道の駅への案内誘導等、配慮願

いたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H26 年度に一般国道 9号 浜田・三隅道路の原井 IC～西村 IC 間が開通。 

・H28 年 12 月に一般国道 9号 浜田・三隅道路の西村 IC～石見三隅 IC 間が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 98％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 18％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は用地買収および工事を推進しており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の実施にあたっては、コスト縮減を図りつつ事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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口
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至

松
江
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島 根 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

三隅・益田道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 玉島

たましま

・笠岡
かさおか

道路（Ⅱ期） 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：岡山
おかやま

県浅口
あさくち

市金光町
こんこうちょう

佐方
さ が た

 

至：岡山
おかやま

県笠岡
かさおか

市西
にし

大島
おおしま

新田
しんでん

 
延長 

9.4km 

事業概要  

 一般国道 2号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約 670km の主要幹線道路である。 

 玉島・笠岡道路(Ⅱ期)は、岡山県南西部に位置し、岡山県浅口市金光町佐方から笠岡市西大島新田を結ぶ

延長 9.4km の地域高規格道路であり、地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成するものである。 

 事業目的は、岡山県西部地域の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、周辺地域の連携強化である。 

H20年度事業化 H12年度都市計画決定 H24年度用地着手 H24年度工事着手 

全体事業費 約529億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

12％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   43,700 ～ 44,700台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  3.5 

 

(残事業)   3.8 
 

       379 / 405 億円

 事業費：   343/368 億円

 維持管理費： 37/37 億円

1,430 / 1,430 億円 

 走行時間短縮便益：996/996 億円 

 走行費用減少便益：306/306 億円 
交通事故減少便益：128/128 億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量 ：B/C=2.8～4.3(交通量±10%)  (残事業)交通量 ：B/C=3.0～4.5(交通量±10%)  

      事業費 ：B/C=3.3～3.9(事業費±10%)      事業費 ：B/C=3.5～4.1(事業費±10%) 

事業期間：B/C=3.3～3.8(事業期間±20%)     事業期間：B/C=3.5～4.1(事業期間±20%) 

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・笠岡市から岡山空港（第三種空港）へのアクセス向上が期待される。 
②物流効率化の支援 
・笠岡港港町地区工業団地から水島港（国際拠点港湾、国際バルク戦略港湾）へのアクセス向上が期待される。
③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部として位置づけられている。 
・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。（倉敷市～福山市） 
④個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクトを支援する。（浅口市工業団地造成整備事業） 
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。【倉敷美観地区の入り込み客数（H26）：3,065千人／年】 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・周辺ネットワークとの一体的な整備による第三次救急医療機関（川崎医大付属病院）へのアクセス向上が期待
される。                      
⑥安全な生活環境の確保 
・死傷事故件数の減少が期待される。 
⑦災害への備え 
・山陽自動車道、国道２号が岡山県地域防災計画における第１次緊急輸送道路として位置づけあり。 
・第１次緊急輸送路の代替路としての機能が期待される。 
⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の減少が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

玉島・笠岡道路（Ⅱ期）は、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、３市１町（倉敷

市、浅口市、笠岡市、里庄町）から構成される「国道２号玉島笠岡間整備促進協議会」より、早期整備の要望を

受けている。 

 

岡山県知事の意見： 

一般国道２号 玉島・笠岡道路（Ⅱ期）について、継続するとの対応方針（原案）は妥当である。 

国道２号の慢性的な渋滞の緩和、県南西地域から福山地域までの物流ネットワークの強化や沿線地域の活性化

を図るため、本事業の早期完成を強く求める。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 26 年度に一般国道 2号玉島・笠岡道路（L=4.5km）が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 26％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 12％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在、調査設計、用地買収、工事推進を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 山 県

０ ５ １ ０ ㎞

玉島・笠岡道路（Ⅱ期）



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 笠

かさ

岡
おか

バイパス 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：岡
おか

山
やま

県笠
かさ

岡
おか

市西
にし

大
おお

島
しま

新
しん

田
でん

 

至：岡
おか

山
やま

県笠
かさ

岡
おか

市茂
も

平
びら

 
延長 

7.6km 

事業概要  

 一般国道２号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670kmの主要幹線道路である。 

 笠岡バイパスは、岡山県南西部に位置し、岡山県笠岡市西大島新田から笠岡市茂平を結ぶ延長7.6kmの道路

であり、地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成するものである。 

 事業目的は、岡山県西部地域の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、周辺地域の連携強化である。 

S63年度事業化 S63年度都市計画決定 H2年度用地着手 H10年度工事着手 

全体事業費 約300億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

54％ 供用済延長 3.3ｋｍ 

計画交通量   34,400 ～ 37,800台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  3.5 

 

(残事業)   9.1 
 

       118 / 345 億円

 事業費：   105/316 億円

 維持管理費： 12/29 億円

1,066 / 1,199 億円 

 走行時間短縮便益：842/941 億円 

 走行費用減少便益：153/178 億円 
交通事故減少便益： 72/ 80 億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体)交通量 ：B/C=3.0～4.0(交通量±10%)  (残事業)交通量 ：B/C=7.6～10.6(交通量±10%)  

     事業費 ：B/C=3.4～3.6(事業費±10%)     事業費 ：B/C=8.3～10.0(事業費±10%) 

事業期間：B/C=3.2～3.7(事業期間±20%)    事業期間：B/C=8.4～9.7(事業期間±20%)  
事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・里庄町から福山駅（新幹線駅）へのアクセス向上が期待される。 
②物流効率化の支援 
・笠岡港港町地区工業団地から水島港（国際拠点港湾、国際バルク戦略港湾）へのアクセス向上が期待される。
③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高企画道路「倉敷福山道路」の一部として位置づけられている 
・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する。（倉敷市～福山市） 
④個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクトを支援する。（笠岡市笠岡湾干拓地域バイオマスタウン構想）
・主要な観光地へのアクセス向上が期待される。【倉敷美観地区の入り込み客数（H26）：3,065千人／年】 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・周辺ネットワークとの一体的な整備による第三次救急医療機関（福山市民病院）へのアクセス向上が期待され
る。 

⑥安全な生活環境の確保 
・死傷事故件数の減少が期待される。 
⑦災害への備え 
・山陽自動車道、国道２号が岡山県地域防災計画における第１次緊急輸送道路として位置づけあり。 
・第１次緊急輸送路の代替路としての機能が期待される。 
⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の減少が期待される。 
 



 
関係する地方公共団体等の意見

笠岡バイパスは、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、３市１町（倉敷市、浅口市、

笠岡市、里庄町）から構成される「国道２号玉島笠岡間整備促進協議会」より、早期整備の要望を受けている。

 

岡山県知事の意見： 

一般国道２号 笠岡バイパスについて、継続するとの対応方針（原案）は妥当である。 

国道２号の慢性的な渋滞の緩和、県南西地域から福山地域までの物流ネットワークの強化や沿線地域の活性化

を図るため、本事業の早期完成を強く求める。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 26 年度に一般国道 2号玉島・笠岡道路（L=4.5km）が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 98％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 54％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 投資効果の早期発現を図るため段階的に整備しており、引き続き早期全線開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 山 県

０ ５ １ ０ ㎞

笠岡バイパス



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道５３号 津

つ

山南
やまみなみ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：岡山
おかやま

県久米
く め

郡美咲
み さ き

町打
ちょうう

穴中
うたのなか

 

至：岡山
おかやま

県津山
つ や ま

市平
ひら

福
ふく

 
延長 

5.4km 

事業概要  

 一般国道 53 号は、岡山県岡山市北区から鳥取県鳥取市までを結ぶ延長約 140ｋｍの主要幹線道路である。

津山南道路は、岡山県北部に位置し、岡山県美咲町と岡山県津山市を結ぶ延長 5.4km のバイパスであり、

地域高規格道路「空港津山道路」の一部を構成するものである。 

 事業目的は、交通安全の確保、災害や交通事故発生時の代替ルートの確保、救命救急活動等の支援、周辺

地域の発展を図るものである。 

H16年度事業化 H15年度都市計画決定 H19年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費 約220億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

39％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   15,000 ～ 19,100台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 費用対効果 基準年

(事業全体)  1.1 

 

(残事業)   2.1 
 

      125 / 227 億円

 事業費：   101/203 億円

 維持管理費： 24/24 億円

258 / 258 億円 

 走行時間短縮便益：183/183 億円 

 走行費用減少便益： 49/ 49 億円 
交通事故減少便益： 26/ 26 億円 

平成28年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量 ：B/C=0.96～1.3(交通量±10%) (残事業)交通量 ：B/C=1.8～2.4(交通量±10%) 

      事業費 ：B/C=1.1～1.2(事業費±10%)      事業費 ：B/C=1.9～2.3(事業費±10%) 

事業期間：B/C=1.1～1.2(事業期間±20%)     事業期間：B/C=2.0～2.1(事業期間±20%) 
事業の効果等 
①物流効率化の支援 
・美咲町で生産される鶏卵の出荷先（関西方面、岡山県北方面）へのアクセス向上が期待される。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・地域高規格道路「空港津山道路」の一部としての位置づけ。 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。（美咲町～津山市） 

③安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関(津山中央病院救命救急センター)へのアクセス向上が期待される。 

④災害への備え 

・国道５３号が岡山県地域防災計画における第１次緊急輸送道路として位置づけ。 
・第１次緊急輸送道路である国道53号が通行止めとなった場合、代替路線として機能する。 
⑤地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

本道路の整備により、国道 53 号の交通円滑化が図られるとともに、沿線の住民生活の快適化と沿道の活性化

が期待されることから、津山市をはじめとする沿線市町村から構成される空港津山整備促進協議会などにより早

期整備の要請を受けている。 

 

岡山県知事の意見：一般国道 53 号 津山南道路ついて、継続するとの対応方針（原案）は妥当である。 

県の南北を連携する「地域高規格道路 空港津山道路」の一部を構成する本路線は、津山市が中心市である定

住自立圏の人口の維持や、企業の生産性向上、県南部圏域との交流人口の増加に資する大変重要な路線である。

県では、おかやま創生総合戦略や国土強靱化地域計画など上位計画にも本路線を含む交通基盤の整備を位置づ

けており、用地買収率が 8 割を超えていることからも、早期の供用に向け整備促進が必要である。 

事業評価監視委員会の意見 
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 18 年 9 月に津山バイパス(延長 1.6km)が開通 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 89％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 39％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在、用地買収及び工事を推進しており早期完成を目指し、事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 

岡 山 県

０ ５ １ ０ ㎞

津山南道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道１８０号 岡山

おかやま

環 状 南
かんじょうみなみ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：岡山
おかやま

県岡山
おかやま

市南
みなみ

区藤田
ふ じ た

 

至：岡山
おかやま

県岡山
おかやま

市南
みなみ

区古新田
こ し ん で ん

 
延長 

2.9km 

事業概要  

 一般国道 180 号は、岡山県岡山市から島根県松江市までを結ぶ延長約 174km の主要幹線道路である。 

 岡山環状南道路は、岡山県南部の中央に位置し、岡山県岡山市南区藤田と岡山市南区古新田を結ぶ延長

2.9km のバイパスである。 

 事業目的は、岡山市都市部で発生している交通渋滞の緩和、交通安全の確保、沿道環境の改善等を図り、

都市機能の充実、地域経済の発展や拡大を促進することである。 

H21年度事業化 H20年度都市計画決定 H23年度用地着手 H24年度工事着手 

全体事業費 約223億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

30％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   25,900 ～ 99,700台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  3.9 

 

(残事業)   4.5 
 

      165 / 188 億円

 事業費：   153/176 億円

 維持管理費： 12/12 億円

739 / 739 億円 

 走行時間短縮便益：640/640 億円 

 走行費用減少便益： 82/ 82 億円 
交通事故減少便益： 17/ 17 億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量 ：B/C=3.6～4.2(交通量±10%)  (残事業)交通量  ：B/C=4.2～4.8(交通量±10%)  

      事業費 ：B/C=3.6～4.3(事業費±10%)      事業費 ：B/C=4.1～5.0(事業費±10%) 

事業期間：B/C=3.6～4.3(事業期間±20%)     事業期間：B/C=4.1～4.9(事業期間±20%) 

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
・玉野市から岡山ICへのアクセス向上が期待される。 
②物流効率化の支援 
・岡山港（重要港湾）周辺に立地する物流企業から岡山県全域、広島県福山市・広島市、鳥取県、島根県への 
アクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路「岡山環状道路」の一部としての位置づけ。 
④安全な生活環境の確保 
・死傷事故件数の削減が期待される。 
⑤地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

関係する地方公共団体等の意見

「早期整備を望む。」という要望が、一般国道 180 号岡山県整備促進期成会（岡山市長・岡山市議会議長・総

社市長・総社市議会議長・高梁市長・高梁市議会議長・新見市長・新見市議会議長）から出されている。 

 

岡山市長の意見：対応方針（原案）について異議ありません。 

一般国道 180 号岡山環状南道路は、岡山市の外環状線の一部を構成し、岡山市街地の渋滞緩和や地域活性化に

大きく寄与する重要な道路であるため、早期供用に向けて整備促進を要望します。 



 
事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 22 年度に岡山西バイパス（側道部）が全線開通 

・平成 27 年度に国道 180 号総社・一宮バイパスが部分開通。（岡山市北区楢津～一宮山崎間の L=1.5km） 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 51％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 30％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在、用地買収、工事推進を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡 山 県

０ ５ １ ０㎞

岡山環状南道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 福

ふく

山
やま

道路
どうろ

 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広島
ひろしま

県福山
ふくやま

市瀬戸町
せ と ち ょ うな が わ

長和 

至：広島
ひろしま

県福山
ふくやま

市赤坂町
あかさかちょうあかさか

赤坂 
延長 

3.3km 

事業概要  

 一般国道 2号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約 670km の主要幹線道路である。 

福山道路は、広島県福山市瀬戸町から赤坂町を結ぶ延長約 3.3km のバイパスである。 

事業目的は、福山都市圏の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、さらに物流の効率化支援や周辺地域との

連携強化である。 

H13年度事業化 H12年度都市計画決定 H18年度用地着手 ― 

全体事業費 約356億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

22％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   24,200 ～ 33,600台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.8 

 

(残事業)   2.3 
 

      225 / 289 億円

 事業費：   210/274 億円

 維持管理費： 15/15 億円

524 / 524 億円 

 走行時間短縮便益：436/436 億円 

 走行費用減少便益： 51/ 51 億円 
交通事故減少便益： 37/ 37 億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量 ：B/C=1.6～2.0 (交通量±10%)  (残事業)交通量  ：B/C=2.0～2.6 (交通量±10%)  

      事業費 ：B/C=1.7～2.0 (事業費±10%)      事業費 ：B/C=2.1～2.6 (事業費±10%) 

事業期間：B/C=1.6～2.0 (事業期間±20%)     事業期間：B/C=2.1～2.6 (事業期間±20%)

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・現道における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
②物流効率化の支援 
・福山西ICから福山港（重要港湾）へのアクセス向上が期待される。 
③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部として位置づけ。 
・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成。 
④個性ある地域の形成 
・鞆の浦（H27観光入込客数約236万人／年）等へのアクセス向上が期待される。  
⑤安全な生活環境の確保 
・死傷事故件数の削減が期待される。 
⑥災害への備え 
・第1次緊急輸送道路である一般国道２号の代替路線として機能する。 
⑦地球環境の保全 
・CO2排出の削減が期待される。 

関係する地方公共団体等の意見

福山道路は、福山都市圏における交通渋滞の緩和に資することが期待されていることから、福山市及び備後地

区建設促進協議会より早期整備要望を受けている。 

 

広島県知事の意見：継続とする対応方針については妥当である。 

地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成する一般国道２号福山道路は、本県で整備を進めている福山沼

隈道路等と連携し、国道２号渋滞ワーストランキングで上位を占める福山市内の著しい交通混雑の緩和や広域連

携の強化、物流の効率化を図る観点から、早期に整備すべき重要な道路であると考えます。 

引き続きコストの縮減に努めながら、早期の供用開始に向け、計画的に整備を進めていただきたい。 



 
事業評価監視委員会の意見  

・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・平成 28 年度に一般国道２号松永道路（福山市神村町～同市今津町 L=2.5km）の４車線化が完成予定。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 79％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 22％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
現在、用地買収を行っており早期完成を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 
 
 

広 島 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

福山道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 安芸

あ き

バイパス 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広島
ひろしま

県東広島
ひがしひろしま

市八本松
はちほんまつ

町
ちょう

宗吉
むねよし

 

至：広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市安芸
あ き

区上瀬野
か み せ の

町
ちょう

上瀬野
か み せ の

 
延長 

7.7km 

事業概要  
 一般国道2号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670kmの主要幹線道路である。 

安芸バイパスは、東広島市八本松町宗吉と広島市安芸区上瀬野町上瀬野を結ぶ延長7.7kmの道路であり、地

域高規格道路「東広島廿日市道路」の一部を構成するものである。 

事業目的は、国道2号の交通混雑の緩和、交通安全の確保、周辺地域との連携強化である。 

H7年度事業化 S49年度都市計画決定 H9年度用地着手 H12年度工事着手 

全体事業費 約565億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

37％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   57,000  ～  61,800台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  4.7 

 

(残事業)   8.8 
 

      285 / 529 億円

 事業費：   257/500 億円

 維持管理費： 29/29 億円

2,502 / 2,502 億円 

走行時間短縮便益： 2,002/2,002億円 
 走行費用減少便益：   425/  425億円 
交通事故減少便益：   75/   75億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝4.3～5.3(交通量±10％） (残事業) 交通量：B/C＝7.8～9.7(交通量±10％） 

事業費：B/C＝4.6～4.7(事業費±10％）          事業費：B/C＝8.1～9.6(事業費±10％） 

事業期間：B/C＝4.3～5.4(事業期間±20％）       事業期間：B/C＝8.8～10.7(事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間が削減され、更なる効果が見込まれる。 
・広島市安芸区から東広島駅（新幹線駅）への所要時間が17分短縮【62分→45分】された。今後、更なるアク 
セス向上が期待される。 

・広島市安芸区から広島空港への所要時間が17分短縮【68分→51分】された。今後、更なるアクセス向上が期 
待される。 

②物流効率化の支援 
・東広島市から広島港（国際拠点港湾）への所要時間が21分短縮【67分→46分】された。今後、更なるアク 
セス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路「東広島廿日市道路」の一部として位置づけ。 
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 
④個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクトを支援。【広島中央サイエンスパークなど】 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・東広島市から第三次救急医療機関（県立広島病院）への所要時間が21分短縮【68分→47分】された。今後、 
更なるアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 
・第1次緊急輸送道路である一般国道２号の代替路線として機能する。 
⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

安芸バイパスは、東広島バイパスと一体となって国道２号の慢性的な交通渋滞解消、地域活動や広域連携の強

化、東西軸の形成、広島空港とのアクセス強化、広島広域都市圏の交流促進を果たすことが期待されており、広

島市、東広島市、海田町の首長で構成される「国道２号東広島・安芸バイパス建設促進期成同盟会」（平成２８

年７月）において建設促進の要望を受けている。 

 

広島県知事の意見： 

 対応方針(原案)については妥当 

 安芸バイパスは、国道２号の渋滞緩和や円滑な物流強化を図るだけでなく、広島空港へのアクセス道路とし

て、山陽道の代替機能も有する重要な路線であり、今年３月に発生した八本松トンネル事故による通行止めにお

いて、その重要性が再認識されたところである。 

したがって、引き続きコスト縮減に努めていただくとともに、早期完成に向け、確実に整備を進めていただき

たい。 

 

広島市長の意見： 

 対応方針（原案）については異存なし 

 国道２号の渋滞緩和や広島空港へのアクセス強化、さらに広域連携の強化や地域の産業活動の活性化のため

にも、全線の早期供用に向けて、着実に整備を進めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 10 年度に東広島バイパスの海田ランプ区間が開通。 

・平成 17 年度に東広島バイパスの中野西 IC～海田東 IC 間が開通。 

・平成 22 年度に広島高速 2号線が開通。 

・平成 25 年度に東広島バイパスの瀬野西 IC～中野 IC 間が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 91％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 37％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 引き続き早期全線開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 東広島

ひがしひろしま

バイパス 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市安芸
あ き

区上瀬野
か み せ の

町
ちょう

上瀬野
か み せ の

 

至：広島
ひろしま

県安芸
あ き

郡海田
か い た

町南堀川
みなみほりかわ

町
まち

 
延長 

9.6km 

事業概要  

 一般国道２号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670ｋｍの主要幹線道路である。 

東広島バイパスは、広島市安芸区上瀬野町上瀬野と安芸郡海田町南堀川町を結ぶ延長約9.6kmの道路であ

り、地域高規格道路「東広島廿日市道路」の一部を構成するものである。 

事業目的は、国道2号の交通混雑の緩和、交通安全の確保、周辺地域との連携強化である。 

S50年度事業化 S49年度都市計画決定 S57年度用地着手 H5年度工事着手 

全体事業費 約1,192億円 事業進捗率 
（H28年度末見込） 73％ 供用済延長 7.7ｋｍ 

計画交通量   49,300～66,400台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.3 

 

(残事業)   8.6 
 

     273 / 1,445 億円

 事業費： 242/1,406 億円

 維持管理費： 31/39 億円

2,361  /  3,327 億円 
走行時間短縮便益： 2,100/2,751億円 
 走行費用減少便益：   216/  464億円 
交通事故減少便益：    45/  112億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.8～2.8(交通量±10％） (残事業) 交通量：B/C＝7.6～10.0(交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.3～2.3(事業費±10％）          事業費：B/C＝7.9～9.5(事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.1～2.5(事業期間±20％）      事業期間：B/C＝7.9～9.5(事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間が削減され、更なる効果が見込まれる。 
・広島市安芸区から東広島駅（新幹線駅）への所要時間が17分短縮【62分→45分】された。今後、更なるア 
クセス向上が期待される。 

・広島市安芸区から広島空港への所要時間が17分短縮【68分→51分】された。今後、更なるアクセス向上が 
期待される。 

②物流効率化の支援 
・東広島市から広島港（国際拠点港湾）への所要時間が21分短縮【67分→46分】された。今後、更なるアク 
セス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 
・地域高規格道路「東広島廿日市道路」の一部として位置づけ。 
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 
④個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクトを支援。【広島中央サイエンスパークなど】 
⑤安全で安心できるくらしの確保 
・東広島市から第三次救急医療機関（県立広島病院）への所要時間が21分短縮【68分→47分】された。今後、 
更なるアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 
・第１次緊急輸送道路である一般国道2号の代替路線として機能する。 
⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 



 
関係する地方公共団体等の意見

安芸バイパスは、東広島バイパスと一体となって国道２号の慢性的な交通渋滞解消、地域活動や広域連携の強

化、東西軸の形成、広島空港とのアクセス強化、広島広域都市圏の交流促進を果たすことが期待されており、広

島市、東広島市、海田町の首長で構成される「国道２号東広島・安芸バイパス建設促進期成同盟会」（平成２８

年７月）において建設促進の要望を受けている。 

 

広島県知事の意見： 

対応方針(原案)については妥当 

東広島バイパスは、国道２号の慢性的渋滞の緩和や円滑な物流強化を図るだけでなく、広島空港へのアクセス

道路として、山陽道の代替機能も有する重要な路線であり、今年３月に発生した八本松トンネル事故による通行

止めにおいて、その重要性が再認識されたところである。したがって、引き続きコスト縮減に努めていただくと

ともに、早期完成に向け、確実に整備を進めていただきたい。 

広島市長の意見： 

対応方針（原案）については異存なし 

国道２号の渋滞緩和や広島空港へのアクセス強化、さらに広域連携の強化や地域の産業活動の活性化のために

も、海田高架橋を含む全線の早期供用に向けて、着実に整備を進めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 10 年度に東広島バイパスの海田ランプ区間が開通。 

・平成 17 年度に東広島バイパスの中野西 IC～海田東 IC 間が開通。 

・平成 22 年度に広島高速 2号線が開通。 

・平成 25 年度に東広島バイパスの瀬野西 IC～中野 IC 間が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 99％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 73％見込みである。 

・現在までに「瀬野西 IC～海田東 IC（L=7.1km）」及び「ランプ部（L=0.6km）」が開通している。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 投資効果の早期発現を図るため段階的に整備しており、引き続き早期全線開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 広島南

ひろしまみなみ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広島
ひろしま

県安芸
あ き

郡海田
か い た

町
ちょう

日の出町
ひ の で ま ち

 

至：広島
ひろしま

県広島
ひろしま

市西
にし

区商 工
しょうこう

センター４丁目 
延長 

14.8km 

事業概要  

 一般国道2号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670kmの主要幹線道路である。 

広島南道路は、広島県安芸郡海田町日の出町と広島市西区商工センター４丁目を結ぶ延長14.8kmの道路で

ある。 

事業目的は、広島市中心部の通過交通を適切に処理し、渋滞緩和・交通安全の確保を図るとともに、港湾

を拠点とする物流の効率化を図るものである。 

Ｈ元年度事業化 S63年度都市計画決定 

（Ｈ１９年度変更）
 H2年度用地着手 H10年度工事着手 

全体事業費 約4,120億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

78％ 供用済延長 13.5ｋｍ 

計画交通量   6,800～60,000台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.1 

 

(残事業)   1.7 
 

     767 / 5,657 億円

 事業費： 691/ 5,401 億円

 維持管理費：77/ 256 億円

1,267 / 6,123 億円 
走行時間短縮便益： 1,046/5,091億円 
 走行費用減少便益：   155/  721億円 
交通事故減少便益：    66/  312億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.0～1.1 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝1.4～1.9 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.1～1.1 (事業費±10％）         事業費：B/C＝1.5～1.8 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.0～1.1 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝1.5～1.8 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間の削減が期待される。 
・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
②物流効率化の支援 
・広島港（国際拠点港湾）から廿日市ICへの所要時間が12分短縮【37分→25分】された。今後、更なるアク 
セス向上が期待される。 

③個性ある地域の形成 
・宮島（H27観光入込客数：514万人/年）へのアクセス向上が期待される。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・廿日市市役所から第三次救急医療機関（県立広島病院）への所要時間が1分【20分→19分】短縮された。今後更

なるアクセス向上が期待される。また都市内の渋滞時や緊急時の代替路線として機能する。 
⑤安全な生活環境の確保 
・死傷事故率の削減が期待される。 
⑥災害への備え 
・第1次緊急輸送道路である一般国道2号の代替路線として機能する。 
⑦地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 



 
関係する地方公共団体等の意見

広島南道路は、広島都市圏中心部の交通円滑化を図り、交通混雑の緩和、臨海部における都市活動の推進及び

沿道環境の改善等に重要な役割を果たすことが期待されており、広島市、廿日市市、海田町、坂町の首長等で構

成される「広島南道路建設促進期成同盟会」により、建設促進について要望（平成 28 年 7 月 15 日）を受けてい

る。 

広島県知事の意見：継続とする対応方針（原案）については妥当である。 

広島港臨海部における東西の幹線軸となる広島南道路は、広島都市圏の都市機能の向上や、周辺地域との連携

強化を図る上で必要不可欠な社会基盤であり、現在事業中の東広島・安芸バイパスと連携し、広域的なネットワ

ークが形成されることにより、本来期待される機能が十分に発揮されるものと考えます。 

今後も引き続きコスト縮減に努めながら、事業化区間の全線供用に向け、計画的に整備を進めるとともに、未

事業化区間についても、関係機関と協議調整を行い、広域的なネットワークが早期に形成されるよう努めていた

だきたい。 

広島市長の意見：広島南道路の事業再評価に係る対応方針（原案）については異存ありません。 

事業の執行に当っては、事業化区間である明神高架橋等の着実な事業展開を図られるとともに、未事業化区間

である商工センター四丁目～廿日市インターチェンジ間については、このうち平面街路部を併設しない木材港西

～廿日市インターチェンジ間を優先することとして、関係機関と連携しながら整備方針を調整し、広島南道路全

線の早期完成を図られるようお願いします。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 10 年度に東広島バイパスの海田ランプ区間が開通。 

・平成 17 年度に東広島バイパスの中野西 IC～海田東 IC 間が開通。 

・平成 22 年度に広島高速 2号線が開通。 

・平成 25 年度に東広島バイパスの瀬野西 IC～中野 IC 間が開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 99％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 78％見込みである。 

・現在までに自動車専用道路部「東部流通西～商工センター（L=11.3km）」、一般道路部（L=6.8km）が開通済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 投資効果の早期発現を図るため段階的に整備しており、引き続き早期全線開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 

広 島 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

広島南道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道３７５号 東広島

ひがしひろしま

・呉
くれ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広島
ひろしま

県 呉
くれ

市 阿賀
あ が

中 央
ちゅうおう

 ５丁目 

至：広島
ひろしま

県 東広島
ひがしひろしま

市 高屋町溝口
たかやちょうみぞぐち

 
延長 

32.8km 

事業概要  

 一般国道375号は、広島県呉市から島根県大田市までを結ぶ延長約191kmの主要幹線道路である。 

東広島・呉道路は、広島県南部の中央に位置し、呉市阿賀中央5丁目と東広島市高屋町溝口を結ぶ延長32.8

kmの高規格幹線道路である。 

事業目的は、交通混雑の緩和、交通安全の確保を行い、都市間の連携・交流の拡大、広域交通拠点との連

絡強化である。 

H5年度事業化 H2年度都市計画決定 H5年度用地着手 H7年度工事着手 

全体事業費 約1,925億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

83％ 供用済延長 32.8ｋｍ 

計画交通量   16,400 ～ 30,600台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.8 

 

(残事業)   6.1 
 

     395 / 2,301 億円

 事業費： 314/ 2,161 億円

 維持管理費：81/ 141 億円

2,397 / 4,160 億円 
走行時間短縮便益： 2,083/3,446億円 
 走行費用減少便益：   210/  469億円 
交通事故減少便益：   103/  245億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.7～2.1(交通量±10％  (残事業) 交通量：B/C＝5.2～7.2(交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.8～1.8(事業費±10％）         事業費：B/C＝5.6～6.6(事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.7～1.9(事業期間±20％）     事業期間：B/C＝5.9～6.3(事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 
・渋滞損失時間が削減され、更なる効果が見込まれる。 
・呉市から東広島駅（新幹線駅）への所要時間が28分短縮【79分→51分】された。今後、更なるアクセス向上が
期待される。 

・呉駅から広島空港への所要時間が35分短縮【112分→77分】された。今後、更なるアクセス向上が期待される。
②物流効率化の支援 
・東広島市から呉港（重要港湾）までの所要時間が21分短縮【91分→70分】された。今後、更なるアクセス向上
が期待される。 

③個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクトを支援。【広島中央サイエンスパークなど】 
・大和ミュージアム（H27観光入込客数：約99万人）、グリーンピアせとうち（同約11万人）、呉市立美術館（同

約5万人）へのアクセスが向上。 
④安全で安心できるくらしの確保 
・東広島市から第三次救急医療機関（呉医療センター）への所要時間が6分短縮【44分→38分】された。今後、 
更なるアクセス向上が期待される。 

⑤災害への備え 
・第1次緊急輸送道路である一般国道375号の代替路線として機能する。 
⑥地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が期待される。 
 

 



関係する地方公共団体等の意見

東広島・呉道路は、地域交流の促進、交通混雑の緩和等に重要な役割を果たすことが期待されており、呉市、

東広島市、竹原市、江田島市、熊野町の首長で構成される「東広島呉自動車道建設促進期成同盟会」により、一

層の建設促進について要望（平成２８年７月）を受けている。 

 

広島県知事の意見：継続とする対応方針については妥当である。 

一般国道 375 号東広島・呉道路は、平成２７年３月に暫定２車線にて全線開通し、空港アクセスの改善や物流

の効率化、沿線地域への進出による雇用拡大など、多くの整備効果が現れているものの、阿賀ＩＣ出入口付近の

先小倉交差点では流入する交通量が集中し、交通渋滞が拡大しており、本線の整備効果を最大限に発揮させるた

め、阿賀ＩＣの立体交差化の整備が不可欠であると考えます。引き続きコストの縮減に努めながら、早期完成に

向け、確実に整備を進めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・平成 26 年度に東広島・呉道路が全線暫定開通。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 100％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 83％見込みである。 

・現在までに「阿賀 IC～高屋 JCT・IC（L=32.8km）」間を開通（暫定 2車線）している。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 引き続き阿賀ICの立体化を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 
 
 
 
 
 

広 島 県

０ １ ０ ２ ０ ㎞

東広島・呉道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 岩

いわ

国
くに

・大
おお

竹
たけ

道路 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：広
ひろ

島
しま

県大
おお

竹
たけ

市小
お

方
がた

一丁目 

至：山
やま

口
ぐち

県岩
いわ

国
くに

市山
やま

手
て

町
まち

 
延長 

9.8km 

事業概要  

 一般国道２号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670kmの主要幹線道路である。 

  岩国・大竹道路は、広島県大竹市小方一丁目と山口県岩国市山手町を結ぶ延長9.8kmのバイパスである。 

 事業目的は、一般国道2号の交通混雑の緩和及び交通安全の確保、広島県と山口県の広域的な連携・交流で

ある。 

H13年度事業化 H12年度都市計画決定 H15年度用地着手 H26年度工事着手 

全体事業費 約1,330億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

19％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   23,000 ～ 30,900台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  1.2 

 

(残事業)   1.4 
 

      803 /1,004 億円

 事業費：   763/ 963 億円

 維持管理費：41/ 41 億円

1,164 / 1,164 億円 
走行時間短縮便益：     906/906億円 
 走行費用減少便益：     167/167億円 
交通事故減少便益：      91/ 91億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.0～1.4 (交通量±10％  (残事業) 交通量：B/C＝1.2～1.8 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝1.1～1.3 (事業費±10％）         事業費：B/C＝1.3～1.6 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝1.1～1.2 (事業期間±20％）     事業期間：B/C＝1.3～1.6 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・岩国錦帯橋空港（共用飛行場）へのアクセス向上が期待される。 

 ②物流効率化の支援 

 ・岩国港（重要港湾）や岩国・大竹コンビナートへのアクセス向上が期待される。 

 ③国土・地域ネットワークの構築 

 ・地域高規格道路「岩国・大竹道路」の一部として位置づけ。 

 ・日常生活中心都市間を最短時間で連絡するルートを構成する。 

 ④個性ある地域の形成 

 ・錦帯橋（H26観光入込客数：約62万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 

 ⑤安全で安心できるくらしの確保 

 ・第三次救急医療機関（岩国医療センター）へのアクセス向上が期待される。 

 ⑥災害への備え 

 ・山陽自動車道（大竹IC～岩国IC）の代替路線として機能する。 

 ⑦地球環境の保全 

 ・CO2排出量の削減が期待される。 

 

 



関係する地方公共団体等の意見

広島県知事の意見： 

一般国道 2 号岩国・大竹道路に対して、継続とする対応方針については、妥当である。 

一般国道 2 号岩国・大竹道路については、国道 2 号の慢性的な交通渋滞の緩和や、県境を越えた経済圏の拡大、

広域的な連携・交流機能の強化を図るため、整備を着実に進める必要があると考えている。 

引き続きコストの縮減に努めながら、早期完成に向け、確実に整備を進めていただきたい。 

 

山口県知事の意見： 

一般国道 2 号岩国・大竹道路の「対応方針（原案）」案に対して、異存はない。 

引き続き、山手トンネル（仮称）建設に係る住民合意をはじめ、地域の合意形成を図りながら、コストの縮減

等を考慮の上、早期完成に向けて、より一層の事業促進に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H24 年 12 月に岩国錦帯橋空港が開港。 

・医療・防災交流拠点づくりが進められている愛宕山地域では、H25 年 3 月に岩国医療センターが開院、H28 年 3

月にいわくに消防防災センターが運用を開始している。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で用地買収の進捗率は 83％見込みである。 

・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 19％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在は、用地買収、調査・設計及び改良工事を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
 

０ １ ０ ２ ０ ㎞

島根県

広島県

岡山県

鳥取県

山口県

岩国・大竹道路



再評価結果（平成２９年度事業継続箇所） 
 

担 当 課：道路局 国道・防災課 
担当課長名：川﨑 茂信      

 
事業名 一般国道２号 周

しゅう

南
なん

立
りっ

体
たい

 事業

区分
一般国道 事業 

主体 
国土交通省

中国地方整備局

起終点 自：山
やま

口
ぐち

県周
しゅう

南
なん

市孝
こう

田
だ

町
ちょう

 

至：山
やま

口
ぐち

県周
しゅう

南
なん

市徳
とく

山
やま

 
延長 

3.5km 

事業概要  

 一般国道2号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市までを結ぶ延長約670kmの主要幹線道路である。 

  周南立体は、周南市孝田町から周南市徳山に至る延長3.5km区間の交差点立体化及び交差点改良を行う事業

である。 

 事業目的は、周南市内の慢性的な交通混雑の緩和、交通安全の確保、物流交通や地域連携の円滑化である。

H20年度事業化 S41年度都市計画決定 工事未着手  

全体事業費 約45億円 
事業進捗率 
（H28年度末見込） 

5％ 供用済延長 0.0ｋｍ 

計画交通量   47,700 台/日 
費用対効果 
分析結果 

Ｂ／Ｃ （3便益） 総費用 (残事業)/(事業全体) 総便益 (残事業)/(事業全体) 基準年

(事業全体)  2.5 

 

(残事業)   2.6 
 

      37 / 39 億円 

 事業費：     35/ 37 億円

 維持管理費：1.8/1.8 億円

96 / 96 億円 
走行時間短縮便益：     80/80億円 
 走行費用減少便益：     12/12億円 
交通事故減少便益：     3.7/3.7億円 

平成25年 

感度分析の結果  
(事業全体) 交通量：B/C＝1.9～3.2 (交通量±10％）(残事業) 交通量：B/C＝2.0～3.3 (交通量±10％） 

事業費：B/C＝2.2～2.7 (事業費±10％）         事業費：B/C＝2.4～2.9 (事業費±10％） 

事業期間：B/C＝2.4～2.5 (事業期間±20％）      事業期間：B/C＝2.5～2.7 (事業期間±20％）

事業の効果等 
①円滑なモビリティの確保 

・渋滞損失時間の削減が期待される。 

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

②物流効率化の支援 

・徳山下松港（国際拠点港湾）から徳山東ICへのアクセス向上が期待される。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が期待される。 

④個性ある地域の形成 

・周南市徳山動物園（H26観光入込客数：約31万人/年）等へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・第三次救急医療機関（徳山中央病院）へのアクセス向上が期待される。 

⑥災害への備え 

・国道2号が山口県地域防災計画における第1次緊急輸送道路として位置づけあり。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が期待される。 

 

 



関係する地方公共団体等の意見

山口県知事の意見： 

 一般国道 2 号周南立体の「対応方針（原案）」案に対して、異存はない。 

引き続き、地域の合意形成を図りながら、コスト縮減等を考慮の上、早期完成に向けて、より一層の事業促進

に努めていただきたい。 

事業評価監視委員会の意見  
・事業者から各事業の概要、評価結果及び対応方針（原案）について説明を受け、事業が適切に実施されているか

審議を行い、次のとおり意見の取りまとめを行った。 

・審議の結果、再評価対象の事業は適切に実施されており、事業継続とすることとした事業者の判断は妥当である

と意見集約した。 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  
・H23 年 5 月に国際拠点港湾徳山下松港が国際バルク戦略港湾（石炭）に指定され、周南バルクターミナル等関連

事業の整備が進んでいる。 

・H23 年 4 月より徳山中央病院に救命救急センターが開設され、県内で 5 番目、周南地域で唯一の三次救急医療体

制が整った。 

事業の進捗状況、残事業の内容等 
・平成 28 年度末で事業全体の進捗率は 5％見込みである。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  
 現在、調査・設計を行っており、早期開通を目指し事業を推進する。 

施設の構造や工法の変更等  

今後の事業の実施にあたっては、コスト縮減に努力しつつ、事業を推進していく。 

対応方針  事業継続 
対応方針決定の理由 
 以上の状況を勘案すれば事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 一般国道 事業 国土交通省
一般国道55号 桑野道路 区分 主体 四国地方整備局

く わ の ど う ろ

起終点 延長
自：徳島県阿南市下大野町渡り上り 6.5km

しもおおのちようわた あが

至：徳島県阿南市内 原 町桜木
うちわらちょうさくらぎ

事業概要
一般国道55号は、徳島県徳島市を起点として、小松島市、阿南市、美波町、室戸市などを経由し、高知

市に至る全長約228kmの主要幹線道路であり、産業・経済の交流を支える大動脈であるとともに、通勤・
通学等の地域住民の日常生活に欠かせない生活道路としての役割を持つ重要な道路である。

桑野道路は、地域高規格道路阿南安芸自動車道の一部として計画された事業であり 『四国８の字ネッ、
トワーク』を形成し、県南地域から近畿圏・徳島中心部へのアクセス向上を図り地域の産業・観光振興を
支援するほか、災害時における広域交通ネットワーク確保を図る事業である。
H23年度事業化 H22年度都市計画決定 H27年度用地着手 H－年度工事着手
全体事業費 約340億円 事業進捗率 約4％ 供用済延長 0.0km
計画交通量 10,700～13,100台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 1.7 267/274億円 463/463億円 平成25年(事業全体)

258/264億円 走行時間短縮便益： 370/370億円事 業 費：
10/ 10億円 走行経費減少便益： 67/ 67億円(残事業) 1.7 維持管理費：

交通事故減少便益： 26/ 26億円
感度分析の結果
【 】交通量 ：B/C= 1.2～2.3（交通量 ±10% 【 】交通量 ：B/C= 1.2～2.3（交通量 ±10%）事業全体 残事業）

事業費 ：B/C= 1.5～1.9（事業費 ±10%） 事業費 ：B/C= 1.6～1.9（事業費 ±10%）
事業期間：B/C= 1.6～1.8（事業期間±20%） 事業期間：B/C= 1.6～1.9（事業期間±20%）

事業の効果等
南海トラフ巨大地震による津波浸水被害が予測される地域に対して緊急輸送道路の代替機能を確保し、

県南地域から近畿圏・徳島中心部へのアクセス向上による地域の産業・観光振興の支援など、多様な整備
効果が期待できる。
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞時間損失の削減が見込まれる。
・現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の交通改善が期待される。
・現道等の混雑緩和により定時制が確保され、路線バスの利便性向上が見込まれる。
・徳島阿波おどり空港へのアクセス向上が見込まれる。
②物流効率化の支援
・重要港湾徳島小松島港へのアクセス向上が見込まれる。
・近畿圏や徳島中心部への地場産品（阿波尾鶏、伊勢エビ、アワビ）の流通の利便性向上が見込まれる。
③国土・地域ネットワークの構築
・地域高規格道路「阿南安芸自動車道」の一部を形成し、四国８の字ネットワークの形成に寄与する。
④個性ある地域の形成
・ 広域連携推進プロジェクト」を支援する （第５次阿南総合計画）「 。
・徳島県南部地域への観光アクセス向上が見込まれる。
⑤安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設（徳島赤十字病院）への搬送時間が短縮し、重篤患者の救命率向上が見込まれる。
⑥安全な生活環境の確保
・阿南市内の交通事故件数の減少が期待される。
⑦災害への備え
・国道55号が通行止めになった場合の代替路を形成する。
・桑野道路は国道55号阿南道路とともに第一次緊急輸送道路に指定されている。
・南海トラフ巨大地震発生時の津波浸水想定箇所を回避し、緊急輸送道路のリダンダンシーを確保する。
⑧地球環境の保全
・CO2排出量の削減が見込まれる。
⑨生活環境の改善・保全
・NOX、SPM排出量の削減が見込まれる。



⑩その他
・四国横断自動車道と一体的に整備することで四国８の字ネットワークを形成する。
関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等
・阿南市高規格道路建設促進期成同盟会、徳島県議会四国横断自動車道・阿南安芸自動車道建設促進議員
連盟、四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟、徳島県道路整備促進期成同盟会、徳島県、阿
南市美波町、海部郡町村議会議長会、四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会から本事業の
整備推進について、積極的な要望活動が続けられている。

徳島県知事の意見：
「 」 「 （ ）」 ， 。「 」・ 桑野道路 の事業を継続するという 対応方針 原案 案については 異議ありません 桑野道路
を含む地域高規格道路「阿南安芸自動車道」は 「四国横断自動車道（阿南～鳴門間 」とともに 「四， ） ，
国８の字ネットワーク」を形成し，平時は救急医療施設への搬送時間の短縮 「南海トラフ巨大地震」，
発生時は津波で寸断される一般国道５５号の代替道路や緊急輸送道路となる「命の道」として，県民の
安全・安心を支えるうえで必要不可欠な道路であります。また，県南部の豊かな農水産物が，都市部へ
速やかに，かつ安定的に供給可能となるとともに，県南地域の美しい自然を活かした観光振興など「活
力の道」として，地方の創生につながるものと考えています。このため，引き続き，コスト縮減を推進
し，事業の着実な実施をお願いします。

事業評価監視委員会の意見
「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成23年 7月 日和佐道路（阿南市福井町小野～由岐IC間：Ｌ＝3.1km）開通（日和佐道路全線開通）
・平成24年 4月 阿南安芸自動車道 福井道路 L＝9.6km 事業化
・平成25年11月 阿南道路（阿南市津乃峰町西分～橘町大浦間：L＝1.7km）開通
・平成27年 3月 四国横断自動車道 徳島IC～鳴門JCT間 Ｌ＝10.9km 開通
・平成27年 4月 国道55号（小松島市大林町字宮ノ本～阿南市津乃峰町東分間 L＝13.5km）徳島県へ移管
事業の進捗状況、残事業の内容等
・用地進捗率約4％、事業進捗率約4％（平成28年3月末時点）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等
・平成25年度より設計協議、平成27年度より用地測量調査に着手し、用地買収を推進中。
施設の構造や工法の変更等

今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮・
した構造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。

対応方針 事業継続
対応方針決定の理由
・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
※ 費用対効果分析結果及び感度分析の結果の欄に係る数値は、平成25年度評価時点。
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再評価結果（平成２９年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課
担当課長名：川﨑 茂信

事業名 事業 事業 国土交通省
一般国道192号 徳島 南 環 状 道路 区分 一般国道 主体 四国地方整備局

とくしまみなみかんじよう

起終点 延長
自：徳島県徳島市国府 町 観音寺 9.5km

とくしまけんとくしま し こく ふ ちようかんおん じ

至：徳島県徳島市八万 町 大野
とくしまけんとくしま し はちまんちようおお の

事業概要
一般国道192号は、愛媛県西条市を起点とし、三好市・美馬市・吉野川市等の吉野川沿岸の各市町を経

由して徳島市に至る総延長約99kmの主要幹線道路であり、沿線地域の産業経済を支える大動脈であるとと
、 。もに 通勤や余暇活動などの日常生活に欠かせない生活道路としての役割も併せ持つ重要な路線である

徳島南環状道路は 「徳島外環状道路」の一部であり、徳島市中心部の通過交通を排除し、市街地流入、
交通の迂回・分散を図ることで、徳島市内で慢性的に発生している渋滞を緩和し、地域の活性化を図る地
域高規格道路である。
S61年度事業化 S60年度都市計画決定 H元年度用地着手 H7年度工事着手

(H16年度変更)
全体事業費 1,191億円 事業進捗率 約51％ 供用済延長 5.9km
計画交通量 20,000～48,300台／日
費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 総便益 基準年(残事業)/(事業全体) (残事業)/(事業全体)
分析結果 1.2 382/1,127億円 1,289/1,342億円 平成25年(事業全体)

364/1,101億円 :1,030/1,088億円事 業 費： 走行時間短縮便益

19/ 26億円 ： 179/174億円(残事業) 3.4 維持管理費： 走行経費減少便益

： 80/ 79億円交通事故減少便益

感度分析の結果
【 】交通量 ：B/C= 1.03～1.3（交通量 ±10%） 【 】B/C= 3.0～3.8（交通量 ±10%）事業全体 残事業

事業費 ：B/C= 1.2 ～1.2（事業費 ±10%） B/C= 3.1～3.7（事業費 ±10%）
事業期間：B/C= 1.04～1.3（事業期間±20%） B/C= 3.0～3.8（事業期間±20%）

事業の効果等
徳島市内中心部で慢性的に発生している交通渋滞の緩和やそれに伴う地域経済の活性化、日常生活にお

、 、 、ける交通利便性の向上 交通安全性の向上を図るとともに 救急医療や災害時の緊急輸送を支援するなど
多様な整備効果が期待できる。
①円滑なモビリティの確保
・現道等の年間渋滞時間損失の削減が見込まれる。
・現道等の旅行速度の改善が見込まれる。
・徳島市中心部の渋滞緩和による定時性確保など路線バスの利便性向上が見込まれる。
・JR徳島駅（特急停車駅）や徳島阿波おどり空港（共用飛行場）への所要時間短縮が見込まれる。
②物流効率化の支援
・徳島市以西から徳島小松島港（重要港湾）への所要時間が短縮し物流の効率化を支援。
③国土・地域ネットワークの構築
・地域高規格道路「徳島環状道路」の一部を形成する。
・日常活動圏中心都市である徳島市への所要時間短縮が見込まれる。
④個性ある地域の形成
・徳島県を代表する大規模イベントである「阿波おどり」を支援する。

観光施設へのアクセス向上が期待される。・ 阿波おどり会館 「アスティとくしま」などの「 」、
⑤安全で安心できるくらしの確保

三次医療施設（徳島大学病院、徳島県立中央病院）への搬送時間が短縮し、重篤患者の救命率向上が・
見込まれる。

⑥安全な生活環境の確保
・徳島市内の交通事故件数の減少が期待される。
⑦災害への備え
・徳島南環状道路は津波浸水の被害を受けないことから、津波襲来時においても東西の交通が確保され、

、 、 。第１次緊急輸送道路として 市内中心部や県南地域への迅速な救助救援活動 救助物資の輸送等が可能
⑧地球環境の保全
・CO2排出量の削減が見込まれる。
⑨生活環境の改善・保全
・NOX、SPM排出量の削減が見込まれる。
・景観に配慮した整備により、道路機能を確保するだけにとどまらず、道路空間の有効な利活用やまち

なみと一体になった空間の形成に寄与する。



⑩その他
・県道徳島環状線と一体的に整備することで徳島環状道路を形成する。
関係する地方公共団体等の意見
地域から頂いた主な意見等
・徳島市、徳島県道路整備促進期成同盟会、徳島県一般国道11号・55号バイパス整備促進期成同盟会、国

道192号吉野川市・徳島市間整備促進期成同盟会から本事業の整備推進について、積極的な要望活動が
続けられている。

徳島県知事の意見：
徳島南環状道路」の事業を継続するという「対応方針（原案 」案については，異議ありません 「徳・「 ） 。

島南環状道路」は，徳島市の中心部を通過する交通や市街地に流入する交通を円滑に処理し，市街地及
びその周辺地域における慢性化した交通渋滞の緩和や地域経済の活性化，日常生活における交通の利便
性・安全性の向上に大きく寄与する地域高規格道路であり，既に供用されている区間と並行する県道や
交差点では，交通量の減少や交通渋滞の緩和などの整備効果が発現されるなど，本県発展のために，な
くてはならない道路であります。このため，引き続き，コスト縮減に努めつつ，まずは，残る未供用区
間の早期整備を図り，一日も早い全線供用に向け，事業の推進をお願いします。

事業評価監視委員会の意見
「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等
・平成12年 8月 （主）徳島環状線 藍住～応神地区 L=3.5km 開通
・平成15年 7月 （主）徳島環状線 安宅・住吉地区 L=1.1km 暫定開通
・平成20年 3月 （主）徳島環状線 国府地区 L=1.5km 側道開通
・平成23年 3月 （主）徳島環状線 川内町大松～平松 L=1.3km 開通
・平成24年12月 （主）徳島環状線 川内町平松～住吉 L=3.7km 開通

徳島環状線 末広・住吉工区 L=1.0km 一部開通・平成27年 3月 （主）
（その他）
・平成11年 7月 阿波おどり会館 開園
・平成15年12月 大型ショッピングセンター（徳島市西新浜町）オープン
・平成22年 3月 徳島小松島港コンテナターミナル開通
・平成22年 4月 徳島阿波おどり空港の滑走路延伸
・平成23年11月 大型ショッピングセンター（板野郡藍住町）オープン
事業の進捗状況、残事業の内容等
・国道192号～県道鬼籠野国府線間（L=2.6km）の側道部については平成12年4月までに開通。
・徳島市八万町橋北～八万町大野間（L=1.1km）の側道部については平成24年7月に開通。
・徳島市上八万町下中筋～八万町橋北（L=2.2km）の自動車専用道路及び側道部は平成27年2月に開通。
・用地進捗率約93％、事業進捗率約51％（平成28年3月末時点）
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

改良工事推進及び未取得用地の工事着手に向け、事業認定申請準備中。・
施設の構造や工法の変更等

今後も新技術、新工法の採用による工事コストの縮減に加えて、施設の長寿命化や維持管理費を考慮・
した構造等の採用等、総コストの縮減に努めていくこととする。

事業継続対応方針
対応方針決定の理由
・以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。
事業概要図

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
※ 費用対効果分析結果及び感度分析の結果の欄に係る数値は、平成25年度評価時点。
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